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は
し
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き
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・
古
答
に
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え
る
律
疏

令
釈
に
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え
る
律
疏

穴
記
そ
の
他
に
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え
る
律
疏

「
律
云
」
・
「
注
云
」
か
ら
「
疏
云
」
へ

八七六五

古
記
に
お
け
る
「
注
云
」
の
意
義

唐
代
資
料
に
見
え
る
律
文
の
引
用

目
本
律
の
編
纂

結
語

　
　
　
　
　
　
　
は
　
し
　
が
　
き

す
で
に
我
々
は
、
「
律
集
解
の
構
成
と
唐
律
疏
議
の
原
文
に
つ
い
て
e
⇔
日
」
（
『
国
学
院
法
学
』
第
一
三
巻
第
四
号
、
第
一
四
巻
第
三
号
、
第

一
五
巻
第
三
号
）
な
る
論
考
に
お
い
て
、
律
集
解
に
現
れ
る
「
律
疏
」
「
律
附
繹
」
は
、
何
れ
も
『
日
本
國
見
在
書
目
録
』
、
『
本
朝
法
家
文
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書
目
録
』
収
載
の
律
疏
、
律
附
釈
と
同
輔
の
書
で
あ
り
、
前
者
は
唐
の
永
徽
律
疏
で
あ
り
、
後
者
は
唐
の
律
疏
に
関
す
る
注
釈
書
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
二
、
三
の
諸
氏
か
ら
、
「
律
疏
」
に
は
永
徽
律
疏
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
注
釈
を
も
含
め
て
「
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

疏
」
と
呼
ば
れ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
義
が
提
出
さ
れ
た
。
我
々
は
、
前
稿
の
結
論
に
お
い
て
は
、
依
然
誤
り
な
し

と
思
う
も
の
で
あ
る
が
、
前
稿
に
お
け
る
そ
の
論
証
並
び
に
説
明
は
、
必
ず
し
も
十
分
と
は
い
い
難
く
、
又
、
我
々
の
そ
の
後
の
研
究
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

よ
り
若
干
補
訂
を
要
す
る
個
所
も
生
ず
る
に
至
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
前
稿
の
続
篇
と
し
て
、
「
律
疏
」
に
関
す
る
論
考
を
再
び
公
表

し
、
併
せ
て
日
本
律
撰
修
時
に
お
け
る
編
纂
者
の
意
図
、
動
向
等
を
探
究
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
又
、
疑
義
を
提
出
さ
れ
た
諸
氏
に
対

す
る
我
々
の
責
務
で
も
あ
ろ
う
。
な
お
、
「
律
附
繹
」
に
関
し
て
も
、
前
稿
を
補
足
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
本
稿
に
再
論
す
る

こ
と
は
、
論
旨
が
多
岐
に
わ
た
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
今
回
は
差
し
控
え
、
何
れ
別
稿
に
お
い
て
論
ず
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
一
　
古
記
・
古
答
に
見
え
る
律
疏

　
本
稿
に
お
い
て
は
、
前
稿
に
お
い
て
殆
ど
ふ
れ
る
処
が
な
か
っ
た
『
令
集
解
』
そ
の
他
に
見
え
る
「
律
疏
」
、
も
し
く
は
「
疏
」
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

い
て
検
討
を
加
え
た
い
と
思
う
。
先
ず
古
記
で
あ
る
が
、
古
記
に
は
「
律
疏
」
な
る
語
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
が
唯
一
度
見
え
る
だ
け
で

あ
る
。

　
　
古
記
云
。
恪
。
勲
也
。
律
疏
。
議
日
。
大
將
吏
恪
居
官
次
。
夙
夜
在
公
也
。
（
考
課
令
集
解
．
最
条
、
国
史
大
系
本
五
六
〇
頁
。
以
下
頁
数

　
　
の
み
示
す
。
）

　
右
の
文
に
見
え
る
「
律
疏
」
は
、
す
で
に
滝
川
政
次
郎
氏
や
仁
井
田
陞
、
牧
野
巽
両
氏
に
よ
っ
て
、
唐
の
永
徽
律
疏
で
あ
る
と
指
摘
さ

　
　
　
（
4
）

れ
て
い
る
。
古
記
の
引
く
大
宝
律
が
永
徽
律
疏
を
藍
本
と
し
た
こ
と
、
又
、
古
記
が
成
立
し
た
時
期
か
ら
し
て
、
右
の
「
律
疏
」
が
開
元

二
十
五
年
の
律
疏
と
は
考
え
難
い
こ
と
等
か
ら
、
恐
ら
く
右
の
「
律
疏
」
が
永
徽
律
疏
で
あ
る
こ
と
は
誤
り
な
い
処
で
あ
ろ
う
。



3律疏考
　
右
の
史
料
以
外
に
、
古
記
に
「
律
疏
」
と
か
「
疏
」
と
か
い
う
語
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
見
当
ら
な
い
が
、
古
記
と
同
系
統
の
大
宝
律

令
の
注
釈
書
と
い
わ
れ
る
古
答
に
も
、
や
は
り
「
疏
」
が
一
個
所
認
め
ら
れ
る
。
即
ち
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
・
田
中
光
顕
伯
旧

蔵
の
『
名
例
律
』
所
載
の
所
謂
名
例
律
勘
物
（
国
史
大
系
本
『
律
』
所
収
九
一
頁
）
に
引
用
さ
れ
る
古
答
中
の
「
疏
」
で
あ
る
。
次
に
当
該
個

所
を
掲
げ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
有
脱
文
）
　
　
（
男
女
）

　
　
坐
主
婚
之
色
。
依
戸
律
。
嫁
婆
違
律
。
租
父
母
々
々
主
婚
者
。
濁
坐
主
婚
・
爲
首
。
婆
爲
從
。
（
中
略
）
附
繹
云
。
若
父
令
子
詐
稻
母

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
余
）

　
　
死
。
子
不
坐
。
父
得
詐
言
全
喪
杖
一
百
。
父
令
子
犯
。
入
雑
犯
。
其
子
印
無
罪
者
。
部
不
入
十
悪
。
有
官
除
名
。
爲
不
鷹
從
故
。
九

　
　
十
以
下
不
得
其
心
。
古
答
云
。
嫁
婆
違
律
條
疏
意
也
。

　
右
の
「
古
答
云
。
嫁
婆
違
律
條
疏
意
也
。
」
の
「
疏
」
が
大
宝
律
の
所
謂
疏
文
（
便
宜
上
、
唐
の
『
律
疏
』
の
疏
に
相
当
す
る
日
本
律
の
部
分

を
「
疏
」
又
は
「
疏
文
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
さ
す
も
の
と
す
れ
ば
、
古
答
の
成
立
時
期
に
お
い
て
、
す
で
に
大
宝
律
の
疏

文
相
当
の
部
分
が
「
疏
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
こ
の
「
疏
」
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

　
右
に
掲
げ
た
勘
物
の
文
は
、
恐
ら
く
律
集
解
か
ら
引
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
国
史
大
系
『
律
』
は
、
そ
れ
を
養
老
名
例
律
八

虐
条
の
不
孝
に
現
れ
る
疏
文
「
若
其
猫
坐
主
婚
」
に
対
す
る
注
解
と
考
え
て
、
そ
の
旨
の
傍
注
を
施
し
て
い
る
。
処
で
、
右
の
古
答
の
文

は
、
文
意
か
ら
す
ぐ
上
の
「
附
繹
云
」
以
下
の
文
に
接
続
す
る
も
の
で
あ
る
。
古
答
の
文
が
全
く
独
立
し
た
自
己
完
結
的
な
文
で
あ
る
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
律
集
解
の
原
文
は
、
恐
ら
く
古
答
の
文
中
に
上
の
附
釈
の
文
が
引
用
さ
れ
て
い
た
か
、
或
い
は
前
掲
古
答
の
「
嫁
婆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

違
律
條
疏
一
意
也
。
」
の
文
が
附
釈
の
文
中
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
古
答
が
そ
の
ま
ま
借
用
し
た
か
、
そ
の
何
れ
か
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ

の
古
答
の
文
が
正
し
く
解
釈
さ
れ
る
為
に
は
、
先
ず
上
の
附
釈
の
文
が
正
し
く
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
律
附
釈
に
関
し
て
は
、
そ
れ

が
唐
律
の
注
釈
書
で
あ
る
か
、
日
本
律
の
注
釈
書
で
あ
る
か
、
は
た
又
、
律
附
釈
と
称
す
る
日
唐
両
律
夫
々
の
注
釈
書
が
あ
っ
た
か
は
学

説
の
分
れ
る
処
で
あ
る
が
、
我
々
は
前
稿
e
に
お
い
て
、
そ
れ
が
唐
の
律
疏
に
関
す
る
注
釈
書
で
あ
っ
て
、
律
附
釈
と
称
す
る
日
本
律
の



4

注
釈
書
は
存
在
し
な
い
と
い
う
推
測
を
述
べ
た
。
現
在
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
唐
の
注
釈
書
で
あ
る
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
前
稿
を
改

め
る
必
要
は
な
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
が
、
た
と
え
律
附
釈
と
称
す
る
日
本
律
の
注
釈
書
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
前
掲
勘
物
に
引
か
れ

た
附
釈
が
唐
律
を
注
釈
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
文
中
に
「
十
悪
」
な
る
語
の
見
え
る
こ
と
、
又
、
余
親
の
喪
を
詐
称
し
た
罪
が

杖
一
百
と
あ
っ
て
、
そ
れ
が
『
唐
律
疏
議
』
の
刑
量
と
一
致
す
る
こ
と
等
か
ら
し
て
疑
い
の
な
い
処
で
あ
る
。

　
さ
て
、
右
の
附
釈
の
文
の
意
味
で
あ
る
が
、
文
の
冒
頭
か
ら
「
師
不
入
十
悪
」
ま
で
は
、
凡
そ
次
の
如
く
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
も
し
、
父
が
子
を
し
て
母
が
死
ん
だ
と
詐
称
せ
し
め
た
場
合
は
、
子
供
は
無
罪
で
あ
る
。
父
は
〔
詐
偽
律
父
母
死
言
余
喪
条
に
よ

　
　
っ
て
、
〕
余
親
の
喪
を
詐
称
し
た
罪
と
し
、
杖
一
百
を
科
す
る
。
父
は
子
を
し
て
母
の
死
を
詐
称
せ
し
め
た
の
で
あ
る
か
ら
〔
即
ち
、

　
　
自
分
自
身
が
そ
の
罪
を
犯
し
た
の
で
は
な
い
か
ら
〕
、
そ
の
罪
は
雑
犯
と
し
、
〔
十
悪
と
は
し
な
い
。
〕
そ
の
子
は
無
罪
と
さ
れ
た
の

　
　
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
当
然
十
悪
に
は
入
ら
な
い
。

　
処
が
、
右
の
文
に
続
く
末
尾
の
文
「
有
官
除
名
。
爲
不
鷹
從
故
。
九
十
以
下
不
得
其
心
。
」
は
、
難
解
で
あ
る
。
恐
ら
く
「
部
不
入
十

悪
。
」
と
「
有
官
除
名
。
」
と
の
間
に
は
、
律
集
解
の
原
文
で
は
或
る
種
の
文
が
存
在
し
、
勘
物
で
は
そ
れ
を
省
略
し
た
か
、
又
は
脱
落
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
処
で
、
右
の
文
中
の
「
九
十
」
は
、
父
の
罪
で
あ
る
「
杖
一
百
」
の
従
犯
と
し
て
の
罪
、
杖
九
十
の
意
に
解
す
る
よ

り
外
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
前
掲
の
文
は
、
次
の
如
く
訓
ま
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
る
。

　
　
ン
バ
　

ス
ル
ハ
ス
ト
カ
ラ
フ
　
　
　

ハ
　
　
　
ヲ

　
　
有
レ
官
除
名
。
爲
ン
不
レ
鷹
レ
從
故
。
九
十
以
下
不
レ
得
一
其
心
り

　
右
の
意
味
は
、
凡
そ
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
〔
そ
の
子
の
罪
を
父
の
従
犯
と
し
て
杖
九
十
に
処
し
、
且
つ
十
悪
に
入
れ
て
、
〕
官
が
あ
れ
ぽ
除
名
す
る
と
い
う
処
分
は
、
従
う
べ
き

　
　
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
故
、
そ
の
子
を
杖
九
十
に
処
し
云
々
と
い
う
説
は
、
律
の
趣
旨
に
添
わ
な
い
。

　
附
釈
の
文
を
凡
そ
以
上
の
如
く
解
し
得
る
と
し
て
、
次
に
、
そ
れ
に
続
く
古
答
の
文
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
古
答
の
文
は
、
前
述
の
如
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く
上
の
附
釈
の
文
と
関
連
せ
し
め
て
解
釈
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
処
で
、
古
答
の
文
に
見
え
る
戸
婚
律
の
嫁
婆
違
律
条
は
、
大
宝
、

養
老
両
律
共
に
本
文
の
一
部
は
、
逸
文
と
し
て
伝
存
す
る
が
、
疏
文
の
部
分
は
、
全
く
散
伏
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
今
『
唐
律

疏
議
』
の
当
該
条
の
疏
文
を
見
て
行
く
と
、
前
掲
附
釈
の
文
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
得
る
部
分
は
、
本
注
の
「
本
條
構
以
姦
論
者
。
各
從

本
法
。
至
死
老
減
一
等
。
」
に
対
す
る
疏
の
部
分
で
あ
る
。
即
ち
、
次
に
掲
げ
る
通
り
で
あ
る
。

　
　
疏
議
日
。
（
中
略
）
假
令
父
與
其
子
。
婆
子
之
從
母
。
依
雑
律
。
姦
從
母
者
。
流
二
千
里
。
強
者
絞
。
部
父
亦
得
流
二
千
里
。
同
雑

　
　
犯
。
其
子
若
自
犯
。
有
官
者
循
除
名
。
此
名
各
從
本
法
。

　
右
の
文
の
意
は
、
凡
そ
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
仮
え
ば
、
父
が
〔
主
婚
と
し
て
、
〕
我
が
子
を
し
て
、
そ
の
子
の
従
母
を
嬰
ら
し
め
た
と
す
れ
ば
、
雑
律
姦
従
祖
母
姑
条
の
従
母

　
　
を
姦
す
れ
ば
流
二
千
里
、
強
姦
す
れ
ば
絞
罪
に
処
す
る
と
い
う
規
定
に
よ
り
、
父
は
流
二
千
里
の
罪
を
得
る
が
、
〔
父
自
身
が
そ
の

　
　
罪
を
犯
し
た
の
で
は
な
い
か
ら
、
〕
父
の
罪
は
雑
犯
と
な
り
、
〔
十
悪
に
は
入
ら
な
い
。
〕
も
し
、
そ
の
子
が
自
分
自
身
で
従
母
を
婆

　
　
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
〔
従
母
は
子
に
と
っ
て
小
功
親
に
当
る
か
ら
、
十
悪
の
中
の
内
乱
の
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
な
り
、
〕
子
に
官
が
あ

　
　
れ
ば
除
名
す
る
。
こ
れ
を
「
各
本
法
に
従
う
。
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
前
掲
『
唐
律
疏
議
』
の
文
を
右
の
如
く
解
し
得
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
唐
戸
婚
律
嫁
婆
違
律
条
の
疏
の
法
理
は
、
前
掲
附
釈
の
文
と
類
似

す
る
。
即
ち
、
両
者
と
も
に
父
の
一
方
的
な
命
に
よ
っ
て
、
十
悪
相
当
の
罪
を
犯
さ
せ
ら
れ
た
子
の
場
合
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
の
場
合
、
子
を
無
罪
と
し
て
十
悪
の
罪
に
は
な
ら
ぬ
と
し
、
父
も
そ
の
罪
を
自
ら
犯
し
た
場
合
と
同
じ
刑
に
処
せ
ら
れ
る
が
、
そ

の
罪
は
雑
犯
（
＋
悪
、
故
殺
人
、
反
逆
縁
坐
等
以
外
の
罪
）
と
し
て
扱
い
、
十
悪
に
は
入
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
古
答
が
附
釈
の
文
に

続
け
て
「
嫁
婆
違
律
條
疏
意
也
。
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
以
上
の
如
き
理
由
に
ょ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
附

釈
と
古
答
の
文
は
、
や
は
り
養
老
名
例
律
八
虐
条
の
不
孝
の
疏
文
「
若
其
濁
坐
主
婚
。
男
女
部
非
不
孝
。
」
（
父
母
の
喪
中
に
男
女
が
結
婚
し



た
場
合
、
も
し
祖
父
母
父
母
が
主
婚
で
あ
れ
ば
、
主
婚
で
あ
る
祖
父
母
の
み
を
罰
し
、
子
孫
で
あ
る
男
女
は
罪
と
せ
ず
、
従
っ
て
十
悪
の
中
の
不
孝
と
は
し

な
い
と
い
う
意
）
の
注
釈
と
し
て
、
律
集
解
が
引
き
、
そ
れ
を
更
に
名
例
律
勘
物
が
こ
こ
に
引
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
処
で
、
前
掲
の
唐
戸
婚
律
嫁
婆
違
律
条
の
疏
文
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
相
当
す
る
目
本
律
の
疏
文
は
、
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
か
、
又
存

在
し
た
と
し
て
も
、
唐
の
律
疏
の
文
と
は
著
し
く
そ
の
内
容
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
前
述

の
如
く
、
こ
の
唐
の
律
疏
の
文
は
、
父
の
命
に
よ
っ
て
十
悪
に
相
当
す
る
罪
を
犯
し
た
子
の
例
と
し
て
、
具
体
的
に
子
が
従
母
を
婁
っ
た

ケ
ー
ス
を
挙
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
唐
に
あ
っ
て
は
、
従
母
は
子
に
と
っ
て
小
功
親
に
当
る
か
ら
、
従
母
を
婆
れ
ば
、
そ
れ
は
十
悪
の

中
の
内
乱
、
即
ち
「
姦
小
功
以
上
親
。
父
祀
妾
及
與
和
者
。
」
な
る
規
定
の
小
功
親
と
与
和
せ
る
者
に
該
当
す
る
。
し
か
る
に
、
養
老
律

の
八
虐
は
、
唐
の
内
乱
の
中
の
「
姦
父
組
妾
」
の
み
を
不
孝
の
中
に
入
れ
て
、
他
の
親
族
と
の
姦
罪
は
、
八
虐
に
は
入
れ
て
い
な
い
。
従

っ
て
、
も
し
大
宝
律
八
虐
条
の
内
容
が
養
老
律
同
条
の
そ
れ
と
等
し
か
っ
た
と
す
れ
ぽ
、
父
が
子
を
し
て
そ
の
親
族
中
の
誰
か
と
結
婚
せ

し
め
た
場
合
、
た
と
い
そ
れ
が
姦
罪
と
は
な
り
得
て
も
、
八
虐
に
該
当
す
る
恐
れ
は
全
く
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
即
ち
、
前
掲
の
唐
戸

婚
律
嫁
婁
違
律
条
の
疏
の
内
容
は
、
日
本
律
で
は
当
初
か
ら
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
右
の
古
答
の
「
嫁
嬰
違

條
疏
意
也
。
」
の
「
疏
」
は
、
大
宝
戸
婚
律
嫁
婆
違
律
条
の
疏
文
を
さ
す
も
の
で
は
な
く
、
唐
の
律
疏
を
意
味
す
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を

　
　
（
6
）

得
な
い
。

　
さ
て
、
古
記
・
古
答
の
引
く
「
律
疏
」
で
は
な
い
が
、
こ
こ
に
も
う
一
つ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
次
に
掲
げ
る
令
釈
の
引
く

「
一
云
」
中
に
見
え
る
「
律
疏
」
で
あ
る
。

　
　
繹
云
。
（
中
略
）
一
云
。
検
本
令
。
使
事
未
畢
之
間
。
便
納
所
在
官
司
。
所
以
律
疏
云
。
輸
納
所
到
司
者
。
若
不
輸
納
有
稽
留
者
科

　
　
罪
。
今
検
此
令
元
既
此
文
。
則
知
。
使
事
未
畢
之
間
者
。
使
費
耳
。
（
公
式
令
集
解
・
給
駅
伝
馬
条
、
八
五
五
頁
）

　
右
の
「
一
云
」
の
文
は
、
公
式
令
給
駅
伝
馬
条
の
「
其
騨
鈴
傳
符
。
還
到
二
日
之
内
迭
納
。
」
な
る
文
に
対
す
る
注
釈
で
あ
る
。
こ
の

6



考疏

文
の
意
味
は
、
唐
令
で
は
、
「
使
事
未
畢
之
間
。
便
納
所
在
官
司
。
」
な
る
文
が
あ
っ
て
、
使
人
が
ま
だ
公
用
の
す
ま
な
い
間
は
、
伝
符
は

暫
ら
く
使
人
の
使
い
し
た
官
司
に
納
め
て
お
く
よ
う
に
規
定
す
る
が
、
我
が
令
で
は
、
こ
の
文
を
削
除
し
た
結
果
、
使
人
が
ま
だ
公
用
の

す
ま
な
い
間
は
、
駅
鈴
伝
符
は
自
分
自
身
で
所
持
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
右
の

「
律
疏
云
。
輸
納
所
到
司
。
若
不
輸
納
有
稽
留
者
科
罪
。
」
な
る
文
は
、
唐
の
使
人
が
伝
符
を
所
在
の
官
司
に
納
め
な
か
っ
た
場
合
、
処
罰

を
う
け
る
こ
と
を
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
唐
職
制
律
用
符
節
事
詑
条
の
疏
文
、
即
ち
、

　
　
其
傳
符
通
用
紙
作
。
乗
騨
使
人
所
至
之
庭
。
事
難
未
訪
。
且
納
所
司
。
事
了
欲
還
。
然
後
更
請
。
至
門
下
迭
輸
。
既
無
限
日
。
行
至

　
　
師
納
。
違
日
者
。
既
非
銅
魚
之
符
。
不
可
依
此
科
断
。
自
依
紙
券
。
加
官
文
書
稽
罪
一
等
。

の
取
意
文
で
あ
る
。
以
上
述
べ
た
「
一
云
」
の
文
意
、
及
び
唐
職
制
律
用
符
節
事
詑
条
に
相
当
す
る
養
老
職
制
律
関
契
事
誌
応
輸
納
条
に

全
く
疏
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
右
の
「
一
云
」
中
の
「
律
疏
」
が
唐
の
律
疏
を
さ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
殆
ど
疑
い
を
い
れ
な
い

　
　
　
（
7
）

で
あ
ろ
う
。

　
以
上
述
べ
た
処
か
ら
、
『
令
集
解
』
及
び
名
例
律
勘
物
等
に
引
用
さ
れ
た
我
が
明
法
家
の
私
記
に
見
え
る
「
律
疏
」
「
疏
」
の
中
、
右
に

挙
げ
た
古
記
、
古
答
、
及
び
令
釈
所
引
の
「
一
云
」
に
見
え
る
そ
れ
ら
は
、
何
れ
も
唐
の
律
疏
で
あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
明
か
に
な
っ
た
。
古

記
と
古
答
と
は
同
系
統
の
注
釈
書
と
考
え
て
よ
い
が
、
令
釈
所
引
の
「
一
云
」
も
、
令
釈
成
立
以
前
の
注
釈
書
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い

か
ら
、
或
い
は
古
記
、
古
答
に
近
い
系
統
の
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
り
と
す
れ
ば
、
極
め
て
僅
か
な
例
で
は
あ
る
が
、
古
記

系
統
の
注
釈
書
に
引
か
れ
る
「
律
疏
」
「
疏
」
の
内
容
は
、
日
本
律
の
疏
文
に
相
当
す
る
部
分
を
さ
す
も
の
で
は
な
く
、
何
れ
も
唐
の
律

疏
（
恐
ら
く
永
徽
律
疏
）
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

7律
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二
　
令
釈
に
見
え
る
律
疏

　
次
に
令
釈
に
見
え
る
律
疏
で
あ
る
が
、
『
令
集
解
』
に
は
、
四
個
所
に
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
律
疏
が
日
本
律
の
疏
文
の
部

分
を
意
味
す
る
も
の
か
、
又
、
唐
の
律
疏
を
指
し
て
の
呼
称
な
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

　
そ
の
第
一
は
、
令
釈
所
引
の
「
一
云
」
の
文
中
に
見
え
る
律
疏
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
章
に
お
い
て
述
べ
た
通
り
で

あ
る
。

　
そ
の
第
二
は
、
次
に
掲
げ
る
宮
衛
令
集
解
・
宮
閤
門
条
（
六
七
四
頁
）
に
「
衛
禁
疏
」
と
見
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
繹
云
。
之
類
。
謂
請
假
病
患
等
也
。
見
衛
禁
疏
也
。

　
右
の
「
衛
禁
疏
」
は
、
す
で
に
養
老
衛
禁
律
の
応
出
宮
内
門
籍
已
除
条
の
逸
文
と
し
て
復
原
に
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
や
は
り

唐
の
律
疏
で
あ
る
。
即
ち
、
令
釈
が
「
之
類
」
を
「
請
假
病
患
等
也
」
と
解
し
た
の
は
、
唐
衛
禁
律
応
出
宮
殿
藪
留
条
の
疏
文
、

　
　
鷹
出
宮
殿
。
謂
改
任
・
行
使
・
假
患
・
番
下
・
事
故
等
。
依
令
。
門
籍
當
日
部
除
。

の
、
特
に
「
假
患
・
番
下
・
事
故
等
」
の
部
分
か
ら
な
せ
る
注
釈
で
あ
る
。
右
文
の
「
依
令
」
と
は
宮
衛
令
で
あ
る
が
、
唐
令
は
す
で
に

亡
伏
し
て
伝
わ
ら
ず
、
仁
井
田
陞
氏
の
『
唐
令
拾
遺
』
（
三
五
九
頁
）
も
、
こ
の
疏
文
を
復
原
の
典
拠
と
し
て
い
る
。
処
で
、
養
老
宮
衛
令

宮
閤
門
条
は
、
次
に
掲
げ
る
通
り
で
あ
る
。

　
　
凡
鷹
入
宮
閤
門
者
。
本
司
具
注
官
位
姓
名
。
途
中
務
省
付
衛
府
。
各
從
便
門
著
籍
。
（
中
略
）
若
改
任
行
使
之
類
者
。
本
司
當
日
牒
省

　
　
除
籍
。
（
下
略
）

　
右
の
養
老
令
は
、
唐
令
の
令
文
と
推
定
さ
れ
る
「
改
任
行
使
假
患
番
下
事
故
等
」
を
簡
略
化
し
て
、
こ
れ
を
「
改
任
行
使
之
類
」
と
し

た
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
「
之
類
」
を
具
体
的
に
解
釈
す
る
必
要
が
生
じ
、
令
釈
は
そ
の
解
釈
を
唐
衛
禁
律
の
疏
文
に
求
め
、
「
請



9律疏考
假
病
患
等
」
と
い
う
事
例
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
養
老
衛
禁
律
応
出
宮
内
門
籍
已
除
条
の
真
の
逸
文
は
、
『
政
事
要
略
』
巻
八
四
（
国
史
大
系
本
六
八
三
頁
）
に
見
え
る
の
で
あ
っ
て
、
当
該

部
分
は
、
左
に
掲
げ
る
通
り
で
あ
る
。

　
　
衛
禁
律
云
。
鷹
出
宮
内
而
門
籍
已
除
。
（
中
略
）
各
閾
入
論
。
雄
酬
噛
依
令
除
者
・
使

　
右
の
「
使
之
類
」
は
、
前
掲
養
老
宮
衛
令
の
文
に
一
致
す
る
。
も
し
、
『
政
事
要
略
』
所
引
の
逸
文
を
正
確
な
引
用
文
で
は
な
い
と
し
、

し
か
も
令
釈
の
「
衛
禁
疏
」
を
我
が
養
老
律
の
疏
文
に
解
し
て
、
養
老
衛
禁
律
当
該
条
の
疏
文
を
「
慮
出
宮
内
者
。
謂
（
三
字
拠
唐
律
補
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4

改
任
行
使
仮
患
等
。
依
令
。
門
籍
当
日
即
除
。
」
と
復
原
す
る
な
ら
ぽ
、
こ
れ
は
正
し
く
な
い
。
『
政
事
要
略
』
の
空
画
部
分
に
「
内
者
謂

改
任
行
」
の
六
字
を
補
う
べ
し
と
す
る
「
律
逸
文
」
（
国
史
大
系
『
律
』
所
収
一
〇
九
頁
）
の
復
原
を
む
し
ろ
是
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
宮
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

令
に
は
「
改
任
行
使
之
類
」
と
あ
る
の
に
、
律
文
が
こ
の
令
文
を
引
用
す
る
に
際
し
て
、
「
之
類
」
を
わ
ざ
わ
ざ
「
假
患
等
」
に
改
め
る

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
養
老
律
が
令
文
を
引
用
す
る
こ
と
は
頻
繁
に
見
ら
れ
る
処
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
日
本
令
が
唐
令
を
変
更
し
て

い
れ
ば
、
律
文
中
の
令
文
も
変
更
さ
れ
た
日
本
令
を
引
く
の
が
常
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
又
、
令
釈
の
律
文
引
用
法
の
面
か
ら
検
討
し
て

も
、
右
の
「
衛
禁
疏
」
は
、
唐
の
律
疏
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
令
釈
が
「
見
－
也
」
と
し
て
目
本
律
の
疏
文
相
当
の
部
分
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

引
用
す
る
場
合
に
は
、
例
え
ば
、
「
見
衛
禁
律
也
」
、
「
見
職
制
律
也
」
、
「
見
捕
亡
律
」
と
い
う
よ
う
に
「
見
ー
律
也
」
と
し
、
「
見
－

疏
也
」
と
い
う
こ
と
は
他
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
そ
の
例
を
掲
げ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
ω
繹
云
。
宿
衛
。
謂
兵
衛
及
内
舎
人
也
。
見
衛
禁
律
也
。
（
宮
衛
令
集
解
．
宿
衛
近
侍
条
、
六
九
七
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
②
繹
云
。
（
中
略
）
印
者
長
官
掌
之
。
若
長
官
元
者
。
次
官
掌
也
。
見
職
制
律
也
。
（
職
員
令
集
解
・
太
政
官
条
、
四
八
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
③
繹
云
。
邊
要
。
謂
居
邊
爲
要
耳
。
假
如
。
萱
岐
封
馬
之
類
。
見
捕
亡
律
。
（
仮
寧
令
集
解
・
官
人
遠
任
条
、
九
五
一
頁
）

　
①
の
「
衛
禁
律
」
は
同
律
宿
衛
条
、
②
の
「
職
制
律
」
は
同
律
在
外
長
官
使
人
有
犯
条
。
③
の
「
捕
亡
律
」
は
同
律
在
官
無
故
亡
条
の
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（
9
）

夫
々
の
疏
文
を
指
し
、
し
か
も
何
れ
も
日
本
律
の
疏
文
で
あ
っ
て
、
唐
律
の
疏
文
で
は
な
い
。

　
第
三
の
唐
律
疏
は
、
令
釈
が
「
疏
文
」
と
称
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
令
釈
は
、
左
に
掲
げ
る
よ
う
に
、
公
式
令
論
奏
式
条
の
令
文

「
断
流
罪
以
上
及
除
名
」
に
対
す
る
注
釈
で
あ
る
が
、
こ
れ
又
難
解
の
文
で
あ
る
。

　
　
繹
云
。
流
罪
以
上
及
除
名
。
謂
律
令
之
内
錐
有
文
。
而
此
可
論
事
耳
。
假
令
。
獄
令
云
。
錐
非
六
議
。
而
本
罪
鷹
奏
。
塵
断
有
疑
。

　
　
及
経
断
不
伏
者
。
衆
議
量
定
。
又
六
議
人
等
。
犯
死
罪
可
議
論
事
是
也
。
但
獄
令
云
。
刑
部
及
國
司
断
流
以
上
及
除
冤
官
當
者
。
連

　
　
篤
案
。
申
太
政
官
。
此
是
難
流
以
上
。
而
非
可
議
論
故
。
可
依
下
奏
事
式
。
但
名
例
律
云
。
流
人
経
奏
豊
者
。
是
令
取
疏
文
耳
。
何

　
　
者
。
唐
令
。
官
當
以
上
皆
奏
書
故
。
其
免
官
以
下
。
錐
衆
議
量
定
。
止
依
奏
事
式
耳
。
（
公
式
令
集
解
・
論
奏
式
条
、
七
八
九
頁
）

　
跡
記
も
亦
、
令
釈
の
説
を
う
け
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
跡
云
。
（
中
略
）
名
例
云
。
流
死
奏
豊
訪
會
恩
者
。
同
免
例
者
。
依
疏
文
耳
。
（
公
式
令
集
解
・
論
奏
式
条
、
七
八
九
頁
）

　
右
の
令
釈
及
び
跡
記
に
い
う
「
名
例
律
」
「
名
例
」
と
は
、
養
老
名
例
律
以
触
入
罪
条
の
疏
文
の
こ
と
で
あ
る
。
令
釈
の
文
を
解
釈
す

る
前
に
、
唐
の
以
触
入
罪
条
の
関
連
個
所
を
左
に
掲
げ
よ
う
。

　
　
已
費
用
者
。
死
及
配
流
勿
徴
。
（
本
注
略
）

　
　
　
疏
議
日
。
因
賊
断
死
。
及
以
賊
配
流
。
得
罪
既
重
。
多
破
家
業
。
賊
已
費
用
。
誇
其
流
死
。
其
賊
不
徴
。
若
未
経
奏
書
。
會
赦
菟

　
　
　
流
死
者
。
徴
賊
如
法
。
書
詑
會
恩
。
印
同
菟
例
。

　
滋
賀
秀
三
氏
の
訳
註
に
よ
れ
ば
、
右
の
条
文
は
、
財
貨
の
不
正
な
授
受
・
奪
取
を
構
成
要
件
と
す
る
犯
罪
に
お
い
て
、
そ
の
財
貨
が
す

で
に
消
費
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
、
犯
人
が
死
刑
、
又
は
流
刑
に
処
断
さ
れ
た
な
ら
ば
、
賊
の
取
立
て
は
行
わ
な
い
こ
と
を
規
定
し
た
も

の
で
あ
り
、
右
の
疏
文
の
「
若
未
脛
奏
豊
」
以
下
は
、
「
も
し
い
ま
だ
奏
書
（
上
奏
裁
可
）
を
経
な
い
う
ち
に
、
赦
に
あ
つ
て
流
刑
死
刑
を

冤
ぜ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
賊
は
規
定
ど
お
り
こ
れ
を
取
立
て
る
。
皇
帝
渉
〔
流
・
死
の
剣
決
を
〕
裁
可
し
お
わ
っ
た
後
に
、
恩
赦
を
う
け
た
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（
1
0
）

の
で
あ
れ
ば
、
取
立
菟
除
の
扱
い
に
入
れ
る
。
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
而
し
て
、
唐
に
お
い
て
は
、
流
以
上
の
刑
を
科
す
判
決
は
、
奏
抄

又
は
発
日
勅
に
よ
っ
て
下
さ
れ
、
そ
の
何
れ
も
皇
帝
親
筆
の
裁
可
の
サ
イ
ソ
を
必
要
と
す
る
。
右
の
疏
文
に
「
未
経
奏
豊
」
と
か
「
書
詑
」

と
か
あ
る
の
は
、
裁
可
の
サ
イ
ン
が
終
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
発
目
勅
は
、
議
請
す
べ
き
者
の
死
罪
を
断
ず
る
と
き
に
用

い
ら
れ
、
皇
帝
は
親
筆
で
「
可
」
と
書
す
る
。
奏
抄
は
、
こ
れ
以
外
の
流
罪
以
上
の
罪
、
及
び
除
免
官
当
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
、
皇
帝
は

親
筆
で
「
聞
」
と
書
す
る
。
こ
の
よ
う
に
唐
で
は
、
流
以
上
の
刑
を
科
す
判
決
の
す
べ
て
に
皇
帝
親
筆
の
裁
可
を
必
要
と
し
た
の
で
あ

（
1
1
）

る
。　

処
で
、
日
本
で
も
唐
制
に
同
じ
く
、
流
以
上
の
刑
を
科
す
判
決
の
す
べ
て
に
天
皇
親
筆
の
裁
可
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
天
皇

が
親
筆
で
「
聞
」
と
書
し
て
裁
可
を
下
す
の
は
論
奏
で
あ
る
。
養
老
公
式
令
の
論
奏
す
べ
き
「
大
祭
祀
」
以
下
の
九
事
項
は
、
唐
の
発
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

勅
と
奏
抄
式
と
を
統
合
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
論
奏
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
判
決
の
範
囲
は
、
唐
の
そ
れ
よ
り

も
狭
い
。
即
ち
、
奏
妻
を
要
す
る
判
決
は
、
「
流
罪
以
上
及
除
名
」
だ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
免
官
・
免
所
居
官
・
官
当
は
論
奏
に
よ
ら

な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
流
罪
以
上
の
判
決
に
も
、
論
奏
に
よ
る
天
皇
の
裁
可
を
必
要
と
し
な
い
場
合
が
あ
っ
た
。
前
掲
令
釈
の
文
に
よ
れ

ば
、
そ
れ
は
獄
令
郡
決
条
に
、
「
刑
部
省
及
諸
國
。
断
流
以
上
若
除
冤
官
當
者
。
皆
連
爲
案
。
申
太
政
官
。
」
と
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
場
合
は
奏
事
式
に
よ
る
。
奏
事
式
は
、
天
皇
親
筆
に
よ
る
裁
可
で
は
な
い
か
ら
、
奏
垂
を
必
要
と
し
な
い
。
一
方
、
論
奏
す
べ

ぎ
流
罪
以
上
の
判
決
と
は
、
や
は
り
令
釈
の
文
に
よ
れ
ば
、
名
例
律
議
条
、
請
条
に
規
定
す
る
死
罪
、
及
び
獄
令
犯
罪
応
入
条
に
「
錐
非

六
議
。
但
本
罪
鷹
奏
。
慮
断
有
疑
。
及
経
断
不
伏
者
。
亦
衆
議
量
定
。
」
と
規
定
す
る
も
の
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
養
老
令
で
は
、

流
刑
、
死
刑
の
判
決
を
下
す
手
続
に
論
奏
式
と
奏
事
式
の
二
通
り
の
方
法
が
あ
っ
て
、
唐
制
と
は
大
幅
に
異
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上

の
点
を
念
頭
に
お
い
て
、
傍
線
分
を
除
い
て
、
前
掲
令
釈
の
文
を
解
釈
す
れ
ば
、
凡
そ
そ
の
大
意
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
公
式
令
論
奏
式
条
で
「
流
罪
以
上
及
除
名
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
律
令
の
中
に
は
、
そ
れ
に
関
す
る
条
文
が
色
々
あ
る
が
、
こ
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こ
で
は
論
奏
す
べ
き
も
の
を
い
う
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
獄
令
犯
罪
応
入
条
や
名
例
律
議
条
、
請
条
等
の
場
合
を
指
す
も
の
で
あ

　
　
る
。
但
し
、
獄
令
郡
決
条
に
「
流
以
上
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
太
政
官
に
お
い
て
議
論
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
か
ら
、
下
条
の
奏
事

　
　
式
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。
（
傍
線
部
省
略
）
免
官
以
下
は
、
太
政
官
の
衆
議
に
よ
り
決
定
す
る
が
、
〔
論
奏
式
条
の
本
文
に
「
除
名
」
と

　
　
あ
る
か
ら
、
〕
こ
れ
ら
は
奏
事
式
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
た
だ
問
題
の
傍
線
部
分
、
「
但
名
例
律
云
。
流
人
経
奏
書
者
。
是
令
取
疏
文
耳
。
何
者
。
唐
令
。
官
當
以
上
皆
奏
書
故
。
」
は
難
解
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
ル
　
ラ
　
　
　
　
ヲ

っ
て
、
殊
に
右
文
の
「
令
」
は
、
律
令
の
「
令
」
に
解
し
て
は
、
よ
く
意
味
が
通
ら
な
い
。
或
い
は
「
是
令
レ
取
一
一
疏
文
一
耳
。
」
と
で
も
訓

む
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
前
掲
跡
記
の
「
名
例
云
。
流
死
奏
壼
曇
泌
會
恩
者
。
同
冤
例
者
。
依
疏
文
耳
。
」
の
文
も
、
右
の
令
釈
の
文
と
同
一
の

意
味
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
文
に
「
令
」
字
の
な
い
処
か
ら
す
れ
ば
、
令
釈
の
文
の
「
令
」
字
は
、
衛
字
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
次
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
力
）

令
釈
の
文
の
「
唐
令
。
官
當
以
上
。
」
と
は
、
具
体
的
に
は
唐
令
の
「
祭
祀
。
支
度
國
用
。
授
六
品
以
下
官
。
断
流
已
下
罪
。
及
除
菟
官

　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

當
者
。
並
爲
奏
抄
。
」
を
さ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
前
掲
令
釈
の
傍
線
部
分
は
、
一
応
、
次
の
如
く
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
但
し
、
養
老
の
名
例
律
以
賊
入
罪
条
で
「
流
人
経
奏
豊
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
唐
の
律
疏
の
文
を
〔
不
用
意
に
〕
そ
の
ま

　
　
ま
我
が
律
文
に
も
ち
来
っ
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
唐
令
で
は
、
流
罪
以
上
の
罪
に
は
す
べ
て
奏
書
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
こ
の
疏

　
　
文
の
ま
ま
で
よ
い
の
で
あ
る
。
〔
し
か
し
、
我
が
令
で
は
、
獄
令
郡
決
条
の
「
流
以
上
」
の
判
決
に
は
、
奏
書
を
必
要
と
し
な
い
か

　
　
ら
、
こ
の
名
例
律
の
文
は
、
令
の
文
と
整
合
し
な
い
。
〕

　
右
の
令
釈
及
び
跡
記
の
い
う
「
疏
文
」
を
日
本
律
の
疏
文
に
解
し
て
は
、
ど
う
も
意
味
が
よ
く
通
じ
な
い
。
前
掲
令
釈
の
文
で
は
、

「
疏
文
」
に
続
け
て
、
「
何
者
。
唐
令
云
々
」
と
あ
る
か
ら
、
や
は
り
文
脈
上
も
、
こ
の
「
疏
文
」
を
唐
の
律
疏
の
文
に
解
し
た
方
が
自
然

で
あ
ろ
う
。

　
令
釈
に
は
、
も
う
一
つ
次
の
よ
う
な
「
名
例
疏
」
が
見
え
る
。
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繹
云
。
闘
殺
人
者
。
非
本
犯
除
名
。
何
者
爲
名
例
疏
目
雑
犯
死
罪
非
除
名
之
色
。
（
獄
令
集
解
．
六
載
条
逸
文
、
二
二
頁
）

　
右
の
令
釈
は
、
獄
令
六
載
条
の
注
文
「
移
人
。
謂
本
犯
除
名
者
。
」
を
注
釈
し
た
文
で
あ
る
。
獄
令
六
載
条
の
文
は
、
次
に
掲
げ
る
通

り
で
あ
る
。

　
　
凡
流
移
人
。
盤
鰍
創
舗
陳
　
至
配
所
六
載
以
後
聴
仕
。

又
、
右
の
注
文
に
対
す
る
義
解
は
、
次
に
掲
げ
る
通
り
で
あ
る
。

　
　
謂
。
依
律
。
故
殺
人
獄
成
者
。
錐
會
赦
猫
除
名
。
是
爲
本
犯
除
名
。
其
闘
殺
除
名
訪
。
會
赦
移
郷
者
。
亦
准
此
法
也
。

　
右
の
義
解
の
文
中
の
「
律
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
養
老
名
例
律
除
名
条
を
さ
す
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

　
　
凡
犯
八
虐
故
殺
人
反
逆
縁
坐
。
本
慮
縁
坐
。
老
疾
菟
者
亦
同
。
獄
成
者
。
難
會
赦
。
猶
除
名
。
獄
成
。
謂
賊
状
露
顯
。
及
省
断
詑
未
奏
者
。
（
中
略
）

　
　
其
雑
犯
死
罪
。
師
在
禁
身
死
。
若
冤
死
別
配
。
及
背
死
逃
亡
者
。
並
除
名
。
皆
。
謂
本
犯
合
死
。
而
獄
成
者
。
會
降
者
。
聴
從
當
瞭
法
。

　
さ
て
、
義
解
の
文
を
参
照
し
つ
つ
、
前
掲
令
釈
の
文
を
解
釈
す
れ
ば
、
そ
の
意
味
は
、
凡
そ
次
の
如
く
な
ろ
う
。

　
　
　
〔
獄
令
六
載
条
の
注
文
の
「
本
犯
除
名
」
と
い
う
の
は
、
律
に
よ
れ
ば
、
故
殺
人
等
の
赦
に
会
っ
て
も
、
な
お
除
名
さ
れ
る
も
の

　
　
を
い
う
。
〕
而
し
て
、
闘
殺
人
は
「
本
犯
除
名
」
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
「
名
例
疏
」
に
雑
犯
の
死
罪
は
、
〔
赦
に
会
え
ば
〕
除

　
　
名
に
は
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
処
で
、
目
唐
の
名
例
律
を
検
す
る
に
、
「
雑
犯
死
罪
非
除
名
之
色
」
と
い
う
疏
文
は
、
こ
れ
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
従
っ
て
、

右
の
「
名
例
疏
」
は
、
何
ら
か
の
注
釈
書
の
文
と
取
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
唐
代
資
料
に
引
用
さ
れ
た
律
又

は
律
疏
の
文
に
は
、
原
文
を
忠
実
に
引
用
せ
ず
に
、
そ
れ
を
大
幅
に
改
変
し
た
取
意
文
が
か
な
り
存
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ぽ
、
右
の
「
名

例
疏
」
は
、
や
は
り
名
例
律
除
名
条
の
疏
文
を
熟
読
し
た
上
で
の
、
そ
の
取
意
文
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
又
、
令
釈
の
他
の
三

例
が
何
れ
も
唐
の
律
疏
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
こ
の
「
名
例
疏
」
も
亦
、
唐
の
律
疏
の
取
意
文
で
あ
る
と
考
え



14

ら
れ
な
く
も
な
い
。
た
だ
名
例
律
除
名
条
は
、
日
唐
間
に
規
定
の
内
容
に
関
し
て
相
違
が
な
い
か
ら
、
令
釈
が
唐
の
律
疏
を
こ
こ
に
引
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
稀
薄
で
あ
る
。
或
い
は
、
令
釈
が
自
己
の
解
釈
を
正
当
化
す
る
為
に
、
日
本
律
の
疏
文
よ
り
も
、
当
時
権

威
の
あ
っ
た
唐
の
律
疏
を
わ
ざ
わ
ざ
こ
こ
に
引
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
以
上
、
令
釈
に
見
え
る
四
例
の
「
律
疏
」
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
唐
律
疏
で
あ
る
証
拠
も
な
け
れ
ば
、
又

日
本
律
の
疏
文
で
あ
る
証
拠
も
な
い
最
後
の
一
例
を
除
い
て
、
他
の
三
例
は
、
何
れ
も
唐
律
疏
で
あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
明
か
に
な
っ
た
こ
と

と
思
う
。
従
っ
て
、
令
釈
は
概
し
て
日
本
律
の
疏
文
と
唐
律
疏
と
を
意
識
的
に
区
別
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
点
、
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
補
論
一
）

釈
は
前
述
の
古
記
・
古
答
の
律
文
引
用
法
を
踏
襲
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

三
　
穴
記
そ
の
他
に
見
え
る
律
疏

　
次
に
穴
記
に
見
え
る
「
律
疏
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
穴
記
に
は
、
「
疏
」
「
律
疏
」
が
六
例
ほ
ど
存
在
す
る
。
そ
の
第
一
は
、
次
に

掲
げ
る
通
り
で
あ
る
。

　
　
穴
云
。
（
中
略
）
間
。
縁
坐
没
官
日
。
妻
妾
弄
放
何
。
答
。
可
勘
賊
盗
律
疏
也
。
（
戸
令
集
解
・
官
奴
碑
条
、
三
三
六
頁
）

　
又
、
同
条
に
見
え
る
朱
記
は
、
右
の
穴
記
を
次
の
如
く
引
用
し
て
い
る
。

　
　
朱
云
。
問
。
夫
被
没
官
者
。
妻
何
。
貞
不
決
。
穴
云
。
可
離
也
。
可
見
賊
盗
律
疏
者
。
未
明
。
（
戸
令
集
解
・
官
奴
碑
条
、
三
三
六
頁
）

　
養
老
律
は
、
賊
盗
律
造
畜
条
を
除
い
て
、
婦
人
に
縁
坐
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
。
縁
坐
で
没
官
さ
れ
る
の
は
、
謀
反
大
逆
人
の
父
子
だ

け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
右
の
父
子
が
没
官
さ
れ
る
時
、
そ
の
妻
妾
を
棄
放
し
て
よ
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
疑
問
が
生
ず
る
。
養
老
獄
令
流

人
科
断
条
は
、
流
人
と
移
郷
人
と
は
、
そ
の
妻
妾
を
棄
放
し
て
配
所
に
赴
く
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
が
、
没
官
さ
れ
た
夫
が
そ
の
妻
妾
を
棄

放
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
養
老
律
令
は
何
も
言
及
し
て
い
な
い
。
前
掲
穴
記
の
問
答
は
、
そ
の
辺
の
所
を
間
題
に
し
て
い
る
の
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で
あ
ろ
う
。
処
で
、
唐
の
賊
盗
律
謀
反
大
逆
条
に
は
、
次
の
如
き
問
答
が
見
え
る
。

　
　
問
日
。
反
逆
人
。
鷹
縁
坐
其
妻
妾
。
擦
本
法
。
難
會
赦
。
猫
離
之
正
之
。
其
縫
養
子
孫
。
依
本
法
。
難
會
赦
合
正
之
。
準
離
之
正

　
　
之
。
部
不
在
縁
坐
之
限
。
反
逆
事
彰
之
後
。
始
訴
離
之
正
之
。
如
此
之
類
。
並
合
放
冤
以
否
。

　
　
答
日
。
刑
法
愼
於
開
塞
。
一
律
不
可
爾
科
。
執
憲
履
縄
。
務
從
折
中
。
違
法
之
輩
。
已
泪
朝
章
。
錐
経
大
恩
。
法
須
離
正
。
離
正
之

　
　
色
。
部
是
凡
人
。
離
正
不
可
爲
親
。
須
從
本
宗
縁
坐
。

　
右
の
「
問
」
の
大
意
は
、
「
謀
反
大
逆
人
の
縁
坐
と
す
べ
き
妻
妾
が
『
違
律
爲
婚
』
な
ら
ば
、
戸
婚
律
違
律
爲
婚
離
正
條
を
適
用
し
、

赦
に
會
っ
て
も
離
婚
せ
し
め
る
。
叉
、
同
じ
く
縁
坐
と
す
べ
き
縫
養
子
孫
が
『
違
法
養
子
』
な
ら
ば
、
名
例
律
會
赦
改
正
徴
牧
條
を
適
用

し
、
赦
に
會
っ
て
も
養
子
を
解
く
。
從
っ
て
、
こ
れ
ら
の
妻
妾
・
縫
養
子
孫
に
は
縁
坐
が
及
ば
な
い
が
、
謀
反
大
逆
罪
が
嚢
寛
し
た
後
に

始
め
て
、
反
逆
人
が
違
法
の
妻
妾
・
縫
養
子
孫
の
『
離
正
』
を
訴
え
た
な
ら
ぽ
、
こ
れ
ら
の
人
々
を
縁
坐
せ
ず
に
放
免
す
べ
き
で
あ
ろ
う

か
。
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
右
の
「
答
」
の
大
意
は
、
「
律
に
矛
盾
す
る
慮
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
違
法
の
妻
妾
・
縫
養
子
孫
は
、

恩
赦
を
経
て
も
な
お
、
法
は
離
正
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
妻
妾
・
縫
養
子
孫
は
、
離
正
さ
れ
れ
ば
凡
人
で
あ
り
、
親
驕

た
り
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
本
宗
の
縁
坐
に
從
う
べ
き
で
あ
り
、
反
逆
人
の
縁
坐
と
は
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
唐
賊
盗
律
謀
反
大
逆
条
に
お
い
て
は
、
婦
人
に
も
没
官
な
る
縁
坐
刑
が
科
さ
れ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
如
く
日
本
で
は
婦
人
の
縁
坐
刑

は
な
い
か
ら
、
養
老
賊
盗
律
同
条
は
、
右
の
問
答
中
の
妻
妾
に
関
す
る
部
分
を
削
除
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
穴
記
は
、
妻
妾
の
棄
放
に
関

し
て
は
、
唐
の
「
賊
盗
律
疏
」
を
勘
案
せ
よ
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
唐
賊
盗
律
の
問
答
を
仔
細
に
検
討
す
る
な
ら
ば
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

の
意
味
す
る
所
が
穴
記
の
い
う
所
と
一
致
し
な
い
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
唐
賊
盗
律
の
問
答
は
、
縁
坐
で
没
官
さ
れ
る
妻
妾
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
へ
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

て
説
い
て
い
る
の
に
対
し
、
一
方
、
穴
記
は
、
縁
坐
で
没
官
さ
れ
る
父
子
の
妻
妾
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
唐
賊
盗
律
の
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

答
か
ら
は
、
穴
記
の
質
問
に
対
す
る
正
確
な
解
答
は
出
て
来
な
い
筈
で
あ
る
。
朱
記
が
「
可
見
賊
盗
律
疏
。
未
明
。
」
と
い
っ
て
い
る
の
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は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
掲
穴
記
の
「
賊
盗
律
疏
」
は
、
や
は
り
唐
賊
盗
律
謀
反
大
逆
条
の
前
掲
問
答
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
確

か
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
前
述
の
如
く
、
没
官
者
の
妻
妾
に
関
し
て
養
老
の
賊
盗
律
に
は
何
の
規
定
も
な
く
、
一
方
、
唐
律
に
お
い

て
も
、
縁
坐
と
没
官
と
妻
妾
の
棄
放
の
三
者
に
関
連
し
て
述
べ
た
個
所
は
、
前
掲
の
問
答
だ
け
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
穴
記
に
見
え
る
「
律
疏
」
の
第
二
は
、
考
課
令
集
解
・
官
人
犯
罪
条
（
六
三
三
頁
）
の
問
答
と
「
私
案
」
と
の
間
に
挿
入
さ
れ
て
い
る

「
師
云
」
に
存
す
る
。
次
に
そ
の
史
料
を
掲
げ
よ
う
。

　
　
穴
云
。
（
中
略
）
問
。
徒
以
上
。
未
知
。
牛
年
徒
何
。
答
。
勘
會
諸
條
決
耳
。

　
こ
の
間
答
に
続
い
て
細
字
双
行
の
割
注
で
、
次
の
如
ぎ
文
が
見
え
る
。

　
　
師
云
。
猫
准
杖
罪
法
。
從
放
冤
之
。
但
律
疏
。
有
以
盗
牛
年
不
合
蹟
配
役
文
耳
。

　
右
の
「
師
云
」
の
文
は
、
穴
記
の
「
牛
年
徒
」
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
そ
の
結
論
を
具
体
的
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
処
で
、
「
師
云
」

中
の
「
杖
罪
法
」
と
は
、
養
老
名
例
律
犯
徒
応
役
条
の

　
　
凡
犯
徒
鷹
役
。
而
家
無
兼
丁
者
。
（
本
注
略
）
徒
一
年
。
加
杖
一
百
廿
。
不
居
作
。
一
等
加
廿
。

を
指
す
も
の
で
あ
り
、
恐
ら
く
徒
半
年
分
（
徒
一
年
で
加
杖
一
百
二
＋
で
あ
る
か
ら
、
徒
半
年
で
は
杖
六
十
か
）
を
決
杖
し
た
後
、
放
免
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
後
段
の
「
但
律
疏
。
有
以
盗
孚
年
不
合
瞭
配
役
文
耳
。
」
は
、
こ
れ
を
唐
律
で
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
、
盗
罪

を
犯
し
て
半
年
の
徒
刑
に
配
役
さ
れ
る
場
合
が
、
唐
名
例
律
共
犯
罪
有
逃
亡
条
の
疏
文
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
左
に
当
該
個
所
を
掲
げ

よ
う
。

　
　
諸
共
犯
罪
而
有
逃
亡
。
見
獲
者
。
稻
亡
者
爲
首
。
更
無
謹
徒
。
則
決
其
從
罪
。

　
　
　
疏
議
日
。
假
有
甲
乙
二
人
。
共
詐
欺
取
物
。
合
徒
一
年
。
甲
實
爲
首
。
営
被
捉
獲
。
乙
本
爲
從
。
途
部
逃
亡
。
甲
被
鞠
問
。
稻
乙

　
　
　
爲
首
。
更
無
護
徒
。
部
須
断
甲
爲
從
。
科
杖
一
百
。
是
名
決
其
從
罪
。
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後
獲
亡
者
。
稔
前
人
爲
首
。
鞠
間
是
實
。
還
依
首
論
。
通
計
前
罪
。
以
充
後
敷
。

　
　
　
疏
議
日
。
後
捉
獲
乙
。
稽
甲
爲
首
。
鞠
問
甲
。
構
是
實
。
還
依
首
坐
。
科
徒
一
年
。
甲
是
庶
人
。
前
已
決
杖
一
百
。
部
須
以
杖
答

　
　
　
贈
直
。
準
減
徒
年
。
一
年
徒
。
腰
銅
二
十
斤
。
一
百
杖
。
贈
銅
一
十
斤
。
以
十
斤
杖
銅
。
減
牛
年
徒
罪
。
蝕
徒
牛
年
。
依
法
配
役
。

　
「
師
云
」
に
見
え
る
「
律
疏
」
の
内
容
が
右
の
疏
文
の
取
意
文
で
あ
り
、
特
に
「
籐
徒
牛
年
。
依
法
配
役
。
」
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
、
疑
い
な
い
。
当
条
は
か
な
り
長
い
条
文
で
あ
る
が
、
養
老
律
の
逸
文
は
断
片
的
に
し
か
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
殊
に
前
掲
個
所

は
、
冒
頭
の
「
共
犯
罪
逃
亡
」
の
五
文
字
が
復
原
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
養
老
律
の
内
容
は
、
こ
れ
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
の
疏
文
相
当
の
部
分
が
唐
律
と
異
っ
て
お
り
、
「
師
云
」
の
「
准
杖
罪
法
。
從
放
冤
之
。
」
が
当
条
疏
文
の
取
意
文
で
あ
っ
た
か
も
知
れ

な
い
し
、
又
「
師
云
」
以
下
の
右
の
文
が
、
「
師
」
の
独
自
の
立
言
で
あ
っ
て
、
養
老
律
は
唐
律
と
全
く
同
じ
文
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な

い
。
従
っ
て
、
「
師
云
」
中
の
「
律
疏
」
は
、
唐
の
律
疏
で
あ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
結
局
、
日
唐
何
れ
と
も
断
定

し
難
い
と
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

　
穴
記
に
見
え
る
「
律
疏
」
の
第
三
は
、
考
課
令
内
外
初
位
条
の
注
文
「
起
補
任
日
。
及
任
詑
未
上
。
便
差
充
使
者
。
」
の
「
便
」
の
字

義
を
注
釈
し
た
部
分
に
見
え
る
。
次
に
、
そ
の
個
所
を
掲
げ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
便
力
）

　
　
穴
云
。
便
差
使
者
。
便
。
即
之
義
。
律
疏
云
。
理
使
適
中
。
是
中
也
。
（
考
課
令
集
解
・
内
外
初
位
条
、
六
一
〇
頁
）

　
　
　
　
　
　
（
便
力
）

　
右
文
の
「
理
使
適
中
」
な
る
疏
文
は
、
次
に
掲
げ
る
唐
の
名
例
律
平
賊
者
条
の
問
答
に
見
え
る
。

　
　
問
日
。
（
略
）

　
　
答
日
。
懸
李
之
賊
。
依
令
準
中
佑
。
其
獲
鍼
去
犯
虚
遠
者
。
止
合
懸
李
。
若
運
向
犯
虜
準
佑
。
其
物
部
須
脚
憤
。
生
産
之
類
。
恐
加

　
　
痩
損
。
非
但
姦
偽
斯
起
。
人
線
所
出
無
從
。
同
遣
懸
李
。
理
便
適
中
。

　
即
ち
、
前
掲
「
律
疏
」
の
文
は
、
右
の
答
の
最
後
に
在
り
、
「
道
理
に
適
っ
て
い
る
。
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。
本
条
も
又
、
養
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老
律
は
散
伏
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
「
律
疏
」
も
、
唐
の
律
疏
、
日
本
律
の
疏
文
、
そ
の
何
れ
と
も
断
定
し
難
い
。
こ
の
「
律
疏
」
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

す
で
に
養
老
律
の
復
原
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
唐
の
律
疏
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、
一
応
保
留
し
て
お
く
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
三
例
に
加
え
て
、
穴
記
に
は
、
「
疏
云
」
と
い
う
如
き
表
現
が
更
に
三
例
存
す
る
。

　
ω
穴
云
。
其
和
誘
。
和
同
相
費
者
。
科
逃
亡
罪
。
然
則
所
生
男
女
。
依
下
條
從
賎
也
。
賊
律
疏
云
。
受
誘
律
元
正
文
者
。
並
合
從
坐
科

　
　
罪
。
若
逃
亡
罪
重
者
。
依
例
當
條
錐
有
名
。
所
爲
重
者
。
自
從
重
是
。
（
戸
令
集
解
・
良
人
家
人
条
、
三
三
五
頁
）

　
②
穴
云
。
非
理
死
失
者
徴
陪
。
謂
雑
律
受
寄
財
物
條
疏
云
。
准
厩
牧
令
償
減
償
也
。
（
厩
牧
令
集
解
・
因
公
事
条
、
九
三
九
頁
）

　
③
穴
云
。
官
畜
。
謂
先
除
騨
傳
馬
之
外
也
。
何
者
。
律
柾
道
條
疏
然
也
。
（
厩
牧
令
集
解
・
官
畜
条
、
九
四
〇
頁
）

　
①
の
「
賊
律
疏
」
は
、
賊
盗
律
略
人
条
の
疏
文
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
唐
同
文
で
あ
る
が
、
後
述
の
朱
記
・
讃
記
の

如
く
、
や
や
長
文
の
引
用
で
あ
っ
て
、
取
意
文
で
は
な
い
こ
と
等
か
ら
す
る
と
、
一
応
養
老
律
の
疏
文
と
考
え
ら
れ
る
。
②
の
「
雑
律
受

寄
財
物
條
疏
云
」
は
、
養
老
厩
牧
令
・
官
私
馬
牛
致
死
条
と
の
関
係
に
お
い
て
も
矛
盾
が
な
い
か
ら
、
養
老
律
の
疏
文
と
し
て
も
差
し
支

え
な
い
。
又
、
「
i
律
－
條
疏
云
」
と
い
う
引
用
法
は
、
今
迄
述
べ
て
来
た
例
に
な
く
、
後
述
の
朱
記
や
讃
記
に
同
じ
で
あ
る
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

恐
ら
く
養
老
律
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
養
老
律
の
疏
文
と
し
て
復
原
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
③
の
「
律
柾
道
條
疏
」
は
、
職
制
律
乗
駅
馬
棘

柾
道
条
の
疏
文
、

　
　
謂
所
経
之
騨
。
不
換
馬
者
。
因
而
致
死
者
。
依
厩
牧
令
。
乗
官
畜
。
非
理
致
死
者
備
償
。

を
意
味
す
る
。
右
の
疏
文
は
養
老
律
で
あ
る
が
、
唐
律
も
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
注
釈
に
権
威
を
与
え
る
為
に
引
用
し
た
と
い
う
以

外
に
は
、
唐
律
疏
で
あ
る
理
由
は
考
え
ら
れ
な
い
。
以
上
の
三
例
は
、
唐
の
律
疏
で
あ
る
か
、
日
本
律
の
疏
文
で
あ
る
か
、
そ
の
内
容
上

か
ら
の
証
拠
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
疏
文
引
用
の
前
後
の
情
況
や
引
用
法
か
ら
推
測
す
る
と
、
日
本
律
の
可
能
性
の
方
が

大
き
い
と
い
え
よ
う
。
或
い
は
、
穴
記
に
お
い
て
「
律
疏
」
と
い
う
の
は
、
唐
の
律
疏
を
さ
し
、
「
疏
」
と
い
う
の
は
、
日
本
律
の
疏
文
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を
さ
す
の
か
も
知
れ
な
い
。
兎
に
角
、
穴
記
に
見
え
る
「
律
疏
」
「
疏
」
に
は
、
明
か
に
唐
の
律
疏
と
認
め
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
又
、

日
本
律
の
疏
文
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
「
疏
云
」
と
し
て
明
か
に
日
本
律
の
疏
文
を
引
用
す
る
の
は
、
『
令
集
解
』
各
私
記
の
中
で
成
立
の
最
も
遅
い
部
類
に
属
す
る
朱

記
と
讃
記
で
あ
る
。
先
ず
朱
記
の
「
疏
云
」
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

　
　
朱
云
。
貢
與
學
二
事
也
。
何
者
職
制
律
。
凡
貢
撃
非
其
人
條
疏
云
。
貢
者
。
依
令
。
諸
國
貢
人
。
撃
者
。
若
別
勅
令
撃
。
及
大
學
迭

　
　
官
者
爲
撃
人
云
々
故
者
。
（
職
員
令
集
解
・
摂
津
職
条
、
一
五
六
頁
）

　
右
の
「
疏
云
」
の
文
中
に
は
、
「
諸
國
」
「
大
學
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
文
が
養
老
職
制
律
貢
挙
非
其
人
条
の
疏
文
で
あ
る
こ
と
は
明
白

で
あ
る
。
又
、
賦
役
令
丁
匠
赴
役
条
の
「
凡
丁
匠
赴
役
者
。
皆
具
造
簿
。
」
な
る
本
文
に
対
す
る
朱
記
に
も
、

　
　
朱
云
。
衛
律
私
度
條
疏
云
。
軍
防
丁
夫
。
有
惣
歴
者
是
鰍
。
（
賦
役
令
集
解
．
丁
匠
赴
役
条
、
四
二
五
頁
）

と
あ
る
。
右
の
「
軍
防
丁
夫
。
有
惣
歴
。
」
は
、
目
唐
同
文
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
唐
律
疏
を
引
用
し
て
も
意
味
を
な
さ
な
い
か
ら
、

や
は
り
日
本
律
の
疏
文
で
あ
ろ
う
。

　
讃
記
に
も
、
「
疏
云
」
が
二
例
認
め
ら
れ
る
。
第
一
の
例
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
讃
案
。
（
中
略
）
私
案
。
（
中
略
）
屡
郡
者
。
附
之
郡
也
。
案
闘
律
。
（
中
略
）
叉
考
課
令
。
（
中
略
）
叉
断
獄
律
。
鞠
獄
官
。
囚
徒
件
在
他

　
　
所
者
條
。
疏
云
。
印
檀
移
囚
郡
。
各
附
隷
別
國
者
。
郎
受
囚
之
郡
。
申
所
屑
之
國
。
韓
牒
迭
囚
之
國
。
依
法
。
推
劾
者
。
依
此
等

　
　
文
。
國
構
郡
日
属
郡
也
。
郡
稻
國
日
所
属
國
。
（
戸
令
集
解
・
国
遣
行
条
、
三
一
七
頁
）

　
右
の
「
疏
云
」
の
文
中
に
は
、

「
郡
」
「
國
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
文
も
養
老
断
獄
律
囚
徒
伴
在
他
所
条
の
疏
文
で
あ
る
。
「
1
律
。

i
I
條
疏
云
。
」
と
い
う
引
用
法
も
、
朱
記
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
「
疏
云
」
の
第
二
の
例
は
、
考
課
令
の
「
考
課
」
と
い
う
篇
名
を
注

釈
し
た
部
分
に
見
え
る
。
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讃
云
。
（
中
略
）
課
。
謂
課
試
貢
撃
之
人
也
。
故
職
制
律
云
。
考
校
課
試
而
不
以
實
。
一
人
答
五
十
。
疏
云
。
考
校
。
謂
内
外
文
武
官

　
　
寮
。
年
終
鷹
考
校
功
過
也
。
課
試
。
謂
貢
畢
之
人
。
藝
業
伎
能
。
依
令
。
課
試
有
数
者
也
。
（
考
課
令
集
解
、
五
二
九
頁
）

　
右
の
「
職
制
律
云
」
の
文
中
に
あ
る
「
答
五
十
」
な
る
量
刑
は
、
養
老
職
制
律
貢
挙
非
其
人
条
の
そ
れ
に
一
致
す
る
か
ら
、
こ
の
「
疏

云
」
も
日
本
律
の
疏
文
で
あ
る
。
右
に
み
る
如
く
、
朱
記
、
讃
記
に
見
え
る
「
疏
云
」
は
、
四
例
と
も
日
本
律
の
疏
文
で
あ
っ
て
、
唐
の

律
疏
で
は
な
い
。
な
お
、
朱
記
、
讃
記
に
お
け
る
養
老
律
疏
文
の
引
用
法
が
、
令
釈
や
穴
記
に
お
け
る
唐
律
疏
の
引
用
法
と
異
な
る
点

は
、
ω
概
し
て
長
文
の
引
用
で
あ
る
こ
と
、
③
取
意
文
で
は
な
く
、
疏
文
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
こ
と
、
③
「
律
疏
云
」
と
い
う
引
き
方

を
せ
ず
、
「
疏
云
」
と
し
て
引
用
す
る
こ
と
、
④
律
本
文
、
又
は
条
文
名
と
疏
文
と
を
一
緒
に
引
用
す
る
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　
以
上
、
三
章
に
わ
た
っ
て
述
べ
た
処
を
こ
こ
に
要
約
す
る
な
ら
ば
、
古
記
・
古
答
の
引
く
「
疏
」
「
律
疏
」
は
、
唐
（
永
徽
）
の
律
疏
で

あ
り
、
令
釈
も
亦
、
そ
の
傾
向
が
濃
厚
で
あ
る
。
し
か
し
、
穴
記
の
引
く
「
疏
」
「
律
疏
」
に
は
、
明
か
に
唐
の
律
疏
も
認
め
ら
れ
る
が
、

日
本
律
の
疏
文
と
思
わ
れ
る
も
の
も
存
し
、
更
に
成
立
年
代
の
下
っ
た
讃
記
、
朱
記
の
引
く
「
疏
」
は
殆
ど
皆
、
日
本
律
の
疏
文
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。四

　
「
律
云
」
・
「
注
云
」
か
ら
「
疏
云
」
へ

　
『
令
集
解
』
に
見
え
る
各
私
記
に
は
、
日
本
律
疏
文
の
引
用
に
お
い
て
、
夫
々
種
々
な
る
形
態
が
存
す
る
が
、
そ
こ
に
一
つ
の
共
通
せ

る
事
実
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
各
私
記
は
疏
文
の
み
を
単
独
に
引
用
す
る
場
合
に
は
、
「
律
云
」
「
依
律
」
「
律
」
等
と
引
き
、

疏
文
を
本
文
や
本
注
と
共
に
引
用
す
る
場
合
に
は
、
疏
文
を
「
注
云
」
と
引
い
て
本
文
・
本
注
と
識
別
し
た
。
前
者
の
例
と
し
て
は
、
假

寧
令
集
解
・
外
官
任
詑
条
の
古
記
（
国
史
大
系
本
九
五
四
頁
。
以
下
頁
数
の
み
示
す
。
）
、
考
課
令
集
解
・
一
最
以
上
条
の
令
釈
（
五
七
九
頁
）
、

考
課
令
集
解
・
官
人
犯
罪
条
の
跡
記
（
六
三
三
頁
）
、
選
叙
令
集
解
・
職
事
官
患
解
条
の
穴
記
（
四
九
八
頁
）
、
僧
尼
令
集
解
・
観
玄
象
条
の
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讃
記
（
二
〇
九
頁
）
、
考
課
令
集
解
・
官
人
還
迩
条
の
朱
記
（
五
四
七
頁
）
、
職
員
令
集
解
・
兵
部
省
条
の
伴
記
（
一
〇
〇
頁
）
等
が
あ
り
、
後

者
の
例
と
し
て
は
、
公
式
令
集
解
・
駅
使
在
路
条
の
古
記
（
八
六
一
一
貢
）
、
公
式
令
集
解
・
任
授
官
位
条
の
令
釈
（
九
〇
八
頁
）
、
考
課
令
集

解
・
内
外
官
条
の
跡
記
（
五
…
一
貢
）
、
信
尼
令
集
解
・
有
事
可
論
条
の
穴
記
（
二
二
四
頁
）
、
考
課
令
集
解
・
内
外
官
条
の
讃
記
（
五
茎
二

頁
）
、
戸
令
集
解
・
国
遣
行
条
の
朱
記
（
三
一
二
頁
）
、
職
員
令
集
解
・
左
衛
士
府
条
の
伴
記
（
一
四
三
頁
）
等
が
あ
る
。
而
し
て
、
右
の
原

則
に
最
も
忠
実
な
る
私
記
が
古
記
と
令
釈
で
あ
り
、
恐
ら
く
古
記
に
お
い
て
、
こ
の
原
則
が
確
立
さ
れ
、
令
釈
が
こ
れ
を
襲
っ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
し
か
も
、
前
章
で
論
じ
た
如
く
、
古
記
と
令
釈
に
お
い
て
は
、
（
古
記
に
比
べ
て
令
釈
に
は
若
干
不
確
か
な
面
が
あ
る
が
、
）
「
律
疏
」

「
疏
」
「
疏
文
」
と
い
え
ば
、
何
れ
も
唐
の
律
疏
を
意
味
し
た
。
両
者
に
お
い
て
は
、
目
本
律
の
疏
文
に
対
し
て
「
疏
」
と
い
う
語
を
使
用

す
る
こ
と
は
、
殆
ど
な
か
っ
た
と
見
て
よ
い
。
即
ち
、
古
記
、
令
釈
は
、
日
本
律
と
唐
律
疏
と
を
か
な
り
厳
格
に
区
別
し
て
い
た
の
で
あ

（
1
6
）る

。
し
か
し
、
穴
記
成
立
の
頃
か
ら
「
疏
云
」
の
用
法
が
曖
昧
に
な
り
、
朱
記
、
讃
記
に
至
る
と
、
右
の
原
則
に
依
り
な
が
ら
も
、
一
方

そ
れ
か
ら
は
ず
れ
て
、
明
か
に
日
本
律
の
疏
文
を
「
疏
云
」
と
し
て
引
用
し
始
め
る
。
そ
れ
と
同
時
に
朱
記
、
讃
記
は
、
殆
ど
唐
の
律
疏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

を
引
用
す
る
こ
と
が
な
い
。
更
に
時
代
が
降
っ
て
、
『
政
事
要
略
』
に
現
れ
る
惟
宗
允
亮
・
允
正
の
明
法
勘
文
や
『
法
曹
至
要
抄
』
等
に

な
る
と
、
目
本
律
の
疏
文
を
「
疏
云
」
と
い
う
の
が
む
し
ろ
当
然
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
即
ち
、
日
本
律
文
を
引
用
す
る
に
際
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

て
、
「
律
云
。
ー
。
注
云
。
ー
。
疏
云
。
l
l
。
」
と
す
る
の
が
、
允
亮
・
允
正
以
降
の
後
代
の
典
型
的
な
律
文
の
引
用
法
で
あ
る
。

本
来
、
唐
の
律
疏
を
意
味
し
た
「
疏
」
と
い
う
語
が
、
こ
こ
で
は
日
本
律
の
疏
文
の
意
味
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
日
本
律
の
疏
文
を
引
用
す
る
為
の
呼
称
は
、
時
代
の
推
移
と
共
に
「
律
云
」
・
「
注
云
」
か
ら
「
疏
云
」
へ
と
移
行
し
て

い
っ
た
。
次
に
そ
の
理
由
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
先
ず
、
左
の
事
実
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
即
ち
、
疏
文
の
部
分
を
「
疏

云
」
と
し
て
引
用
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
本
注
を
「
注
云
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
一
つ
の
契
機
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本

注
を
「
注
云
」
と
し
て
引
用
す
る
と
、
従
来
の
「
注
云
（
“
疏
文
）
」
と
区
別
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
疏
文
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に
対
し
て
「
子
注
云
」
と
い
う
呼
称
が
生
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
何
時
頃
か
ら
本
注
を
「
注
云
」
と
呼
ぶ
か
に
つ
い
て
検
討
し
た

い
。　

古
記
や
令
釈
が
「
注
云
」
と
し
て
引
用
す
る
本
注
に
関
し
て
は
、
若
干
問
題
が
あ
る
の
で
、
次
章
で
述
べ
る
こ
と
と
し
て
、
先
ず
穴
記

に
つ
い
て
み
る
と
、
穴
記
に
は
明
か
に
本
注
を
「
注
云
」
と
し
て
引
用
す
る
場
合
が
認
め
ら
れ
る
。
即
ち
、
次
に
掲
げ
る
通
り
で
あ
る
。

　
　
穴
云
。
間
。
賊
盗
律
云
。
凡
造
妖
書
及
妖
言
遠
流
。
注
云
。
造
謂
自
造
休
答
及
鬼
神
之
言
。
妄
説
吉
凶
渉
於
不
順
者
。
子
注
云
。
休

　
　
謂
妄
説
他
人
及
己
身
有
休
徴
者
。
（
僧
尼
令
集
解
．
観
玄
象
条
、
二
一
〇
頁
）

　
右
文
の
「
注
云
」
は
、
次
に
「
子
注
云
」
と
あ
る
か
ら
、
明
か
に
本
注
を
さ
す
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
又
、
讃
記
や
伴
記
に
は
、

次
の
如
き
文
が
見
え
て
い
る
。

　
　
讃
云
。
（
中
略
）
職
制
律
。
凡
玄
象
器
物
。
天
文
。
私
家
不
得
有
。
違
者
徒
一
年
條
。
子
注
云
。
玄
象
者
玄
天
也
。
謂
象
天
爲
器
具
。

　
　
以
経
星
之
文
及
日
月
所
行
之
道
。
韓
之
以
観
時
攣
。
天
文
謂
日
月
五
星
廿
八
宿
等
者
。
（
僧
尼
令
集
解
・
観
玄
象
条
、
二
〇
八
頁
）

　
　
俘
云
。
名
例
律
。
彼
此
倶
罪
條
。
印
簿
敏
物
。
赦
書
到
後
。
子
注
云
。
謂
謀
反
大
逆
人
家
資
合
没
官
者
也
。
（
職
員
令
集
解
・
賊
贋
司

　
　
条
、
一
〇
九
頁
）

　
右
の
文
に
は
、
「
注
云
」
な
る
語
は
見
え
な
い
が
、
疏
文
を
さ
し
て
「
子
注
云
」
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
讃
記
、
伴
記
も
、
前
掲
の
穴

記
の
文
の
如
く
、
本
注
の
部
分
を
「
注
」
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
僧
尼
令
集
解
・
観

玄
象
条
（
二
一
三
頁
）
、
及
び
考
課
令
集
解
・
官
人
景
迩
条
（
五
四
六
．
五
五
五
頁
）
の
讃
記
、
職
員
令
集
解
・
東
市
司
条
（
一
五
五
頁
）
の
伴

記
に
は
、
夫
々
本
文
と
本
注
と
が
引
か
れ
、
本
注
の
部
分
に
は
「
注
云
」
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
に
は
、
疏
文
は
引
か
れ
て

い
な
い
が
、
前
述
の
如
く
讃
記
、
伴
記
に
は
「
子
注
云
」
と
い
う
表
現
が
見
え
て
い
る
か
ら
、
上
記
の
「
注
云
」
は
、
本
注
を
意
味
す
る

も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
大
で
あ
ろ
う
。
穴
記
に
お
い
て
は
、
古
記
、
令
釈
の
如
く
、
本
注
を
「
律
云
」
と
し
て
引
き
、
本
文



と
区
別
し
な
い
場
合
も
依
然
と
し
て
多
い
が
、
讃
記
、
伴
記
に
至
る
と
、
本
注
の
部
分
が
「
注
云
」
と
し
て
引
か
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

「
律
云
」
と
し
て
引
か
れ
る
こ
と
は
極
め
て
稀
と
な
る
。
そ
こ
で
、
穴
記
、
讃
記
、
伴
記
は
、
本
注
と
疏
文
と
を
区
別
す
る
為
に
、
疏
文

の
部
分
を
「
子
注
」
と
称
し
た
の
で
あ
る
。
従
来
、
唐
の
律
疏
の
意
味
で
あ
っ
た
「
疏
」
を
目
本
律
の
疏
文
に
冠
す
る
こ
と
に
な
お
抵
抗

が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
子
注
云
」
と
い
う
呼
称
は
定
着
し
な
か
っ
た
と
見
え
て
、
『
令
集
解
』
に
は
、
右
の
三
例
の
外

に
六
例
（
穴
記
三
、
讃
記
一
、
編
者
の
文
と
思
わ
れ
る
も
の
二
）
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。
「
子
注
云
」
と
い
う
呼
称
が
定
着
し
な
か
っ
た
の
は
、

例
え
ば
、
唐
の
名
例
律
共
犯
罪
有
逃
亡
条
の
疏
文
に
、
本
注
を
さ
し
て
、
「
子
注
具
有
明
文
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
唐
の
律
疏
で
は
、
「
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

注
」
な
る
語
は
、
本
注
と
同
義
語
に
使
わ
れ
て
お
り
、
疏
文
を
「
子
注
」
と
い
う
の
は
、
や
は
り
紛
ら
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
た
の
か
も
知

れ
な
い
。
要
す
る
に
、
「
子
注
云
」
は
、
「
律
云
」
・
「
注
云
」
か
ら
「
疏
云
」
へ
と
移
行
す
る
過
渡
期
の
表
現
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
前

述
せ
る
如
く
、
「
子
注
云
」
と
い
う
穴
記
、
讃
記
で
す
ら
、
一
方
で
「
疏
云
」
と
称
し
、
又
朱
記
は
、
「
疏
云
」
と
は
称
す
る
が
、
「
子
注

云
」
と
い
う
表
現
は
と
ら
な
い
の
で
あ
る
。

五
　
古
記
に
お
け
る
「
注
云
」
の
意
義

考疏23律

　
前
章
に
於
い
て
、
我
々
は
『
令
集
解
』
諸
家
が
日
本
律
の
疏
文
を
「
注
云
」
と
し
て
引
い
て
、
そ
の
本
文
・
本
注
と
識
別
す
る
こ
と
を

指
摘
し
、
更
に
こ
の
原
則
は
古
記
に
始
ま
る
こ
と
を
述
べ
た
。
本
章
に
お
い
て
は
、
古
記
に
見
ら
れ
る
「
注
云
」
が
い
か
な
る
性
格
を
も

ち
、
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
考
察
し
た
い
と
思
う
。

　
吉
田
孝
氏
に
よ
れ
ば
、
古
記
は
、
大
宝
律
の
写
本
の
大
字
で
書
か
れ
た
部
分
を
本
文
と
し
て
引
用
し
、
小
字
二
行
割
で
書
か
れ
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
21
）

を
「
注
云
」
と
し
て
引
用
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
即
ち
、
吉
田
氏
は
、
古
記
が
疏
文
を
「
注
云
」
と
し
て
引
く
の
は
、
古
記
の
見
た
大
宝

律
写
本
の
書
式
か
ら
の
影
響
と
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
処
で
、
一
方
、
古
記
は
単
独
に
疏
文
の
み
を
引
く
時
は
、
前
述
の
如
く
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「
律
云
」
「
依
律
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
す
る
。
次
に
、
そ
の
例
を
掲
げ
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
侍
田
牧
詑
護
遣
聴
之
也
。

ω
古
記
云
。
（
中
略
）
依
職
制
律
。
奮
人
有
田
苗
者
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

③
古
記
云
。
（
中
略
）
雑
律
云
。
不
牢
不
眞
謂
之
濫
。
又
條
云
。

　
　
迷
謬
以
將
入
己
者
。
（
考
課
令
集
解
・
最
条
、
五
七
五
頁
）

更
に
、
古
記
は
律
本
文
と
共
に
、

っ
た
。
即
ち
、
次
に
掲
げ
る
如
く
で
あ
る
。
（
傍
線
部
⑨
⑯
㈲
は
本
文
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

③
古
記
云
。
（
中
略
）
案
戸
婚
律
。
私
入
道
及
度
之
者
。
杖
一
百
。

　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

。
（
傍
線
部
⑥
は
疏
の
取
意
文
、

（
假
寧
令
集
解
・
外
官
任
詑
条
、

⑧
は
本
注
、
⑥
は
疏
文
）

九
五
四
頁
）

販
蔑
之
徒
。
共
爲
箸
計
。
自
頁
物
者
。
以
賎
爲
貴
。
（
中
略
）
望
使
前
人

疏
文
を
引
用
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
疏
文
の
冒
頭
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
⑥
ω
は
疏
文
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

「
注
云
」

を
冠
せ
ず
に
引
用
す
る
場
合
が
あ

　
　
　
㈲

謂
僧
尼
等
非
是
官
度
而
私
入
道
及
度
之
者
。
已
除
貫
者
。
徒
一
年
。

　
　
謂
度
之
者
亦
同
罪
。
本
國
主
司
及
僧
綱
知
情
者
。
與
同
罪
。
謂
私
入
道
人
所
属
國
郡
司
。
及
信
綱
井
所
佳
寺
三
綱
。
知
情
者
也
。

　
　
（
僧
尼
令
集
解
・
方
便
条
、
二
三
七
頁
）

　
右
の
ω
の
文
に
お
い
て
、
傍
線
部
⑥
が
本
文
・
本
注
で
あ
る
か
、
疏
文
で
あ
る
か
は
、
一
寸
見
た
だ
け
で
は
簡
単
に
見
分
け
が
つ
か
な

い
。
②
の
傍
線
部
⑥
は
、
か
な
り
の
長
文
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
疏
文
で
あ
る
こ
と
は
見
当
が
つ
く
が
、
傍
線
部
⑧
は
本
注
の
部
分
で
あ

り
、
両
者
は
同
じ
く
雑
律
の
条
文
と
し
て
並
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
も
し
古
記
が
厳
格
に
「
注
云
」
を
用
い
た
と
す
れ
ば
、
⑥
の
文
の
冒

頭
に
も
「
叉
條
注
云
。
」
と
い
う
よ
う
に
記
し
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
更
に
③
の
文
で
は
、
傍
線
部
③
⑥
①
の
冒
頭
に
夫
々

「
謂
」
な
る
文
字
が
あ
る
か
ら
、
以
下
の
文
が
疏
文
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
謂
」
は
、
本
注

の
文
の
冒
頭
に
も
屡
々
冠
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
諸
宿
衛
人
被
奏
劾
者
。
本
司
先
牧
其
杖
。
違
者
徒
一
年
。
謂
在
宮
殿
中
直
者
。
（
唐
衛
禁
律
・
宿
衛
被
奏
劾
条
）

　
　
凡
去
官
而
受
奮
官
厨
士
庶
鑛
與
。
若
乞
取
借
貸
之
厨
。
各
減
在
官
時
三
等
。
謂
家
口
未
離
本
任
所
者
。
（
養
老
職
制
律
・
去
官
受
韻
與
条
）

　
そ
う
す
る
と
、
③
の
場
合
、
傍
線
部
⑭
⑨
①
の
「
謂
」
以
下
の
文
が
本
注
で
あ
る
か
、
疏
文
で
あ
る
か
は
、
文
脈
だ
け
で
は
簡
単
に
見
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分
け
が
つ
か
な
い
。
特
に
③
⑥
は
、
短
い
文
で
あ
る
か
ら
、
本
注
と
紛
ら
わ
し
い
。
以
上
の
三
例
か
ら
す
れ
ば
、
古
記
が
大
宝
律
疏
文
を

「
注
云
」
と
呼
ぶ
の
は
、
疏
文
を
さ
し
て
何
時
、
如
何
な
る
場
合
に
お
い
て
も
必
ず
そ
の
よ
う
に
呼
ぶ
と
い
う
確
定
的
、
統
一
的
な
も
の

で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
か
か
る
古
記
の
大
宝
律
の
引
用
法
は
、
古
記
が
や
は
り
小
字
二
行
割
の
形
で
記
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

大
宝
令
の
注
文
を
引
用
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
す
で
に
見
ら
れ
る
処
で
あ
る
。
古
記
が
大
宝
令
の
本
注
を
本
文
と
区
別
せ
ず
に
引
用
す

る
例
を
次
に
掲
げ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
螢
繕
令
）

　
　
古
記
云
。
（
中
略
）
叉
條
。
近
河
及
大
水
。
有
堤
防
之
虚
。
國
郡
司
以
時
検
行
。
（
中
略
）
不
拘
時
限
。
鷹
役
五
百
人
以
上
者
。
且
役

　
　
且
申
。
若
急
者
。
軍
團
兵
士
亦
得
通
役
。
所
役
不
得
過
五
目
者
。
（
賦
役
令
集
解
・
雑
径
条
、
四
三
七
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
公
式
令
）

　
　
古
記
云
。
（
中
略
）
叉
條
。
五
衛
府
。
軍
團
及
諸
帯
杖
者
。
爲
武
。
唯
内
舎
人
及
竺
志
不
在
武
之
例
。
自
蝕
並
爲
文
。
（
考
課
令
集
解
．

　
　
内
外
官
条
、
五
三
一
頁
）

　
右
の
傍
線
部
は
、
養
老
令
条
文
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
れ
が
本
注
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
文
だ
け
か
ら
は
、
そ
れ

が
本
注
で
あ
る
か
ど
う
か
は
見
当
が
つ
か
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
古
記
は
大
宝
令
を
引
用
す
る
に
際
し
て
も
、
小
字
二
行
割
で
記
さ
れ
た

と
思
わ
れ
る
本
注
に
対
し
て
、
必
ず
「
注
云
」
を
冠
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
如
何
な
る
場
合
に
古
記
が
「
注
云
」
を

用
い
、
又
、
如
何
な
る
場
合
に
「
注
云
」
を
用
い
な
い
の
か
、
そ
の
基
準
は
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
。
即
ち
、
古
記
が
大
宝
律
疏
文

を
さ
し
て
「
注
云
」
と
呼
ぶ
の
は
、
確
か
に
古
記
の
見
た
大
宝
律
写
本
の
書
式
か
ら
の
影
響
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
大
宝
律
の
本
文
・
本

注
と
疏
文
と
を
区
別
し
て
記
す
為
の
便
宜
上
の
措
置
で
あ
っ
て
、
し
か
も
古
記
の
「
注
云
」
の
用
法
に
は
、
か
な
り
恣
意
的
な
も
の
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
は
る
か
に
時
代
の
下
っ
た
史
料
で
は
あ
る
が
、
惟
宗
公
方
の
律
文
引
用
に
お
け
る
「
注
云
」
の
用
法
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
更
に
古
記
に
見
ら
れ
る
「
注
云
」
の
性
格
に
つ
い
て
考
え
て
見
た
い
。
も
と
よ
り
平
安
時
代
中
期
の
史
料
を
も
っ
て
、
古
記
の
引
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用
に
推
測
を
加
え
る
こ
と
に
は
間
題
が
あ
ろ
う
が
、
公
方
の
「
注
云
」
の
用
法
に
は
、
伝
統
的
な
も
の
が
見
ら
れ
る
か
ら
、
そ
れ
を
検
討

す
る
こ
と
に
よ
り
、
古
記
の
「
注
云
」
の
性
格
に
若
干
な
り
と
も
示
唆
が
与
え
ら
れ
は
し
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
惟
宗
公
方
が
天
暦

二
年
（
九
四
八
）
六
月
と
同
年
十
二
月
の
両
度
に
わ
た
っ
て
草
し
た
勘
文
に
は
、
注
目
す
べ
き
律
文
引
用
が
見
ら
れ
る
。
律
文
引
用
の
個

所
は
、
両
勘
文
と
も
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
六
月
の
勘
文
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
そ
の
全
文
は
、
『
政
事
要
略
』
巻
六
〇
（
国
史

大
系
本
四
九
六
頁
以
下
）
に
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
長
文
に
わ
た
っ
て
い
る
為
、
全
文
を
掲
げ
る
こ
と
は
省
略
し
、
必
要
個
所
の
み
、
左
に

掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
名
例
律
云
。
（
中
略
）
又
條
云
。
監
臨
主
守
。
於
監
守
犯
盗
。
若
受
財
而
柾
法
者
除
名
。
注
云
。
盗
三
端
。
柾
法
一
端
。

　
　
断
獄
律
云
。
常
赦
所
不
免
者
依
常
律
。
注
云
。
常
赦
所
不
免
。
謂
。
錐
會
大
赦
。
猶
庭
死
及
流
若
除
名
。
菟
所
居
官
。

　
右
の
名
例
律
と
断
獄
律
は
、
公
方
の
引
用
し
た
律
文
で
あ
り
、
「
注
云
」
以
下
は
、
本
注
で
あ
る
。
　
一
方
、
同
じ
く
公
方
の
引
用
し
た

律
文
の
中
、

　
　
名
例
律
云
。
（
中
略
）
又
條
云
。
稔
加
役
流
者
。
配
遠
慮
役
三
年
。

と
あ
る
の
も
本
注
で
あ
る
。
即
ち
、
公
方
は
、
本
注
を
引
用
す
る
に
際
し
て
、
「
注
云
」
を
冠
し
た
り
、
冠
し
な
か
っ
た
り
す
る
。
「
注
云
」

を
冠
す
る
の
は
、
本
文
と
本
注
の
両
者
を
同
時
に
引
用
し
、
し
か
も
疏
文
を
引
用
し
な
い
場
合
で
あ
り
、
「
注
云
」
を
冠
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
文
が
律
本
文
で
は
な
い
こ
と
を
明
か
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
注
の
み
を
引
用
す
る
時
に
「
注
云
」
を
冠
し
な
い
の
は
、
本

注
も
亦
、
律
文
で
あ
る
と
共
に
、
本
文
と
本
注
の
両
者
を
区
別
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
処
で
、
公
方
の
前
掲
勘
文
に
引
か
れ
た
延
喜
十
八
年
（
九
一
八
）
六
月
の
太
政
官
符
に
は
、

　
　
律
云
。
部
内
有
早
湧
霜
電
贔
蛙
爲
害
之
庭
。
主
司
妄
言
者
杖
七
十
。
覆
検
不
以
實
者
與
同
罪
。
若
致
柾
有
所
徴
冤
。
賊
重
者
坐
賊
論
。

　
　
注
云
。
計
所
柾
徴
免
。
賊
罪
重
於
杖
七
十
者
。
坐
鍼
論
。
罪
止
徒
三
年
。
以
柾
徴
之
物
。
入
官
者
坐
触
論
。
入
私
者
以
柾
法
論
。
至
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死
者
加
役
流
。

と
見
え
る
。
右
の
「
注
云
」
以
下
は
、
戸
婚
律
部
内
早
滞
為
害
条
の
疏
文
で
あ
る
。
従
っ
て
、
公
方
の
勘
文
に
は
、
本
注
を
意
味
す
る

「
注
云
」
と
疏
文
を
意
味
す
る
「
注
云
」
と
が
共
に
存
し
た
こ
と
に
な
る
。
公
方
は
、
こ
の
こ
と
に
何
ら
矛
盾
を
感
じ
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
公
方
が
延
長
六
年
（
九
二
八
）
に
草
し
た
勘
文
に
は
、
次
の
如
く
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
断
獄
律
云
。
鷹
輸
購
物
違
期
不
途
者
。
一
日
答
十
。
五
日
加
一
等
。
罪
止
杖
一
百
。
注
云
。
賎
。
謂
犯
法
之
人
鷹
徴
銅
瞭
。
（
政
事
要

　
　
略
巻
八
二
、
六
七
一
頁
）

　
右
の
「
注
云
」
以
下
は
、
疏
文
で
あ
る
。
前
掲
勘
文
で
は
、
疏
文
に
「
注
云
」
を
冠
し
た
の
は
太
政
官
符
で
あ
る
が
、
こ
の
勘
文
で
は

公
方
自
身
が
疏
文
に
「
注
云
」
を
冠
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
見
た
「
注
云
」
の
用
法
か
ら
考
え
る
と
、
惟
宗
公
方
は
、
「
注
云
」
と
い
う
用
語
に
本
注
と
か
疏
文
と
か
の
特
定
の
意
味
を
持

た
せ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
要
す
る
に
「
注
云
」
の
効
果
は
、
「
注
云
」
を
冠
し
て
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
部
分
が

律
の
本
文
で
な
い
こ
と
（
即
ち
、
本
注
か
疏
文
で
あ
る
こ
と
）
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
又
、
次
の
如
ぎ
引
用
例
が
『
令
集
解
』
各
私

記
に
認
め
ら
れ
る
。

　
　
繹
云
。
（
中
略
）
名
例
律
云
。
錐
不
満
年
。
役
過
四
十
日
者
折
一
年
。
注
云
、
依
令
。
丁
役
四
十
目
。
當
年
課
役
倶
免
者
。
（
賦
役
令

　
　
集
解
・
歳
役
条
、
三
九
一
頁
）

　
　
穴
云
。
（
中
略
）
律
云
。
難
下
司
亦
聴
。
注
云
。
刑
部
諸
國
鷹
追
官
省
人
者
。
（
公
式
令
集
解
・
移
式
条
、
八
一
一
頁
）

　
　
朱
云
。
（
中
略
）
職
制
律
云
。
非
其
人
。
謂
徳
行
乖
僻
。
不
如
畢
状
者
。
又
注
云
。
若
徳
行
元
聞
。
妄
相
推
薦
者
。
一
人
杖
六
十
故
。

　
　
（
戸
令
集
解
・
国
遣
行
条
、
三
二
一
頁
）

　
右
の
「
注
云
」
は
、
何
れ
も
疏
文
で
あ
り
、
「
律
云
」
は
、
す
べ
て
本
注
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
に
お
い
て
は
、
本
注
と
疏
文
と
の
二
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種
の
律
文
を
分
つ
た
め
に
、
疏
文
の
冒
頭
に
「
注
云
」
が
置
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
右
の
よ
う
に
本
注
と
疏
文
と
を
同
時
に
引
用
す
る

場
合
が
、
『
政
事
要
略
』
や
『
法
曹
類
林
』
等
に
お
け
る
公
方
の
律
文
引
用
に
は
見
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
偶
々
公
方
の
律
文
引

用
に
際
し
て
、
そ
の
よ
う
な
場
合
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
も
し
も
、
そ
の
よ
う
な
場
合
が
あ
れ
ば
、
公
方
の
引
用
は
、
や
は
り
右
の

三
例
に
見
ら
れ
る
「
注
云
」
の
用
法
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
処
で
、
公
方
の
「
注
云
」
の
用
法
に
お
い
て
、
そ
れ
が
疏
文
を
意
味
す
る
用
法
は
、
前
述
せ
る
古
記
に
見
ら
れ
る
「
注
云
」
の
用
法
と

同
じ
で
あ
る
。
又
、
そ
れ
が
本
注
を
意
味
す
る
用
法
は
、
次
に
述
べ
る
令
釈
に
見
ら
れ
る
「
注
云
」
の
用
法
と
用
じ
で
あ
る
。
即
ち
、
令

釈
に
お
い
て
、
本
注
部
分
を
「
注
云
」
と
し
て
引
用
す
る
の
は
、
『
令
集
解
』
で
は
、
次
に
掲
げ
る
二
つ
の
例
だ
け
で
あ
っ
て
、
他
は
悉

く
本
文
と
同
じ
く
扱
っ
て
区
別
し
な
い
。

　
　
繹
云
。
捕
亡
律
云
。
凡
部
内
容
止
他
界
逃
亡
浮
浪
者
。
一
人
。
里
長
答
冊
。
注
云
。
経
十
五
日
以
上
者
。
但
於
此
令
経
一
宿
即
坐
。

　
　
（
僧
尼
令
集
解
・
私
度
条
、
二
五
一
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
字
衛
力
）

　
　
繹
云
。
（
中
略
）
依
律
科
者
。
詐
偽
律
。
凡
詐
疾
病
有
所
避
。
杖
一
百
。
自
身
傷
残
。
在
安
反
。
徒
一
年
。
注
云
。
有
所
避
。
元
所
避

　
　
等
。
但
傷
残
得
此
坐
也
。
（
僧
尼
令
集
解
．
焚
身
捨
身
条
、
二
五
五
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
右
の
二
例
は
、
本
文
と
本
注
の
み
を
引
用
し
て
、
疏
文
を
引
用
し
な
い
場
合
で
あ
る
。
も
し
令
釈
が
疏
文
を
も
引
用
し
て
お
れ
ば
、
令

釈
は
そ
の
疏
文
に
「
注
云
」
を
冠
し
て
、
右
の
本
注
に
は
「
注
云
」
を
冠
し
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
即
ち
、
右
の
「
注
云
」
は
、
本

文
と
本
注
と
を
分
つ
為
に
お
か
れ
た
「
注
云
」
で
あ
っ
て
、
純
粋
に
本
注
を
意
味
す
る
「
注
云
」
か
ど
う
か
は
、
な
お
疑
問
で
あ
る
。
こ

の
令
釈
の
「
注
云
」
の
用
法
は
、
公
方
が
本
文
と
本
注
の
み
を
引
用
し
、
疏
文
を
引
用
し
な
い
場
合
、
そ
の
本
注
に
「
注
云
」
を
冠
し

て
、
本
文
と
区
別
し
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
公
方
の
「
注
云
」
の
用
法
に
は
、
伝
統
的
な
も
の
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
「
注
云
」
の
用
法
に
つ
い
て
結
論
を
い
う
な
ら
ば
、
「
注
云
」
の
担
っ
た
役
割
は
、
e
先
ず
二
種
の
律
文
（
①
本
文
と
本
注
、
②
本
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文
と
疏
文
、
③
本
注
と
疏
文
、
④
本
文
・
本
注
と
疏
文
）
を
識
別
す
る
為
の
も
の
で
あ
る
。
口
次
に
「
注
云
」
が
二
種
の
律
文
を
識
別
す
る
為
の

も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
結
果
、
「
注
云
」
は
、
本
注
か
疏
文
か
の
何
れ
か
を
さ
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
異
っ
た
二
者
を

識
別
す
る
と
い
う
「
注
云
」
の
役
割
か
ら
、
更
に
「
注
云
」
を
冠
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
文
が
本
注
も
し
く
は
疏
文
を
さ
し
、
本
文
で

は
な
い
こ
と
を
明
確
に
示
す
為
に
使
用
さ
れ
る
場
合
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
右
の
⇔
の
役
割
を
担
っ
た
「
注
云
」
は
、
次
に
示
す
諸
例
に

認
め
ら
れ
る
。

　
ω
古
記
云
。
（
中
略
）
案
職
制
律
在
外
長
官
條
注
云
。
國
郡
長
官
故
也
。
（
儀
制
令
集
解
・
内
外
官
人
条
、
七
二
八
頁
）

　
②
古
記
云
。
（
中
略
）
案
名
例
律
議
親
條
注
云
。
太
皇
太
后
本
服
七
日
以
上
親
。
皇
后
本
服
一
月
以
上
親
故
。
（
喪
葬
令
集
解
・
服
錫
紆
条
、

　
　
九
五
六
頁
）

　
③
穴
云
。
（
中
略
）
名
例
除
名
條
注
云
。
軒
謂
犯
良
人
妻
妾
。
（
僧
尼
令
集
解
・
観
玄
象
条
、
二
〇
九
頁
）

　
㈲
穴
云
。
（
中
略
）
賊
律
妖
言
條
注
云
。
造
妖
書
及
妖
言
。
（
以
下
略
）
（
僧
尼
令
集
解
．
観
玄
象
条
、
二
〇
八
頁
）

　
⑤
件
云
。
（
中
略
）
檀
興
律
乏
軍
興
條
注
云
。
興
軍
征
討
。
國
之
大
事
云
々
是
也
。
（
職
員
令
集
解
．
大
国
条
、
一
六
四
頁
）

　
右
に
挙
げ
た
諸
例
の
中
、
①
④
㈲
の
「
注
云
」
は
、
具
体
的
に
は
疏
文
を
意
味
し
、
②
③
の
「
注
云
」
は
、
具
体
的
に
は
本
注
を
意
味

す
る
。

　
以
上
に
述
べ
た
惟
宗
公
方
の
律
文
引
用
に
見
ら
れ
る
「
注
云
」
の
性
格
に
関
す
る
結
論
は
、
古
記
に
お
け
る
「
注
云
」
の
用
法
に
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
も
し
一
歩
譲
っ
て
、
そ
れ
が
妥
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
前

述
せ
る
如
く
、
古
記
に
お
け
る
「
注
云
」
は
、
画
一
的
な
呼
称
で
は
な
く
、
少
く
と
も
律
本
文
・
本
注
と
疏
文
と
を
区
別
す
る
為
の
臨
時

的
な
便
法
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
古
記
は
大
宝
律
疏
文
を
引
用
す
る
に
際
し
て

必
ず
し
も
「
注
云
」
と
は
い
わ
な
い
の
に
反
し
て
、
そ
の
疏
文
の
前
に
「
注
云
」
が
冠
せ
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
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「
依
ー
律
」
「
案
ー
律
」
等
と
し
て
必
ず
引
か
れ
て
お
り
、
又
「
注
云
」
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
前
に
「
ー

律
云
」
「
案
ー
律
」
等
と
し
て
必
ず
「
律
」
字
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
大
宝
律
の
疏
文
は
、
「
注
」
で
あ
る
よ
り
も
前

に
、
先
ず
「
律
」
で
あ
る
と
い
う
の
が
古
記
並
び
に
当
代
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
我
々
は
、
大
宝
律
の
疏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
塞
）

文
が
古
記
に
よ
っ
て
「
注
」
と
呼
ば
れ
た
こ
と
よ
り
も
、
そ
れ
が
必
ず
「
律
」
と
呼
ぽ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
と
思
う
。
即
ち
、
右
の

事
実
は
、
次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
唐
に
お
い
て
同
じ
疏
文
の
部
分
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
「
疏
云
」
「
律
疏
云
」
と
し
て
、
律
の
本

文
・
本
注
と
は
全
く
独
立
し
て
引
用
さ
れ
、
且
つ
疏
文
が
「
律
」
と
し
て
引
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
こ
と
と
甚
だ
対
照
的
で
あ
る
。
し
か

も
、
古
記
は
大
宝
律
の
疏
文
を
「
律
」
と
呼
び
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
注
」
と
い
う
が
、
「
疏
」
と
は
決
し
て
言
っ
て
い
な
い
。
大
宝
律

が
唐
の
永
徽
律
疏
を
藍
本
と
し
た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
む
し
ろ
、
そ
の
疏
文
を
そ
の
ま
ま
「
疏
」
と
い
う
場
合
が
あ
っ
て
も
よ
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
事
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
古
記
・
古
答
の
い
う
「
疏
」
「
律
疏
」
の
内

容
が
、
実
は
唐
の
律
疏
で
あ
っ
た
と
い
う
前
述
の
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
併
せ
考
え
る
と
、
古
記
は
大
宝
律
を
唐
の
律
疏
と
は
厳
格

に
区
別
し
、
目
本
律
の
疏
の
部
分
は
、
こ
れ
を
意
識
的
に
「
疏
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
避
け
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
六
　
唐
代
資
料
に
見
え
る
律
文
の
引
用

　
こ
こ
で
、
唐
代
資
料
に
あ
っ
て
は
、
唐
律
及
び
唐
律
疏
は
、
如
何
に
引
用
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
『
冊
府
元
縮
』
、
『
唐
會

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

要
』
、
『
通
典
』
、
『
奮
唐
書
』
等
に
収
載
さ
れ
た
詔
勅
や
上
奏
文
等
に
つ
い
て
確
め
て
お
き
た
い
。
左
に
そ
の
資
料
を
掲
げ
よ
う
。

　
ω
按
職
制
律
。
諸
犯
廟
諄
。
嫌
名
不
坐
。
注
云
。
謂
若
禺
與
雨
。
疏
云
。
謂
聲
同
而
字
異
。
（
冊
府
元
亀
、
巻
三
、
台
湾
中
華
書
局
本
一
の
三

　
　
六
頁
）

　
②
准
律
。
以
賊
入
罪
者
。
除
正
賊
見
在
。
流
死
勿
徴
。
（
同
、
巻
六
一
六
、
同
本
一
三
の
七
四
〇
八
頁
）
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③
准
律
。
柾
法
十
五
匹
已
上
絞
。
律
疏
云
。
部
以
賊
致
罪
頻
犯
者
並
累
科
。
（
旧
唐
書
、
巻
一
六
五
、
中
華
書
局
本
一
三
の
四
…
三
頁
）

　
　
　
　
（
例
律
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
）

　
④
准
名
律
例
。
諸
卒
賊
者
。
皆
俵
犯
庭
當
時
物
償
及
土
絹
佑
。
律
疏
議
日
。
賊
謂
罪
人
所
取
之
舷
。
皆
平
其
債
直
。
（
中
略
）
縦
有
頁
償

　
　
貴
賎
所
佑
不
同
。
亦
依
佑
爲
定
。
（
冊
府
元
亀
、
巻
六
一
六
、
同
本
一
三
の
七
四
一
〇
頁
）

　
⑤
按
名
例
律
。
因
罪
人
以
致
罪
。
若
罪
人
遇
恩
原
減
亦
准
罪
人
原
減
法
。
又
云
。
印
縁
坐
家
口
錐
配
没
。
罪
人
先
死
者
亦
菟
断
棺
。

　
　
（
通
典
、
巻
一
六
九
、
台
湾
新
興
書
局
本
八
九
五
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
叛
力
）

　
㈲
賊
盗
律
云
。
口
陳
欲
反
之
言
。
心
無
眞
實
之
計
。
流
三
千
里
。
疏
云
。
口
陳
欲
反
者
杖
八
十
。
（
同
、
巻
一
六
九
、
同
本
八
九
六
頁
）

　
ω
准
律
。
認
告
謀
反
大
逆
老
斬
。
從
者
絞
。
（
同
巻
一
六
九
、
同
本
八
九
六
頁
）

　
　
　
　
　
　
（
注
）

　
⑧
准
名
例
律
法
云
。
獄
成
。
謂
賊
状
露
験
。
及
爾
書
省
断
詑
未
奏
。
疏
目
。
鍼
謂
所
犯
之
賊
。
見
獲
本
物
。
状
謂
殺
人
之
類
。
得
状
爲

　
　
験
。
（
中
略
）
師
刑
部
覆
詑
未
奏
。
亦
爲
獄
成
。
（
唐
会
要
、
巻
三
九
、
台
湾
世
界
書
局
本
七
一
〇
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

　
⑨
准
律
。
諸
犯
流
鷹
配
者
二
流
倶
役
一
年
。
稗
加
役
流
三
千
里
。
役
三
年
。
役
漏
及
會
赦
菟
役
者
。
印
干
配
所
。
從
戸
口
例
。
（
同
、
巻

　
　
四
一
、
同
本
七
四
〇
頁
）

　
右
に
挙
げ
た
唐
代
資
料
に
見
え
る
律
・
律
疏
の
引
用
法
を
検
討
し
て
み
る
と
、
凡
そ
次
の
如
き
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
e
　
「
准
律
」
「
按
律
」
「
律
云
」
な
ど
と
し
て
引
く
と
き
は
、
一
般
に
律
の
本
文
、
又
は
そ
の
取
意
文
を
引
く
。
ω
図
個
四
㈲
㈲
6り
但
し
、

注
文
を
も
「
准
律
」
な
ど
と
し
て
、
本
文
と
区
別
せ
ず
、
本
文
と
共
に
引
く
場
合
が
あ
る
。
⑨

　
口
　
「
疏
云
」
「
律
疏
議
日
」
な
ど
と
し
て
引
く
と
き
は
、
一
般
に
律
の
疏
文
、
又
は
そ
の
取
意
文
を
引
く
。
O
D
㈲
㈲
圖
但
し
、
稀
に
律

本
文
を
も
「
律
疏
云
」
と
し
て
引
く
こ
と
が
あ
る
。
㈹
こ
の
場
合
は
、
恐
ら
く
「
律
疏
」
な
る
書
物
か
ら
律
本
文
を
引
い
た
為
で
あ
ろ

う
。
（
偶
の
「
律
疏
云
」
以
下
の
文
は
、
断
獄
律
断
罪
引
律
令
条
の
疏
に
「
依
名
例
律
」
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
も
の
と
同
文
で
あ
る
か
ら
、
疏
の
文
と
も
い

え
る
が
、
や
は
り
名
例
律
本
文
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
）
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日
　
「
律
注
云
」
と
し
て
引
く
と
ぎ
は
、
律
の
注
文
、
又
は
そ
の
取
意
文
を
引
く
。
圖

　
以
上
か
ら
明
か
な
如
く
、
唐
代
資
料
に
見
え
る
律
・
律
疏
の
引
用
法
は
、
『
令
集
解
』
や
『
政
事
要
略
』
等
に
見
え
る
我
が
明
法
家
の

日
本
律
の
引
用
法
と
比
べ
て
、
類
似
せ
る
点
も
認
め
ら
れ
る
が
、
又
、
甚
だ
異
な
る
も
の
も
あ
る
。
即
ち
、
唐
に
あ
っ
て
は
、
一
般
に
疏

の
文
を
「
律
」
と
し
て
引
く
こ
と
が
な
く
、
又
「
注
」
と
し
て
も
引
く
こ
と
が
な
い
の
は
、
目
本
の
典
籍
に
屡
々
日
本
律
の
疏
に
当
る
部

分
が
「
律
」
又
は
「
注
」
と
し
て
引
か
れ
る
こ
と
と
大
い
に
異
な
る
。
又
、
唐
代
の
資
料
で
は
、
稀
に
律
の
本
文
を
「
律
疏
」
と
し
て
引

く
場
合
が
あ
る
が
、
『
令
集
解
』
等
の
我
が
典
籍
で
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
先
ず
あ
り
得
な
い
。
又
、
概
し
て
唐
代
の
資
料
で
は
、
律

の
本
文
・
本
注
と
疏
の
文
と
を
区
別
し
て
引
用
し
て
い
る
こ
と
も
、
日
本
に
お
け
る
引
用
法
が
日
本
律
の
本
文
・
本
注
を
「
律
」
と
し
て

引
く
と
同
時
に
、
屡
々
疏
に
当
る
部
分
を
も
「
律
」
と
し
て
引
い
て
、
両
者
を
厳
密
に
区
別
し
て
い
な
い
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
唐
代
資
料
に
見
え
る
唐
律
又
は
唐
律
疏
の
引
用
法
が
目
本
の
典
籍
に
見
え
る
日
本
律
の
引
用
法
と
大
い
に
異
な
る
の
は
、
次
章

で
述
べ
る
如
く
両
者
の
成
立
事
情
が
異
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
唐
代
資
料
に
見
え
る
律
・
律
疏
の
引
用
法
に
関
し
て
、
更
に
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
引
用
文

に
お
い
て
、
「
律
云
」
「
准
律
」
「
疏
云
」
な
ど
と
い
っ
て
お
り
な
渉
ら
、
そ
の
律
文
や
疏
文
を
忠
実
に
引
用
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
文

中
の
語
を
別
字
の
同
義
語
に
改
め
た
り
、
そ
の
文
の
大
意
を
述
べ
た
り
、
又
そ
の
文
を
解
釈
し
た
り
し
て
、
そ
の
原
文
が
引
用
者
に
よ
っ

て
か
な
り
自
由
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ω
の
「
疏
云
。
謂
聲
同
而
字
異
」
は
、
　
『
唐
律
疏
議
』
の
職
制
律
上
書

奏
事
犯
諜
条
で
は
、
「
謂
聲
嫌
而
字
理
殊
。
」
と
あ
っ
て
、
引
用
文
は
原
文
を
分
り
易
く
簡
潔
な
も
の
に
し
て
い
る
。
②
の
「
准
律
。
以
触

入
罪
者
。
除
正
鍼
見
在
。
流
死
勿
徴
。
」
は
、
同
じ
く
『
唐
律
疏
議
』
の
名
例
律
以
賊
入
罪
条
で
は
、
「
諸
以
賊
入
罪
。
正
賊
見
在
者
。
還

官
主
。
已
費
用
者
。
死
及
配
流
勿
徴
。
」
と
あ
っ
て
、
引
用
文
の
「
除
正
賊
見
在
」
は
、
結
局
、
原
文
の
「
已
費
用
者
」
の
意
を
取
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
叛
力
）

別
の
文
に
言
い
換
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
⑥
の
「
疏
云
。
口
陳
欲
反
者
杖
八
十
。
」
は
、
『
唐
律
疏
議
』
の
賊
盗
律
口
陳
欲
反
之
言
条



で
は
、
「
若
有
口
陳
欲
逆
叛
之
言
。
勘
無
眞
實
之
状
。
律
令
臨
無
條
制
。
各
從
不
鷹
爲
重
。
」
と
あ
っ
て
、
引
用
文
は
、
原
文
の
「
不
鷹
爲

重
。
」
を
雑
律
不
応
得
為
条
に
よ
っ
て
解
釈
し
て
「
杖
八
十
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
如
き
例
は
、
唐
代
の
資
料
に
は
屡
々
認

め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
右
に
挙
げ
た
唐
の
律
文
や
律
疏
の
文
の
改
変
は
、
唐
律
や
唐
律
疏
に
関
す

る
別
の
注
釈
書
が
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
引
用
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
引
用
者
が
そ
の
時
々
の
事
情
に
よ
っ
て
、
律
文
や
律
疏
の
文
を
自

由
に
書
き
換
え
て
引
用
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
か
か
る
唐
代
資
料
に
見
え
る
引
用
法
は
、
『
令
集
解
』
等
に
見
え
る
我
が
国
の
明
法
家

に
も
当
然
影
響
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
我
が
明
法
家
が
「
疏
云
」
「
律
疏
云
」
と
し
て
、
唐
の
律
疏
や
日
本
律
の
疏
文
を
引

用
す
る
に
際
し
て
も
、
そ
の
原
文
を
か
な
り
改
変
し
て
引
用
す
る
場
合
が
あ
り
得
る
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
「
疏
」
と
か
「
律
疏
」
と

か
い
う
律
や
律
疏
に
関
す
る
特
別
な
注
釈
書
が
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
引
用
し
た
と
簡
単
に
考
え
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

七
　
日
本
律
の
編
纂

考疏33律

　
我
々
は
第
四
章
及
び
第
五
章
に
お
い
て
、
古
記
は
、
大
宝
律
の
疏
文
を
「
律
」
な
い
し
は
「
注
」
と
呼
び
、
古
記
が
「
疏
」
又
は
「
律
疏
」

と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
唐
の
永
徽
律
疏
を
さ
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
る
に
平
安
時
代
に
入
っ
て
、
従
来
、
唐
律
疏
を
意
味
し
た

「
疏
」
「
律
疏
」
が
次
第
に
目
本
律
の
疏
文
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
又
、
古
記
の
い
う
「
注
云
」
は
、
画
一
的
な
呼
称
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
二
種
の
律
文
を
わ
か
つ
便
宜
的
、
且
つ
臨
時
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
本
来
は
日
本
律
の
本
文
、
本
注
、
疏
文
と
も
に
、
や

は
り
「
律
」
と
言
う
の
が
古
記
に
お
け
る
正
規
の
呼
称
で
あ
っ
た
こ
と
等
々
を
推
測
し
た
。
更
に
第
六
章
に
お
い
て
、
唐
代
資
料
に
見
え

る
律
文
の
引
用
は
、
我
が
国
の
典
籍
に
現
れ
る
日
本
律
の
引
用
法
と
か
な
り
異
な
り
、
律
の
本
文
・
本
注
と
疏
文
と
を
厳
密
に
区
別
し
て

引
用
し
て
い
る
こ
と
等
を
指
摘
し
た
。
か
か
る
古
記
の
有
す
る
意
識
や
そ
の
後
の
推
移
、
又
、
日
唐
に
お
け
る
律
文
引
用
形
態
の
相
違
等

は
、
何
処
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
そ
の
点
に
関
し
て
考
察
を
加
え
た
い
。
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唐
に
お
い
て
、
永
徽
二
年
（
六
五
一
）
に
永
徽
律
が
制
定
さ
れ
、
同
四
年
に
永
徽
律
の
公
権
的
な
注
釈
書
と
し
て
永
徽
律
疏
が
撰
上
さ

れ
た
。
即
ち
、
唐
に
あ
っ
て
は
、
律
と
律
疏
と
は
時
期
を
異
に
し
て
、
夫
々
別
個
に
編
纂
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
唐
の
律
疏
の
文

中
に
は
、
単
に
律
条
の
注
釈
を
述
べ
る
に
止
ま
ら
ず
、
律
文
に
根
拠
な
き
疏
独
自
の
立
言
も
亦
、
存
在
し
た
（
例
え
ば
、
名
例
律
第
九
条
、

　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

第
一
六
条
の
疏
な
ど
）
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
律
疏
の
撰
定
は
、
一
つ
の
立
法
事
業
で
あ
っ
た
。
又
、
こ
の
律
疏
に
は
、
律
の
全
条
文
の

外
に
、
各
篇
目
、
十
悪
自
体
、
八
議
自
体
等
に
も
、
す
べ
て
疏
が
附
せ
ら
れ
た
。
た
だ
五
刑
自
体
に
対
す
る
疏
は
な
い
が
、
こ
れ
は
前
稿

⇔
で
指
摘
せ
る
如
く
、
名
例
律
篇
目
の
疏
の
中
に
、
す
で
に
そ
れ
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
故
に
省
略
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に

大
宝
律
に
お
い
て
は
、
律
本
文
・
本
注
に
当
る
部
分
と
疏
に
当
る
部
分
と
は
同
時
に
編
纂
さ
れ
、
し
か
も
、
養
老
律
で
は
、
各
篇
目
、
五

罪
自
体
、
八
虐
自
体
、
六
議
自
体
に
対
す
る
疏
の
部
分
は
存
在
し
な
い
。
又
、
条
文
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
、
名
例
律
婦
人
有
官
位
条
や

職
制
律
関
契
事
詑
応
輸
納
条
等
に
見
る
如
く
、
疏
が
全
く
附
せ
ら
れ
て
い
な
い
条
文
も
存
在
し
た
。
又
、
疏
の
附
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
に

お
い
て
も
、
唐
の
律
疏
を
継
受
す
る
に
当
っ
て
、
出
来
る
限
り
そ
れ
を
省
略
し
、
簡
素
な
も
の
に
し
よ
う
と
努
力
し
た
形
跡
が
窺
わ
れ

る
。
か
か
る
養
老
律
の
体
裁
は
、
大
宝
律
に
お
い
て
も
、
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
目
本
律
の
疏
文

は
「
律
」
と
い
う
法
典
の
一
部
で
あ
っ
て
、
「
律
疏
」
（
律
文
の
注
釈
）
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
律
条
文
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
、
し
か
も

詳
細
に
そ
れ
を
附
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
周
知
の
如
く
、
我
が
大
宝
律
は
、
永
徽
律
疏
を
藍
本
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
。
養
老
律
も
恐
ら
く
永
徽
律
疏
を
参
酌
し
な
が
ら
、
大
宝
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
補
論
二
）

に
冊
定
の
筆
を
加
え
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
大
宝
・
養
老
両
律
が
共
に
唐
の
律
疏
を
継
受
し
、
唐
の
「
律
疏
」
の
疏
に
相
当

す
る
部
分
を
有
し
な
が
ら
も
、
な
お
、
そ
れ
を
「
（
大
宝
・
養
老
）
律
疏
」
と
は
せ
ず
、
「
（
大
宝
・
養
老
）
律
」
と
し
た
処
に
、
日
本
律
編

纂
の
自
主
性
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
従
っ
て
、
日
本
律
撰
者
が
日
本
律
の
疏
に
当
る
部
分
を
「
疏
」
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
古
記
・
古
答
が
大
宝
律
の
疏
に
当
る
部
分
を
「
律
」
と
い
い
、
又
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
注
」
と
呼
ん
で
、
殊
更
に
「
疏
」
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と
い
う
語
を
避
け
て
い
る
の
は
、
か
か
る
日
本
律
撰
者
の
意
識
を
正
し
く
捉
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
識
は
、
令
釈
等
の
成
立
す
る

延
暦
頃
の
平
安
初
期
に
至
る
ま
で
、
ど
う
や
ら
続
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
処
が
、
前
述
の
如
く
、
穴
記
の
成
立
す
る
頃
か

ら
、
従
来
、
唐
律
疏
を
意
味
し
た
「
疏
云
」
の
用
法
が
曖
昧
と
な
り
、
明
ら
か
に
唐
の
律
疏
を
「
疏
云
」
と
し
な
が
ら
も
、
一
方
、
日
本

律
の
疏
文
を
も
「
疏
云
」
と
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
生
じ
て
く
る
。
か
か
る
穴
記
に
見
ら
れ
る
「
疏
云
」
の
内
容
に
関
す

る
微
妙
な
る
変
化
は
、
養
老
律
の
本
注
を
「
注
云
」
と
し
て
引
く
こ
と
が
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
。
即
ち
、
本
注
を
「
注
云
」
と
し
て
引

用
す
る
と
、
従
来
の
疏
文
と
し
て
の
「
注
云
」
と
区
別
が
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
古
記
、
令
釈
で
は
、
日
本
律
の
本
注
を
「
注

云
」
と
い
う
例
は
少
な
い
の
で
あ
る
が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
本
注
を
さ
し
て
「
注
云
」
と
呼
ぶ
傾
向
が
強
く
な
り
、
そ
れ
と
共
に

養
老
律
の
疏
文
を
「
疏
云
」
と
い
う
よ
う
に
な
る
。
以
上
述
べ
た
「
注
云
」
「
疏
云
」
の
内
容
上
の
変
化
は
、
如
何
な
る
理
由
に
よ
っ
て

生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
、
注
意
す
べ
き
事
実
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
養
老
律
（
大
宝
律
も
亦
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
）
自
体
が
、
本
注
を
称
し
て

「
注
云
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
八
虐
条
不
孝
の
疏
の
部
分
に
、

　
　
本
條
直
云
告
組
父
母
父
母
。
此
注
兼
云
告
言
。
文
錐
不
同
。
其
義
一
也
。

と
見
え
、
養
老
律
は
、
不
孝
の
本
注
を
さ
し
て
、
「
此
注
」
と
称
し
て
い
る
。
又
、
名
例
律
除
名
条
の
疏
の
部
分
に
も
、

　
　
案
賊
律
。
殺
一
家
非
死
罪
三
人
。
注
云
。
奴
脾
家
人
非
。

と
あ
っ
て
、
賊
盗
律
非
死
罪
条
の
本
注
を
「
注
云
」
と
称
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
養
老
律
の
疏
文
の
中
に
お
い
て
、
本
注
を
「
注
云
」

と
し
て
引
用
す
る
の
は
、
養
老
律
伝
存
部
分
だ
け
で
も
、
約
二
十
例
を
数
え
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
母
法
の
唐
律
疏
に
そ
の
よ
う
に
記
さ

れ
た
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
承
け
継
い
だ
結
果
、
生
じ
た
事
例
が
殆
ど
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
名
例
律
叙
法
条
の
疏
の
部
分
に
、
「
注
云
。

後
叙
合
得
八
位
以
上
者
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
養
老
律
が
独
自
に
設
け
た
本
注
を
も
「
注
云
」
と
呼
ぶ
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
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本
律
が
本
注
を
「
注
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
、
一
方
、
日
本
律
の
疏
文
を
同
じ
く
「
注
」
と
称
す
る
古
記
の
編
者
等
に
と
っ
て

は
、
紛
わ
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
古
記
が
日
本
律
の
疏
文
を
な
お
「
注
」
と
し
た
態
度
に
は
、
前
述
の
如
く
日
本
律

の
疏
文
を
「
疏
」
と
し
て
扱
お
う
と
し
な
か
っ
た
日
本
律
撰
者
の
影
響
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
日
本
律
が
唐
の
律
疏
を
継
受
し
な
が
ら

も
、
成
立
し
た
法
典
を
「
律
疏
」
と
は
せ
ず
、
「
律
」
と
し
た
処
に
、
そ
も
そ
も
の
矛
盾
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
何
故
に
日
本
律
の
撰
者
は
、
唐
の
律
疏
を
藍
本
と
し
て
、
制
定
し
た
法
典
を
「
律
疏
」
と
は
せ
ず
、
「
律
」
と
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
「
（
大
宝
．
養
老
）
令
」
に
対
し
て
、
「
律
疏
」
で
は
、
均
衡
を
失
す
る
と
考
え
た
為
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
容
に
最
も
矛

盾
な
く
日
本
律
を
編
纂
す
る
と
す
れ
ば
、
唐
の
如
く
「
（
大
宝
．
養
老
）
律
」
と
「
（
大
宝
．
養
老
）
律
疏
」
と
の
両
者
を
編
纂
す
れ
ば
よ
か

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
簡
潔
を
尚
ぶ
我
が
日
本
律
撰
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
煩
環
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
即
ち
、
唐

の
「
律
疏
」
に
は
、
「
律
」
の
部
分
も
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
律
」
と
「
律
疏
」
と
の
両
者
を
編
纂
す
れ
ば
、
「
律
」
の
部
分
が

重
複
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
日
本
律
の
撰
者
は
、
唐
の
「
律
疏
」
の
如
ぎ
内
容
を
も
つ
法
典
を
編
纂
し
、
し
か
も
そ
れ
を
「
律
」

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
令
」
に
対
す
る
法
典
た
ら
し
め
ん
と
し
た
。
前
述
の
如
く
、
各
篇
目
、
五
罪
等
に
対
す
る
疏
の
部
分
を
削
除

し
た
り
、
名
例
律
婦
人
有
官
位
条
、
職
制
律
関
契
事
詑
応
輸
納
条
等
に
疏
の
部
分
を
置
か
な
か
っ
た
り
、
或
い
は
又
、
疏
に
当
る
部
分
を

出
来
る
限
り
省
略
し
、
簡
素
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
の
も
、
そ
の
努
力
の
現
れ
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
日
本
律
が
唐
律
疏
の
問
答
体
の
部

分
を
平
叙
文
に
改
め
て
い
る
の
も
、
又
、
唐
律
疏
に
存
し
た
「
議
目
」
を
省
い
た
の
も
、
制
定
せ
る
法
典
が
注
釈
的
性
格
を
も
つ
「
律

疏
」
で
は
な
く
、
そ
れ
が
ま
さ
に
「
律
」
法
典
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
日
本
律
編
纂
の
自
主
性
、
独
自
性

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
又
、
そ
れ
故
に
本
注
の
部
分
と
疏
の
部
分
と
の
名
称
に
関
し
て
、
前
述
の
如
ぎ
混
乱
を
生
じ
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
大
宝
律
の
編
纂
期
た
る
奈
良
時
代
前
期
か
ら
古
記
・
古
答
の
編
纂
期
た
る
天
平
十
年
頃
を
経
て
、
令
釈
の
成
立
す
る
平
安
時
代
初

期
に
至
る
約
一
世
紀
は
、
唐
に
対
抗
し
て
、
日
本
の
国
家
意
識
、
民
族
意
識
が
高
揚
し
た
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
、
律
令
の
編
纂
に
当
っ
て
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も
、
日
本
独
自
の
創
意
工
夫
が
あ
っ
て
も
よ
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
意
識
が
濃
厚
で
あ
っ
た
と
す
れ
ぽ
、
前
述
の

律
内
部
に
存
す
る
矛
盾
、
齪
齪
は
、
そ
れ
ほ
ど
顕
在
化
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
唐
と
の
対
抗
意
識
の
薄
れ
た
弘
仁
期
以
降

に
な
る
と
、
こ
の
律
内
部
に
存
す
る
矛
盾
や
齪
鶴
に
明
法
家
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
も
感
じ
て
、
そ
れ
を
解
決
す
る
為
に
、
逆
に
日
本
律
の

本
注
を
本
来
の
意
味
で
の
「
注
」
と
呼
び
、
そ
の
疏
文
を
も
、
あ
か
ら
さ
ま
に
「
疏
」
と
い
う
よ
う
に
な
る
。
唐
の
律
疏
の
文
を
殆
ど
引

く
こ
と
の
な
い
讃
記
や
朱
記
に
至
っ
て
、
そ
の
傾
向
が
一
層
強
く
な
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
私
記
に
お
い
て
は
、
唐
の
律
疏
を
意
識
す
る
こ

と
が
そ
れ
だ
け
稀
薄
で
あ
っ
た
為
で
あ
ろ
う
。
逆
説
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
唐
の
律
疏
を
意
識
す
る
こ
と
が
稀
薄
に
な
っ
た
時
、
日
本

律
令
の
独
自
性
に
対
す
る
意
識
は
失
わ
れ
、
そ
の
律
令
学
も
亦
、
却
っ
て
唐
風
に
化
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
唐
の
律
、
及
び
律
疏
に
対
す
る
意
識
が
稀
薄
に
な
っ
た
時
、
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
事
実
が
認
め
ら
れ
る
。
前
述
の
如
く
、
日
本
律
は
、

奈
良
、
平
安
時
代
に
は
、
単
に
「
律
」
と
の
み
称
し
、
「
律
疏
」
と
は
い
わ
な
か
っ
た
か
ら
、
「
律
疏
」
と
か
「
疏
」
と
か
い
え
ば
、
そ
れ

が
唐
の
律
疏
で
あ
る
こ
と
は
、
奈
良
及
び
平
安
初
期
の
明
法
家
に
と
っ
て
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
古
記
、
古
答
、
令
釈
、
穴

記
等
は
、
唐
律
疏
の
こ
と
を
単
に
「
律
疏
」
「
疏
意
」
「
疏
文
」
「
疏
」
等
と
い
っ
て
、
こ
れ
に
「
唐
」
「
本
」
の
字
を
冠
す
る
こ
と
は
な
い

の
で
あ
る
。
処
が
、
「
律
」
は
日
本
律
だ
け
で
な
く
、
唐
に
も
、
日
本
律
の
母
法
と
な
っ
た
「
律
」
が
存
し
た
か
ら
、
我
が
明
法
家
が
唐
律

を
引
き
合
い
に
出
す
時
に
は
、
「
唐
律
」
「
本
律
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
唐
」
も
し
く
は
「
本
」
字
を
冠
し
て
日
本
律
と
区
別
し
た
。
令
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

は
「
唐
律
」
と
呼
び
、
穴
記
は
「
本
律
」
と
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
（
選
叙
令
集
解
・
職
事
官
患
解
条
、
四
九
六
頁
の
令
釈
、
儀
制
令
集
解
・
内
外

官
人
条
、
七
二
七
頁
の
穴
記
等
）

　
処
が
、
穴
記
に
は
、
次
の
如
き
文
が
見
え
る
。

　
　
穴
云
。
（
中
略
）
令
心
。
少
納
言
不
預
也
。
故
律
只
稽
闇
司
也
。
依
本
律
。
監
諸
門
管
鑑
。
然
則
衛
府
即
請
進
。
少
納
言
無
預
知
。

　
　
（
職
員
令
集
解
・
中
務
省
条
、
六
四
頁
）
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右
の
「
本
律
」
は
、
次
に
掲
げ
る
唐
の
衛
禁
律
奉
勅
夜
開
宮
殿
門
条
の
疏
文
を
意
味
し
、
少
納
言
が
管
鑑
の
請
進
に
関
知
し
な
い
こ
と

の
根
拠
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
依
監
門
式
。
受
勅
人
具
録
須
開
之
門
。
井
入
出
人
帳
。
宣
勅
途
中
書
。
中
書
宣
途
門
下
。
其
宮
内
諸
門
城
門
。
部
與
見
直
諸
衛
。
及

　
　
監
門
大
將
軍
。
將
軍
。
中
郎
將
。
郎
將
。
折
衝
。
果
毅
内
各
一
人
。
倶
詣
閤
覆
奏
。
御
注
聴
。
師
請
合
符
門
鎗
。
監
門
官
司
。
先
嚴

　
　
門
杖
。
所
開
之
門
内
外
。
並
立
隊
燃
炬
火
。
封
勘
符
合
。
然
後
開
之
。

　
又
公
式
令
集
解
・
便
奏
式
条
（
七
九
五
頁
）
所
引
の
穴
記
に
も
、
「
又
案
本
律
監
門
式
知
耳
。
」
と
見
え
る
が
、
こ
の
「
本
律
監
門
式
」
も
、

「
唐
律
お
よ
び
監
門
式
」
の
意
で
は
な
く
、
「
唐
律
疏
に
見
え
る
監
門
式
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
前
掲
の
唐
衛
禁
律
に
見
え
る
監
門
式

　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
外
に
も
、
穴
記
に
は
、
唐
の
律
疏
の
文
を
意
味
す
る
「
本
律
」
な
る
語
が
若
干
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
穴
記
は
、
唐
律
疏
を
称
し
て
「
律
疏
」
と
い
っ
た
り
、
「
本
律
」
と
い
っ
た
り
す
る
。
そ
れ
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
推
察
す
る
に
、

古
記
・
古
答
の
成
立
時
期
か
ら
令
釈
の
成
立
時
期
ま
で
は
、
唐
律
疏
と
同
じ
内
容
を
も
つ
法
典
を
「
律
」
と
し
た
処
に
、
目
本
律
編
纂
の

独
自
性
が
あ
る
と
い
う
意
識
が
ま
だ
残
っ
て
い
た
。
い
う
な
れ
ば
、
唐
律
と
唐
律
疏
と
は
別
個
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
ま
だ
存
在

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
古
記
・
古
答
や
令
釈
で
は
、
「
本
（
唐
）
律
」
と
「
律
疏
・
疏
」
と
は
、
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
。
し

か
る
に
穴
記
の
成
立
頃
に
は
、
唐
に
対
す
る
対
抗
意
識
が
次
第
に
稀
薄
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
「
本
律
」
と
い
う
呼
称
が
、
疏
文
相
当
の
部

分
を
も
「
律
」
と
称
す
る
日
本
律
の
呼
称
に
影
響
さ
れ
て
、
唐
律
の
み
な
ら
ず
唐
律
疏
の
疏
文
を
も
意
味
す
る
も
の
に
変
化
し
た
と
い
う

こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
方
、
目
本
律
の
疏
文
を
さ
し
て
「
疏
」
と
い
う
唐
風
な
言
い
方
は
、
前
述
の
如
く
穴
記
か
ら
始
ま
る
。
こ
の

よ
う
に
、
穴
記
に
お
い
て
は
、
日
唐
夫
々
の
律
の
呼
称
が
相
互
に
影
響
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
令
集
解
』
に
お
い
て
、
唐
律
・
唐

律
疏
を
直
接
引
用
す
る
の
は
、
大
体
穴
記
ま
で
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
の
朱
記
、
讃
記
、
伴
記
な
ど
に
は
、
唐
律
・
唐
律
疏
を
殆
ど
見
出
す

こ
と
は
出
来
な
い
。
律
集
解
の
成
立
以
後
は
、
唐
律
・
唐
律
疏
を
そ
れ
ら
の
原
典
か
ら
直
接
引
用
す
る
こ
と
は
な
く
、
唐
律
・
唐
律
疏
の



考疏39律

引
用
は
、
恐
ら
く
律
集
解
か
ら
の
所
謂
孫
引
き
が
殆
ど
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
日
唐
律
の
呼
称
法
が
相
互
に
影
響
し
合
っ
た

の
は
、
穴
記
が
最
初
に
し
て
、
最
後
で
あ
り
、
惟
宗
允
亮
・
允
正
の
頃
か
ら
唐
風
の
「
ー
律
云
。
1
。
注
云
。
1
。
疏
云
。
1
。
」

と
い
う
律
文
呼
称
法
が
支
配
的
と
な
る
。
こ
れ
即
ち
、
日
本
律
編
纂
の
当
初
の
意
図
が
忘
れ
去
ら
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
日
本
律
編
纂
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
補
論
三
）

意
図
が
全
く
意
識
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
証
す
る
史
料
と
し
て
は
、
鎌
倉
時
代
の
次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
①
名
例
律
云
。
八
虐
。
六
日
大
不
敬
。
注
云
。
謂
段
大
杜
。
及
盗
大
祀
紳
御
之
物
。
疏
云
。
紳
御
者
。
謂
大
幣
者
。
大
杜
紳
寳
亦
同
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
廟
）
　
、
　
、
　
（
太
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
廟
）

　
　
（
中
略
）
唐
律
太
廟
條
疏
云
。
大
者
大
也
。
廟
者
貞
也
。
言
皇
祀
神
主
在
中
。
故
名
太
廟
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
②
賊
盗
律
云
。
殿
佛
像
者
。
徒
三
年
。
菩
薩
減
一
等
。
疏
云
。
化
生
紳
王
之
類
。
若
殿
損
者
。
各
令
修
復
。
（
中
略
）
唐
名
例
律
大
逆
條

　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
　
疏
云
。
宗
者
尊
也
。
廟
者
東
也
。
刻
木
爲
主
。
敬
象
奪
容
。
置
之
宮
室
。
以
時
祭
享
。
故
日
宗
廟
。

　
右
に
挙
げ
た
史
料
の
ω
は
、
『
後
愚
昧
記
』
、
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）
六
月
五
日
条
に
見
え
る
明
法
博
士
中
原
章
世
の
勘
文
で
あ
り
、
②

は
、
書
陵
部
蔵
『
八
幡
宮
関
係
文
書
』
第
二
六
冊
「
宇
佐
八
幡
宮
炎
上
次
第
」
に
見
え
る
延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）
四
月
十
一
日
の
明
法

博
士
中
原
章
文
、
同
中
原
明
澄
の
勘
文
で
あ
る
。
右
の
唐
律
疏
は
、
恐
ら
く
律
集
解
か
ら
の
引
用
で
あ
ろ
う
が
、
右
文
の
中
で
、
日
唐
律

文
の
「
疏
云
」
が
併
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
律
法
典
に
お
け
る
「
疏
」
の
有
す
る
意
義
が
両
者
と
も
同
質
な
も
の
と
し
て
、
即
ち
注
釈

的
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
当
時
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
唐
の
律
疏
を
引
用
す
る
際
に
は
、
そ
の
引

用
文
に
「
唐
」
字
を
冠
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
来
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
先
に
我
々
は
、
日
本
律
の
疏
文
を
「
注
」
と
い
う
古
記
以
来
の
呼
称
を
め
ぐ
っ
て
、
す
で
に
日
本
律
の
編
纂
に
お
い
て
、
「
律
疏
」
の

内
容
を
も
つ
も
の
を
「
律
」
と
し
た
処
に
、
そ
も
そ
も
の
矛
盾
が
内
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
も
う
一
つ
留
意
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
吉
田
孝
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
事
で
あ
る
が
、
『
唐
律
疏
議
』
で
は
名
例
律
の
条
数
に
数
え
ら
れ

て
い
る
部
分
、
即
ち
五
罪
・
八
虐
・
六
議
を
養
老
律
で
は
名
例
律
の
条
数
か
ら
除
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
五
罪
・
八
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虐
・
六
議
の
部
分
が
名
例
律
の
条
文
数
か
ら
除
か
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
養
老
名
例
律
の
写
本
に
お
い
て
、
六
議
の
「
六
日
議
貴
」
と
議

条
と
の
間
に
「
名
例
律
第
一
」
と
あ
っ
て
、
名
例
律
は
議
条
か
ら
始
ま
る
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
考
え
れ
ば
、
五
罪
以

下
の
部
分
は
、
名
例
律
そ
の
も
の
に
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
と
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
『
本
朝
法
家
文
書
目
録
』
に
「
律
一
部
十
巻
＋
三

篇
」
と
あ
り
、
又
、
神
祇
令
集
解
・
天
神
地
祇
条
（
一
九
六
頁
）
所
引
の
穴
記
一
云
に
「
律
目
録
篇
」
な
る
語
が
見
え
る
の
は
、
こ
の
部
分

を
名
例
律
か
ら
除
い
て
、
律
の
一
篇
と
し
て
数
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
重
要
な
こ
と
は
、
養
老
律
そ
の
も
の
に
お
い

て
、
す
で
に
こ
の
部
分
が
名
例
律
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
名
例
律
七
十
以
上
条
の
疏
文
に
、

　
　
又
例
云
。
殺
一
家
三
人
。
爲
不
道
。

　
又
、
賊
盗
律
厭
魅
条
の
疏
文
に
、

　
　
謂
。
錐
直
求
愛
媚
。
便
得
罪
。
重
於
盗
服
御
之
物
。
准
例
。
亦
八
虐
。
罪
無
首
從
。

等
と
あ
っ
て
、
右
の
「
例
云
」
「
准
例
」
の
「
例
」
は
、
明
か
に
名
例
律
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
少
く
と
も
八
虐
は
、
養
老
律
内
部
に
お
い

て
は
、
名
例
律
と
し
て
の
扱
い
を
う
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
右
の
「
例
云
」
「
准
例
」
は
、
前
述
の
養
老
律
の
疏
文
に
見
え
る
「
注
」
と

同
様
、
唐
の
律
疏
の
文
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
が
故
に
、
そ
の
よ
う
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
以
上
述
べ
た
事
柄
は
、
大
宝
律
に

お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
日
本
律
に
あ
っ
て
は
、
す
で
に
そ
の
編
纂
当
初
か
ら
、
そ
の
内
部
に
矛
盾
を
孕
ん
で
い
た

と
い
え
よ
う
。
即
ち
、
古
記
に
お
い
て
は
、
「
案
名
例
律
議
親
條
注
云
。
」
（
喪
葬
令
集
解
・
服
錫
綜
条
、
九
五
六
頁
）
及
び
「
名
例
謀
反
條
國

家
。
」
（
僧
尼
令
集
解
・
観
玄
象
条
、
二
〇
七
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
八
虐
・
六
議
条
は
、
す
で
に
名
例
律
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
何
故
に
、
こ
の
五
罪
・
八
虐
・
六
議
の
部
分
が
日
本
律
の
体
裁
上
、
名
例
律
か
ら
除
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に

関
す
る
我
々
の
考
え
は
、
ま
だ
熟
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
強
い
て
臆
測
す
る
な
ら
ば
、
一
応
次
の
如
く
で
あ
る
。
即
ち
、
日
本
律
編

纂
の
際
、
前
述
の
如
く
藍
本
た
る
唐
の
「
律
疏
」
の
疏
に
当
る
部
分
を
出
来
る
限
り
削
除
し
た
た
め
に
、
こ
の
五
罪
・
八
虐
・
六
議
の
部



分
は
、
極
端
に
分
量
が
減
っ
て
、
一
見
、
表
の
如
き
も
の
と
な
り
、
議
条
以
下
の
名
例
律
と
は
、
そ
の
体
裁
が
や
や
異
な
る
も
の
に
な
っ

た
こ
と
、
又
、
元
来
こ
の
部
分
は
、
晴
唐
以
前
の
中
国
歴
代
王
朝
の
律
で
は
、
主
と
し
て
「
刑
名
律
」
（
刑
罰
の
名
称
や
そ
の
種
類
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
31
）

通
則
的
規
定
）
の
部
分
に
当
り
、
議
条
以
下
の
「
法
例
律
」
（
刑
罰
の
適
用
に
関
す
る
通
則
的
規
定
）
の
部
分
と
は
別
に
扱
わ
れ
た
よ
う
に
、
同

じ
名
例
律
の
部
分
に
あ
っ
て
も
、
議
条
以
下
と
は
そ
の
性
質
を
か
な
り
異
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
こ
と
等
が
考
慮
さ
れ
、
し
か
も
、

そ
れ
に
加
え
て
我
が
法
典
の
独
自
性
を
明
示
せ
ん
が
為
に
、
法
典
の
体
裁
と
し
て
は
、
名
例
律
か
ら
除
外
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
即
ち
、
名
例
律
の
意
味
は
、
そ
の
篇
目
疏
に
「
名
者
五
刑
之
罪
名
。
例
者
五
刑
之
農
例
。
」
と
あ
り
、
又
、
名
例
律
の
変
遷
も
篇
目

疏
の
中
に
説
明
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
日
本
律
の
撰
者
は
、
名
例
律
の
意
味
や
由
来
を
当
然
承
知
し
て
い
た
筈
で
あ
る
。
こ
れ
を
知
り
な
が

ら
、
あ
え
て
名
例
律
の
「
名
」
の
部
分
、
即
ち
五
罪
・
八
虐
・
六
議
を
名
例
律
の
枠
か
ら
は
ず
し
た
処
に
、
日
本
律
撰
者
の
律
編
纂
に
対

す
る
意
識
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、
こ
の
部
分
が
目
本
律
編
纂
当
初
か
ら
す
で
に
矛
盾
し
た
も
の
と
し
て
存

在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
日
本
律
の
撰
者
は
、
唐
の
律
令
法
典
を
そ
の
ま
ま
継
受
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
出
来
る
限
り

創
意
工
夫
を
こ
ら
す
よ
う
努
力
し
た
跡
が
窺
わ
れ
る
が
、
か
か
る
努
力
の
為
に
、
却
っ
て
元
来
精
緻
な
体
系
を
も
つ
「
律
」
な
る
法
典
の

内
容
・
体
裁
に
矛
盾
、
齪
齢
を
来
す
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
又
、
唐
律
疏
の
体
裁
を
変
更
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
前
述
の
如
き

矛
盾
、
齪
齪
に
関
し
て
、
当
時
の
日
本
律
撰
者
は
、
余
り
深
い
思
慮
を
め
ぐ
ら
さ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
で
は
な
か
ろ
う
か
。

疏考41律

八
　
結
　
語

　
前
章
ま
で
に
述
べ
た
処
を
こ
こ
に
要
約
す
る
な
ら
ば
、
古
記
・
古
答
に
お
い
て
は
、
日
本
律
の
疏
に
当
る
部
分
を
基
本
的
に
は
「
律
」

と
し
て
認
識
し
、
便
宜
的
に
は
、
こ
れ
を
「
注
」
と
し
て
扱
い
、
殊
更
に
そ
の
部
分
に
対
し
て
「
疏
」
と
い
う
言
い
方
を
避
け
て
来
た
。

こ
の
古
記
・
古
答
の
律
文
引
用
の
方
法
は
、
大
宝
律
写
本
の
書
式
に
よ
る
影
響
も
あ
ろ
う
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
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わ
れ
る
。
究
極
的
に
は
、
日
本
律
が
唐
の
律
疏
を
継
受
し
な
が
ら
も
、
な
お
成
立
し
た
法
典
を
さ
し
て
「
律
」
と
称
し
、
「
律
疏
」
と
は
呼

ば
な
か
っ
た
こ
と
に
こ
そ
、
そ
れ
は
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
古
記
・
古
答
が
日
本
律
の
疏
文
に
当
る
部
分
を
さ
し
て
、
「
疏
」
と
い

う
言
い
方
を
意
識
的
に
避
け
て
来
た
と
い
う
こ
と
は
、
裏
を
か
え
せ
ば
、
「
疏
」
と
か
「
律
疏
」
と
か
い
う
語
は
、
当
時
、
唐
の
律
疏
を
さ

す
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
疑
い
を
抱
か
し
め
る
。
事
実
、
僅
か
な
事
例
で
は
あ
る
が
、
古
記
・
古
答
に
見
ら
れ
る
「
疏
」

「
律
疏
」
の
内
容
は
、
悉
く
唐
の
律
疏
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
意
識
は
、
古
記
・
古
答
か
ら
令
釈
、
跡
記
く
ら
い
ま
で
は
存
在
し
た
よ

う
で
あ
る
。
し
か
し
、
穴
記
に
な
る
と
、
「
疏
」
に
は
明
か
に
唐
の
律
疏
を
さ
す
も
の
と
、
一
方
、
日
本
律
の
疏
文
を
意
味
す
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
疑
わ
し
い
も
の
が
現
れ
、
更
に
時
代
の
下
っ
た
讃
記
や
朱
記
に
な
る
と
、
「
疏
」
と
い
え
ば
、
日
本
律
の
疏
文
の
み
を
さ

す
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
讃
記
や
朱
記
に
お
い
て
も
、
な
お
依
然
と
し
て
目
本
律
の
疏
文
を
「
注
云
」
と
し
て
引
用
す
る
例
の
方
が
多

い
か
ら
、
古
記
・
古
答
の
律
文
引
用
法
は
、
後
代
の
『
令
集
解
』
諸
家
に
至
る
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
而
し
て
、

右
の
『
令
集
解
』
諸
家
に
見
ら
れ
る
律
文
引
用
の
態
度
の
変
化
は
、
当
時
の
目
本
と
中
国
と
の
国
際
的
な
関
係
の
推
移
と
無
縁
で
は
な
か

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
平
安
時
代
の
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
至
っ
て
は
、
「
疏
」
「
律
疏
」
な
る
語
の
意
味
は
、
更
に
変
化
し
、
唐
の
律
疏
と
か
日
本
律

の
疏
文
と
か
い
う
特
定
の
公
権
的
な
注
釈
を
意
味
す
る
固
有
名
詞
の
外
に
、
広
く
律
に
関
す
る
注
釈
と
い
う
一
般
的
な
意
味
を
も
つ
普
通

名
詞
と
し
て
も
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
『
法
曹
至
要
抄
』
に
見
ら
れ
る
「
疏
」
は
、
な
お
日
本
律
の
疏
文
を
指
す
も
の
で
あ
る
が
、

次
に
掲
げ
る
平
安
時
代
後
期
の
史
料
、
即
ち
『
中
右
記
』
、
永
久
二
年
（
】
一
一
四
）
六
月
四
日
条
に
引
か
れ
る
「
疏
云
」
は
、
従
来
の
意

味
と
は
す
で
に
異
っ
て
い
る
。

　
　
四
日
、
早
且
從
内
退
出
。
（
中
略
）
近
曾
有
責
佛
像
者
。
件
事
一
部
律
中
。
巳
無
罪
條
。
循
労
相
尋
之
塵
。
大
藏
録
成
國
勘
申
云
。
五

　
　
百
問
事
経
云
。
問
。
費
佛
像
有
何
罪
。
答
。
同
責
父
母
。
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付
件
経
文
。
案
之
。
賊
盗
律
。
費
二
等
卑
幼
條
。
律
義
云
。
疏
云
。
費
租
父
母
。
合
從
何
断
。
答
。
同
租
父
母
殴
。
合
断
刑
。
然

　
　
　
者
内
外
道
難
差
。
科
断
法
惟
同
。
循
無
問
得
財
之
多
少
。
全
可
庭
至
極
之
斬
刑
殿
。
件
経
文
尤
叶
法
律
也
。
爲
備
後
堕
。
所
記
置

　
　
　
也
。
（
史
料
大
成
本
四
の
三
一
三
頁
）

　
右
の
文
に
よ
れ
ば
、
仏
像
を
売
る
罪
は
、
律
文
中
に
見
え
な
い
の
で
、
大
蔵
録
成
国
な
る
者
に
そ
の
罪
を
勘
申
せ
し
め
た
処
、
経
典
を

引
い
て
、
そ
れ
は
父
母
を
売
る
罪
に
同
じ
で
あ
る
と
答
え
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
『
中
右
記
』
の
著
者
は
、
父
母
を
売
る
罪
が
ど
う
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
殿
租
父
母
力
）

る
か
を
知
る
為
に
、
賊
盗
律
の
売
二
等
卑
幼
条
に
存
す
る
コ
買
租
父
母
。
合
從
何
断
。
答
。
同
租
父
母
殴
。
合
断
刑
。
」
な
る
注
釈
を

「
疏
云
」
と
し
て
こ
こ
に
引
く
の
で
あ
る
。
こ
の
『
中
右
記
』
の
文
に
は
、
不
可
解
な
点
が
多
く
あ
る
。
先
ず
仏
像
を
売
る
罪
が
律
に
は

存
在
し
な
い
と
い
う
が
、
仏
像
を
売
る
た
め
に
は
そ
れ
を
盗
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
養
老
賊
盗
律
仏
像
条
を
適
用
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
次
に
祖
父
母
を
売
る
罪
は
、
左
に
掲
げ
る
賊
盗
律
の
売
二
等
卑
幼
条
の
「
其
責
鯨
親
者
。
各
從
凡
人
和
略
法
。
」
を
そ
の
ま
ま
適
用

す
れ
ば
よ
い
。
し
か
る
に
、
『
中
右
記
』
の
文
は
、
「
案
之
」
と
し
て
、
前
述
の
如
く
、
「
疏
」
な
る
文
を
引
い
て
、
祖
父
母
を
売
る
罪
は
、

祖
父
母
を
殴
る
罪
に
同
じ
で
あ
る
と
す
る
。
処
で
、
賊
盗
律
当
該
条
は
、
次
に
掲
げ
る
如
く
、
日
唐
で
夫
々
若
干
、
文
を
異
に
す
る
。

　
　
凡
賞
二
等
卑
幼
及
兄
弟
孫
。
外
孫
爲
奴
蝉
者
。
徒
二
年
牛
。
子
孫
者
徒
一
年
。
印
和
責
者
。
各
減
一
等
。
其
責
鯨
親
者
。
各
從
凡
人

　
　
和
略
法
。
（
養
老
律
）

　
　
諸
略
費
期
親
以
下
卑
幼
爲
奴
蝉
者
。
並
同
闘
殿
殺
法
。
（
本
注
略
）
部
和
費
者
。
各
減
一
等
。
其
費
鯨
親
者
。
各
從
凡
人
和
略
法
。

　
　
（
唐
律
）

　
右
に
み
る
如
く
、
日
唐
律
何
れ
に
せ
よ
、
前
掲
の
「
疏
云
」
以
下
の
如
き
文
は
見
え
な
い
。
又
、
日
本
律
の
疏
文
、
唐
律
の
疏
文
に
も
、

そ
れ
は
存
在
し
な
い
。
祖
父
母
は
、
唐
律
に
い
う
「
期
親
以
下
卑
幼
」
に
は
当
ら
ぬ
が
、
た
だ
唐
律
で
は
、
期
親
以
下
の
卑
幼
を
略
売
し

て
奴
蝉
と
す
る
罪
は
、
そ
れ
ら
を
闘
殴
殺
し
た
罪
に
同
じ
で
あ
る
と
規
定
す
る
か
ら
、
或
い
は
、
唐
律
当
該
条
の
注
釈
の
一
説
に
、
『
中
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（
32
）

右
記
』
の
引
く
「
疏
云
」
の
如
き
説
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
結
論
を
い
え
ば
、
右
の
『
中
右
記
』
の
「
疏
云
」
は
、
宋
、
張
、
簡
、

曹
等
の
唐
儒
の
一
説
を
『
中
右
記
』
の
著
者
が
こ
こ
に
引
い
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即
ち
、
間
題
と
す
べ
き
は
、
「
賊
盗
律
。
売
二

等
卑
幼
条
。
律
義
云
。
疏
云
。
」
と
い
う
言
い
方
で
あ
る
。
右
の
「
律
義
」
と
は
、
「
律
文
の
意
味
」
「
律
文
の
趣
旨
」
と
い
う
よ
う
な
意

味
で
あ
ろ
う
。
唐
儒
の
宋
、
張
、
簡
、
曹
等
の
学
説
を
転
載
注
記
し
た
養
老
律
写
本
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
『
中
右
記
』
の
著
者
は
恐
ら
く

こ
の
よ
う
な
簡
便
な
注
釈
書
か
ら
唐
儒
の
一
説
を
「
疏
云
」
と
し
て
抜
き
出
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
と
に
か
く
、
『
中
右
記
』
の
著
者
の

律
に
関
す
る
理
解
の
程
度
は
余
り
高
い
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
か
か
る
著
者
が
、
『
疏
』
な
る
律
に
関
す
る
特
別
の
注
釈
書
、
或
い
は
又
、

律
集
解
の
如
き
大
部
な
注
釈
書
を
所
持
し
て
、
そ
れ
ら
か
ら
直
接
、
右
の
文
を
引
用
し
た
と
は
先
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
こ

の
『
中
右
記
』
の
い
う
「
疏
」
は
、
律
に
関
す
る
注
釈
の
一
説
と
い
う
く
ら
い
の
意
味
で
あ
っ
て
、
従
来
使
用
さ
れ
て
い
た
唐
の
律
疏
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
補
論
四
）

い
し
は
日
本
律
の
疏
文
と
い
う
如
き
特
定
の
意
味
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
か
か
る
意
味
に
使
用
さ
れ
る
「
疏
」
「
律
疏
」
は
、
鎌
倉
時
代
の
末
期
、
中
原
章
任
撰
の
『
金
玉
掌
中
抄
』
に
も
亦
、
見
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。
即
ち
、
次
に
掲
げ
る
通
り
で
あ
る
。

　
　
一
五
刑
事
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
楚
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
楚
）

　
　
　
答
厨
東
方
。
刑
禁
新
成
。
所
以
其
答
亦
細
。
故
配
東
方
。
杖
属
南
方
。
刑
禁
長
大
。
其
杖
亦
大
。
故
配
南
方
。
（
中
略
）
中
央
是

　
　
　
土
。
葬
於
土
。
故
配
中
央
。

　
　
　
　
已
上
。
律
疏
文
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
群
書
類
従
本
六
の
六
一
頁
）

　
右
の
文
は
、
日
本
律
の
疏
文
に
も
唐
の
律
疏
の
文
に
も
見
え
ず
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
文
が
『
政
事
要
略
』
巻
八
二
（
国
史
大
系
本
六
四

四
・
六
四
五
頁
）
所
載
の
古
答
の
文
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
『
政
事
要
略
』
の
古
答
は
、
惟
宗
允
亮
が
律
集
解
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
る

か
ら
、
右
の
「
律
疏
文
」
も
、
章
任
が
律
集
解
か
ら
古
答
の
文
を
こ
こ
に
引
い
て
、
そ
れ
を
「
律
疏
文
」
と
称
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
章
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任
が
『
律
疏
』
と
い
う
名
の
日
本
律
な
い
し
は
唐
律
の
特
別
な
注
釈
書
を
所
持
し
て
、
そ
れ
か
ら
直
接
引
用
し
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な

い
。
『
金
玉
掌
中
抄
』
に
は
、
更
に
次
の
如
き
文
も
見
え
る
。

　
　
一
關
入
罪
事
。

　
　
　
衛
禁
律
疏
云
。
以
不
可
入
之
身
。
入
公
門
井
大
杜
門
者
也
。
御
在
所
者
絞
。
持
佼
老
斬
。
迷
誤
者
不
坐
。
太
上
天
皇
門
亦
同
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
群
書
類
従
本
六
の
五
五
頁
）

　
右
の
「
衛
禁
律
疏
」
の
文
も
亦
、
明
か
に
唐
の
律
疏
や
養
老
律
の
疏
文
を
引
い
た
も
の
で
は
な
く
、
養
老
衛
禁
律
聞
入
大
社
門
条
を
注

釈
し
た
諸
家
の
一
説
を
引
い
た
も
の
で
あ
り
、
や
は
り
こ
れ
も
律
集
解
か
ら
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
『
中
右
記
』
や
『
金
玉
掌
中
抄
』
の
「
疏
」
「
律
疏
」
は
、
律
の
注
釈
の
一
説
と
い
う
一
般
的
な
名
辞
を
意
味
す

る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
注
釈
は
、
恐
ら
く
単
に
律
集
解
等
の
一
説
を
孫
引
き
し
て
、
そ
れ
を
そ
の
よ
う
に
呼
ん
だ
に
す
ぎ
な

い
。
し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
「
疏
」
な
る
用
語
は
、
元
来
「
注
釈
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
言
葉
な
の
で
あ
る
か
ら
、
律
令
学
が
衰
頽
し

た
平
安
時
代
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
そ
れ
が
永
徽
律
疏
と
か
日
本
律
の
疏
文
と
か
と
い
う
特
定
の
公
権
的
注
釈
を
意
味
す
る
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

か
ら
、
再
び
広
く
注
釈
と
い
う
莫
然
と
し
た
一
般
的
な
意
味
を
も
つ
語
に
転
化
し
、
使
用
さ
れ
る
の
は
、
蓋
し
当
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
平
安
時
代
末
期
に
成
立
し
た
と
い
わ
れ
る
『
法
曹
至
要
抄
』
に
、
な
お
日
本
律
の
疏
文
を
意
味
す
る
「
疏
」
な
る
語
の
使
用
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
も
、
「
律
疏
」
「
疏
」
と
い
う
用
語
は
、
律
の
注
釈
と
い
う
一
般
的
な
名
辞
を
意
味
す
る
以
外

に
、
な
お
日
本
律
の
疏
文
と
い
う
意
味
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
即
ち
、
次
に
掲
げ
る
『
金
玉
掌
中
抄
』
の
「
疏
云
」
は
、
明
か

に
断
獄
律
応
議
請
減
老
小
条
の
疏
文
で
あ
る
。

　
　
一
衆
護
事
。

　
　
　
名
例
律
云
。
（
中
略
）
断
獄
律
疏
云
。
同
居
若
三
等
已
上
親
及
外
租
父
母
。
外
孫
。
孫
之
婦
。
若
夫
之
兄
弟
及
兄
弟
之
妻
及
家
人
奴
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脾
得
爲
主
隠
。
（
以
下
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
群
書
類
従
本
六
の
五
九
頁
）

　
又
、
『
孕
戸
記
』
、
寛
元
三
年
（
二
西
五
）
四
月
十
五
日
条
の
藤
原
定
嗣
の
言
に
は
、

　
　
律
疏
云
。
謂
殿
内
。
凡
闘
相
殿
不
傷
。
合
徒
一
年
者
。
（
史
料
大
成
本
九
四
頁
）

と
あ
っ
て
、
「
徒
一
年
」
と
い
う
科
刑
に
よ
り
、
右
の
「
律
疏
」
が
養
老
闘
訟
律
於
宮
内
念
争
条
の
疏
文
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
更

に
室
町
時
代
に
な
っ
て
も
、
一
条
兼
良
は
、
そ
の
著
『
法
曹
至
要
妙
解
』
に
お
い
て
、
日
本
律
の
疏
文
を
引
く
時
は
「
律
疏
云
」
「
疏
云
」

と
し
て
引
き
、
唐
の
律
疏
を
引
く
際
に
は
、
「
唐
律
疏
云
」
と
い
う
よ
う
に
必
ず
「
唐
」
字
を
冠
し
て
記
し
て
い
る
。
こ
れ
も
、
「
律
疏
」

な
る
語
が
当
時
、
目
本
律
の
疏
文
を
意
味
す
る
語
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
区
別
し
た
為
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
『
李
戸

記
』
、
『
法
曹
至
要
砂
解
』
が
養
老
律
の
疏
文
の
一
部
を
「
律
疏
云
」
と
し
て
引
用
す
る
こ
と
か
ら
、
後
世
、
日
本
律
と
い
う
法
典
そ
の
も

の
を
「
律
疏
」
と
か
「
律
疏
残
篇
」
と
か
称
す
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
律
を
唐
の
律
疏
と
同
じ
性
格
を
有
す
る
法
典
と
し
て
認
識
す
る
に

至
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
「
律
疏
」
な
る
語
の
意
義
の
変
遷
に
つ
い
て
、
縷
々
述
べ
て
来
た
。
そ
れ
は
日
本
律
成
立
当
初
か
ら
平
安
時
代
初
期
ま
で
は
、

唐
（
永
徽
）
の
律
疏
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
や
が
て
、
日
本
律
の
疏
文
の
意
と
も
な
り
、
更
に
平
安
時
代
後
期
に
は
、

律
に
関
す
る
不
特
定
の
注
釈
と
い
う
意
味
に
ま
で
変
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
も
平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
・
室
町
時
代
に
か
け
て
は
、

そ
れ
ら
三
者
の
意
味
を
も
つ
「
律
疏
」
「
疏
」
な
る
語
が
同
時
平
行
的
に
使
用
さ
れ
、
甚
だ
多
義
的
な
用
語
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
処
で
、

九
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
と
い
わ
れ
る
律
集
解
に
お
い
て
、
直
接
引
用
さ
れ
る
「
疏
」
「
律
疏
」
渉
前
稿
で
指
摘
せ
る
如
く
唐
の
永
徽
律

疏
を
意
味
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
律
集
解
な
る
書
は
、
漸
く
変
化
し
つ
つ
あ
っ
た
当
代
律
学
の
風
潮
に
反
し
て
、
「
疏
」
「
律
疏
」
の
意
味

を
再
び
日
本
律
編
纂
当
初
の
意
味
に
正
し
く
捉
え
、
古
記
・
古
答
時
代
の
律
学
の
伝
統
に
立
脚
し
て
編
纂
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
か
。
律
集
解
編
纂
の
意
図
や
動
機
が
那
辺
に
あ
っ
た
か
に
関
し
て
は
、
な
お
考
究
す
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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（（21
））

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（（87
）） 　

例
え
ば
、
吉
田
孝
「
名
例
律
継
受
の
諸
段
階
」
弥
永
貞
三
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
古
代
の
社
会
と
経
済
』
上
巻
所
収
三
一
三
頁
。

　
前
稿
e
（
『
国
学
院
法
学
』
第
一
三
巻
第
四
号
二
〇
頁
）
に
お
い
て
、
「
律
集
解
が
『
疏
云
』
と
し
て
唐
律
の
疏
文
を
引
く
時
、
唐
律
の
疏
文
が

日
本
律
の
疏
文
と
同
文
の
場
合
、
又
は
古
答
等
に
そ
の
唐
律
の
疏
文
が
転
載
さ
れ
て
い
る
場
合
、
律
集
解
は
そ
の
重
複
を
避
け
て
当
該
個
所
を
省
略

す
る
こ
と
が
多
い
。
」
と
述
べ
た
が
、
そ
の
後
、
『
政
事
要
略
』
の
律
文
引
用
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
、
律
文
引
用
の
重
複
を
避
け
た
の
は
『
政
事

要
略
』
で
あ
っ
て
、
律
集
解
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
明
か
と
な
っ
た
。
従
っ
て
、
上
の
結
論
を
う
け
た
前
稿
口
（
『
国
学
院
法
学
』
第

一
四
巻
第
三
号
九
頁
）
の
「
（
兼
良
は
）
永
徽
律
疏
を
も
全
巻
所
持
し
て
、
そ
れ
か
ら
直
接
引
用
し
た
疑
い
が
濃
厚
で
あ
る
云
々
」
及
び
註
（
五
）

（
二
六
頁
）
の
「
法
曹
至
要
紗
解
に
み
え
る
唐
の
律
疏
は
、
兼
良
が
直
接
原
本
よ
り
引
用
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
云
々
。
」
は
訂
正
を
要
し
、
兼
良

の
引
用
せ
る
唐
の
律
疏
は
、
や
は
り
律
集
解
か
ら
の
所
謂
孫
引
ぎ
に
ょ
る
可
能
性
が
大
と
な
っ
た
。
詳
し
く
は
別
稿
に
て
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。

　
本
稿
に
お
い
て
、
と
り
あ
げ
る
「
疏
」
は
、
律
に
関
す
る
も
の
だ
け
に
限
り
、
例
え
ば
「
古
記
云
。
論
語
疏
云
。
」
（
田
令
集
解
・
園
地
条
、
国
史

大
系
本
三
五
七
頁
）
の
如
き
他
の
典
籍
の
注
釈
の
意
に
用
い
ら
れ
た
「
疏
」
は
、
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。
「
釈
云
。
（
中
略
）
案
疏
。
伯
叔
之

妻
為
母
。
夫
之
姪
為
子
。
」
（
儀
制
令
集
解
・
五
等
親
条
、
大
系
本
七
三
二
頁
）
と
あ
る
「
疏
」
も
、
或
い
は
礼
記
、
儀
礼
等
の
注
釈
の
意
で
は
な
か

ろ
う
か
と
思
う
。
又
、
公
式
令
集
解
・
論
奏
式
条
（
大
系
本
七
八
六
頁
）
に
は
、
「
釈
云
。
其
疏
云
事
。
謂
仮
令
。
題
発
云
太
政
官
謹
奏
。
用
正
税

事
之
類
。
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
疏
」
は
、
恐
ら
く
物
事
を
一
つ
一
つ
書
き
分
け
て
上
奏
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
か

か
る
意
味
の
「
疏
」
も
亦
、
本
稿
で
は
考
察
の
対
象
と
し
な
い
。

　
滝
川
政
次
郎
「
令
集
解
に
見
え
る
唐
の
法
律
史
料
」
『
支
那
法
制
史
研
究
』
所
収
九
七
頁
、
仁
井
田
陞
・
牧
野
巽
「
故
唐
律
疏
議
製
作
年
代
考

（
下
）
」
『
東
方
学
報
』
東
京
　
第
二
冊
一
四
九
頁
。
律
令
研
究
会
編
『
訳
註
日
本
律
令
一
　
首
巻
』
再
録
五
五
九
頁
。

　
古
答
と
同
系
統
の
注
釈
書
と
さ
れ
る
古
記
に
は
、
律
附
釈
の
文
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
厩
牧
令
集
解
・
毎
乗
駒
条
（
大
系
本
九
二
二
頁
）

所
引
の
古
記
参
照
。
又
古
答
が
唐
律
の
注
釈
書
を
無
断
で
、
そ
の
ま
ま
借
用
す
る
こ
と
は
、
よ
く
見
ら
れ
る
処
で
あ
る
。
『
政
事
要
略
』
巻
八
二
（
大

系
本
六
四
四
頁
以
下
）
所
引
の
古
答
参
照
。

　
利
光
三
津
夫
氏
は
、
こ
の
古
答
の
「
疏
」
を
以
っ
て
、
大
宝
律
に
疏
が
あ
っ
た
こ
と
の
有
力
な
証
拠
と
さ
れ
る
が
（
『
律
の
研
究
』
一
二
二
頁
）
、

に
わ
か
に
賛
し
難
い
。
従
っ
て
、
利
光
氏
に
よ
る
大
宝
律
の
復
原
（
前
掲
書
七
四
頁
）
、
及
び
そ
れ
を
う
け
た
律
令
研
究
会
編
『
訳
註
日
本
律
令
二

律
本
文
篇
上
巻
』
（
四
一
七
頁
）
の
復
原
は
再
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
滝
川
政
次
郎
氏
も
、
こ
の
「
律
疏
」
を
唐
律
疏
議
と
み
る
。
『
標
註
令
集
解
釈
義
』
皇
学
叢
書
本
七
六
五
頁
。

　
小
林
宏
編
「
律
条
拾
零
」
『
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
〇
輯
一
七
八
頁
、
及
び
こ
れ
を
う
け
た
律
令
研
究
会
編
『
訳
註
日
本
律
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）
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旭
）
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誓
）

（
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）

令
二
　
律
本
文
篇
上
巻
』
（
二
四
八
頁
）
は
、
何
れ
も
訂
正
を
要
す
る
。

　
な
お
、
令
釈
に
は
「
見
名
例
」
と
い
う
表
現
で
、
唐
の
律
疏
を
指
す
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
即
ち
、
喪
葬
令
集
解
・
先
皇
陵
条
（
大
系
本
九

五
五
頁
）
の
「
釈
云
。
先
皇
陵
。
先
代
以
来
帝
王
也
。
帝
皇
葬
因
陵
如
陵
。
故
云
陵
也
。
見
名
例
。
」
な
る
文
で
あ
る
。
上
の
傍
線
の
部
分
は
、
養

老
名
例
律
に
は
見
当
ら
な
い
。
恐
ら
く
唐
律
の
十
悪
条
謀
大
逆
の
疏
文
「
帝
王
之
葬
。
如
山
如
陵
。
故
日
山
陵
。
」
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
然
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

と
す
れ
ば
、
令
釈
は
「
見
名
例
疏
」
と
い
う
べ
ぎ
処
を
「
疏
」
字
を
脱
落
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
滝
川
政
次
郎
『
標
註
令
集
解
釈
義
』
皇
学

叢
書
本
八
六
二
頁
、
利
光
三
津
夫
『
律
の
研
究
』
一
五
五
頁
参
照
。

　
滋
賀
秀
二
「
訳
註
唐
律
疏
議
㈲
」
『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
七
八
巻
一
・
二
号
七
九
頁
以
下
。

　
唐
の
制
勅
や
奏
抄
に
つ
い
て
は
、
内
藤
乾
吉
「
唐
の
三
省
」
『
中
国
法
制
史
考
証
』
所
収
一
頁
以
下
参
照
。

　
井
上
光
貞
他
『
律
令
　
日
本
思
想
大
系
3
』
六
四
四
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
力
）

　
『
唐
六
典
』
の
巻
八
に
「
凡
下
之
通
干
上
。
其
制
有
六
。
一
日
奏
抄
。
謂
祭
祀
。
支
度
国
用
。
授
六
品
以
下
官
。
断
流
已
下
罪
及
除
免
官
当
者
。

並
為
奏
抄
。
」
と
あ
る
。
な
お
、
仁
井
田
陞
『
唐
令
拾
遺
』
五
四
六
頁
参
照
。

　
小
林
宏
「
律
条
拾
藻
」
『
国
学
院
法
学
』
第
一
一
巻
第
一
号
二
八
頁
、
律
令
研
究
会
編
『
訳
註
日
本
律
令
二
　
律
本
文
篇
上
巻
』
一
三
五
頁
。

　
利
光
三
津
夫
『
律
の
研
究
』
一
九
一
頁
、
小
林
宏
編
「
律
条
拾
羨
」
『
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
八
輯
二
〇
〇
頁
、
律
令
研
究

会
編
『
訳
註
日
本
律
令
三
　
律
本
文
篇
下
巻
』
七
三
六
頁
。

　
令
釈
に
や
や
遅
れ
て
延
暦
年
間
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
跡
記
は
、
他
の
私
記
に
比
べ
て
律
文
の
引
用
が
少
な
く
、
現
存
の
『
令
集
解
』
に
見
る
限

り
、
前
掲
公
式
令
集
解
・
論
奏
式
条
所
引
の
一
例
を
除
い
て
、
唐
律
疏
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
跡
記
は
疏
文
の
み
を
引
用

す
る
時
は
、
「
律
云
」
を
冠
し
、
疏
文
を
本
文
・
本
注
と
共
に
引
用
す
る
時
は
、
「
注
云
」
を
冠
す
る
。
要
す
る
に
、
古
記
や
令
釈
と
同
じ
律
文
引
用

の
態
度
を
と
っ
て
い
る
。

　
朱
記
や
讃
記
は
、
唐
律
疏
の
引
用
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
唐
令
を
始
め
と
し
て
、
唐
の
法
律
史
料
を
引
用
す
る
こ
と
が
極
め
て
稀
で
あ
る
。

　
近
時
、
早
川
庄
八
氏
は
、
所
謂
異
質
令
集
解
（
巻
一
・
巻
二
〇
・
巻
三
五
）
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
を
「
讃
記
よ
り
も
勿
論
後
に
成
っ
た
も
の
で

あ
り
、
」
「
さ
ら
に
降
し
て
直
本
以
後
の
編
述
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
と
さ
れ
る
（
「
異
質
令
集
解
三
巻
に
つ
い
て
」
晶
艦
諮
飯
先
生
上
代

文
学
論
叢
』
所
収
五
六
七
頁
）
。
右
の
見
解
は
、
異
質
令
集
解
に
見
え
る
律
文
の
引
用
法
を
検
討
し
た
場
合
に
も
、
支
持
さ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ

る
。
疏
文
に
「
注
云
」
を
冠
す
る
古
記
、
令
釈
以
来
の
引
用
法
は
、
異
質
令
集
解
に
九
例
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
八
例
ま
で
が
先
行
学
説
で
あ
る
「
或

云
」
の
文
中
に
存
す
る
。
残
る
一
例
は
、
編
者
の
文
と
も
「
或
云
」
の
文
と
も
判
定
し
が
た
い
問
答
の
部
分
に
存
す
る
（
官
位
令
集
解
、
大
系
本
一
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一
頁
）
。
処
が
、
編
者
の
文
と
思
わ
れ
る
問
答
と
「
私
案
」
の
部
分
中
に
見
え
る
律
文
引
用
は
、
す
べ
て
本
注
に
「
注
云
」
を
冠
し
、
疏
文
に
「
疏

　
　
云
」
を
冠
す
る
。
又
編
者
が
本
文
、
本
注
、
疏
文
の
三
者
を
同
時
に
引
用
す
る
例
は
、
四
個
所
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
す
べ
て
が
「
律
云
。
1
。
注

　
　
云
。
1
。
疏
云
。
1
。
」
と
い
う
型
で
あ
る
。
（
例
え
ば
、
考
課
令
集
解
、
大
系
本
五
九
三
頁
）
従
っ
て
、
律
文
引
用
の
点
か
ら
異
質
令
集
解
を

　
　
み
る
と
、
疏
文
を
「
注
云
」
「
子
注
云
」
「
疏
云
」
の
三
通
り
に
呼
ぶ
讃
記
よ
り
後
に
成
立
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
又
「
律
云
。
ー
。
注
云
。

　
　
ー
。
疏
云
。
1
。
」
と
い
う
新
し
い
引
用
法
が
定
着
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
令
集
解
』
以
後
に
成
立
し
た
と
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

（
1
9
）
伴
記
に
は
、
本
注
を
「
律
云
」
と
し
て
引
く
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
又
、
讃
記
は
、
名
例
律
七
十
以
上
条
を
引
用
す
る
に
際
し
て
、
最
初
の

　
　
本
注
に
は
「
注
云
」
を
冠
す
る
が
、
第
二
番
目
の
本
注
「
有
官
者
。
各
従
官
当
除
免
之
法
。
」
に
対
し
て
は
、
「
注
云
」
を
冠
せ
ず
に
引
用
す
る
（
僧

　
　
尼
令
集
解
・
観
玄
象
条
、
大
系
本
二
一
三
頁
）
。
讃
記
が
「
注
云
」
を
冠
せ
ず
に
本
注
を
引
用
す
る
の
は
、
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る
。

（
2
0
）
唐
の
「
律
」
は
律
本
文
と
本
注
と
か
ら
成
り
、
そ
の
本
注
は
小
字
二
行
割
で
書
写
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
（
吉
田
孝
前
掲
論
文
二
八
三

　
　
頁
）
。
従
っ
て
、
そ
の
小
字
二
行
割
の
本
注
を
唐
律
疏
で
は
「
子
注
」
と
称
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
又
、
佐
藤
誠
実
「
律
令
考
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
第
六

　
　
八
巻
第
八
号
再
録
、
一
三
頁
）
に
は
、
「
唐
律
疏
議
名
例
律
会
赦
応
改
正
徴
収
等
の
条
に
は
、
本
註
を
指
し
て
子
注
と
い
へ
り
。
」
と
あ
る
。

（
2
1
）
　
吉
田
孝
　
前
掲
論
文
二
九
〇
頁
。

（
22
）
　
但
し
、
令
釈
は
、
本
文
と
本
注
の
み
を
引
用
す
る
場
合
、
本
注
を
必
ず
「
注
云
」
と
呼
ぶ
と
は
限
ら
な
い
。
「
注
云
」
を
冠
し
な
い
で
、
即
ち
本

　
　
文
と
区
別
せ
ず
に
本
注
を
引
く
場
合
も
あ
る
。
（
例
え
ば
、
考
課
令
集
解
・
官
人
犯
罪
条
、
六
三
五
頁
）
　
次
に
、
こ
の
令
釈
の
引
く
詐
偽
律
の
「
注

　
　
云
。
有
所
避
。
元
所
避
等
。
」
は
、
そ
の
後
に
唐
律
の
疏
文
「
得
罪
皆
同
。
」
に
相
応
す
る
「
但
傷
残
得
此
坐
也
。
」
と
い
う
文
が
続
く
こ
と
や
唐
律

　
　
本
注
「
有
避
無
避
等
。
」
と
も
文
章
を
や
や
異
に
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
養
老
詐
偽
律
の
本
注
に
擬
す
る
に
は
、
確
実
性
に
欠
け
る
と
い
う
べ
き

　
　
で
あ
る
が
、
後
述
の
唐
代
資
料
に
み
ら
れ
る
律
文
の
引
用
法
か
ら
す
れ
ば
、
「
律
云
」
「
注
云
」
「
疏
云
」
と
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
原
文
を
忠
実
に

　
　
引
用
す
る
訳
で
は
な
く
、
若
干
文
字
を
変
え
た
り
、
意
味
を
敷
術
し
て
述
べ
た
り
す
る
場
合
が
あ
る
か
ら
、
や
は
り
、
こ
の
「
注
云
」
の
文
は
、
本

　
　
注
の
可
能
性
が
大
き
い
と
い
え
よ
う
。

（
2
3
）
　
吉
田
孝
氏
は
、
前
述
の
如
く
古
記
は
、
大
宝
律
の
写
本
の
大
字
で
書
か
れ
た
部
分
を
本
文
と
し
て
引
用
し
、
小
字
二
行
割
で
書
か
れ
た
部
分
を

　
　
「
注
云
」
と
し
て
引
用
し
た
と
さ
れ
、
且
つ
古
記
は
律
文
引
用
の
際
に
、
大
宝
律
の
写
本
の
本
注
部
分
に
注
点
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
無
視

　
　
し
た
可
能
性
が
強
い
と
さ
れ
る
。
（
前
掲
論
文
二
九
〇
頁
）
　
こ
の
推
論
を
前
提
と
し
て
、
更
に
氏
は
、
大
宝
名
例
律
八
虐
・
六
議
条
に
疏
の
部
分
が

　
　
な
か
っ
た
こ
と
を
他
の
史
料
を
傍
証
と
し
て
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
以
上
述
べ
た
理
由
に
よ
り
、
古
記
が
大
宝
律
写
本
の
大
字
一
行
で
書
か
れ
た

　
　
部
分
を
「
注
云
」
と
し
て
引
い
た
可
能
性
も
、
な
お
存
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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（
2
4
）
　
佐
藤
誠
実
氏
は
、
「
養
老
律
は
初
よ
り
注
あ
り
疏
あ
り
し
か
ど
、
律
と
の
み
称
せ
り
。
（
中
略
）
金
沢
本
の
巻
の
尾
に
律
巻
第
一
、
律
巻
第
七
な
ど

　
　
あ
る
を
視
て
知
る
べ
し
。
」
と
さ
れ
る
（
「
律
令
考
」
『
国
学
院
雑
誌
』
第
六
八
巻
第
八
号
再
録
、
一
三
頁
）
。
こ
の
見
解
は
、
大
宝
律
に
も
妥
当
す
る

　
　
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
2
5
）
　
唐
代
の
律
文
引
用
に
関
す
る
資
料
の
所
在
等
に
つ
い
て
は
、
岡
野
誠
氏
か
ら
教
示
を
う
け
た
。
こ
こ
に
記
し
て
深
謝
の
意
を
表
す
る
。

（
2
6
）
　
滋
賀
秀
三
「
訳
註
唐
律
疏
議
口
」
『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
七
三
巻
第
三
号
五
〇
頁
・
六
三
頁
。

（
2
7
）
　
坂
本
太
郎
氏
は
、
「
大
宝
令
と
養
老
令
」
（
『
古
典
と
歴
史
』
所
収
一
六
五
頁
）
に
お
い
て
、
「
大
宝
令
が
唐
令
に
反
し
て
日
本
固
有
の
習
慣
や
時
代

　
　
の
要
請
を
考
慮
し
て
独
自
の
規
定
を
立
て
た
の
に
対
し
、
養
老
令
で
は
唐
令
に
復
し
た
と
い
う
面
が
顕
著
で
あ
る
。
」
と
い
わ
れ
る
。
律
に
関
し
て

　
　
も
、
そ
の
よ
う
に
言
え
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
、
大
宝
律
の
制
定
に
当
っ
て
、
我
が
撰
者
が
そ
の
体
裁
、
内
容
等
に
、
唐
の
律

　
　
疏
と
は
異
っ
た
独
自
性
を
示
そ
う
と
工
夫
し
た
意
図
は
存
在
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
2
8
）
　
『
令
集
解
』
諸
家
が
唐
令
を
引
用
す
る
場
合
、
「
唐
令
」
と
称
す
る
の
は
令
釈
に
多
く
、
「
本
令
」
と
称
す
る
の
は
穴
記
に
多
い
。

（
2
9
）
滝
川
政
次
郎
氏
は
、
厩
牧
令
集
解
・
死
耗
条
（
大
系
本
九
二
三
頁
）
所
引
の
穴
記
に
、
唐
の
大
僕
式
が
開
元
令
と
共
に
引
か
れ
て
い
る
こ
と
か

　
　
ら
、
公
式
令
集
解
・
便
奏
式
条
所
引
の
穴
記
に
見
え
る
「
監
門
式
」
は
、
開
元
の
監
門
式
て
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
（
「
令
集
解
に
見
え
る
唐
の
法
律
史

　
　
料
」
前
掲
書
所
収
一
一
一
頁
）
。
し
か
し
、
こ
の
監
門
式
が
唐
の
律
疏
中
の
監
門
式
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
穴
記
の
引
く
唐
の
律
疏
は
、
開
元
律
疏
よ

　
　
り
も
永
徽
律
疏
の
可
能
性
が
大
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
右
の
監
門
式
も
永
徽
式
の
可
能
性
の
方
が
大
き
い
と
い
え
よ
う
。

（
3
0
）
吉
田
孝
前
掲
論
文
二
七
九
頁
。
な
お
、
吉
田
氏
は
、
こ
の
五
罪
・
八
虐
・
六
議
の
部
分
が
名
例
律
の
条
文
数
か
ら
除
か
れ
て
い
た
こ
と
、
及
び

　
　
五
罪
条
が
特
殊
な
書
式
を
も
っ
て
い
る
こ
と
の
二
点
か
ら
、
五
罪
・
八
虐
・
六
議
の
部
分
が
大
宝
以
前
に
制
定
、
施
行
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
強
い

　
　
と
さ
れ
る
。

（
3
1
）
魏
は
漢
の
具
律
を
改
め
て
刑
名
律
と
し
、
晋
は
魏
の
刑
名
律
を
分
っ
て
刑
名
・
法
例
の
二
篇
と
し
た
。
そ
の
後
、
宋
、
斉
、
梁
、
陳
、
及
び
北
魏
、

　
　
北
周
も
そ
れ
を
踏
襲
し
、
北
斉
に
至
っ
て
、
刑
名
、
法
例
を
併
せ
て
名
例
と
し
た
。
な
お
、
唐
名
例
律
篇
目
疏
議
、
及
び
内
田
智
雄
編
『
訳
注
中
国

　
　
歴
代
刑
法
志
』
一
二
四
頁
等
参
照
。

（
32
）
　
利
光
三
津
夫
『
律
の
研
究
』
二
一
七
頁
参
照
。

（
3
3
）
　
「
釈
」
と
い
う
語
も
、
「
律
釈
」
な
る
律
に
関
す
る
特
別
な
注
釈
書
の
意
味
の
外
に
、
後
代
、
単
に
注
釈
の
一
説
と
い
う
程
度
の
一
般
的
な
意
味
に

　
　
広
く
使
用
さ
れ
る
。
利
光
三
津
夫
『
律
令
及
び
令
制
の
研
究
』
八
八
頁
参
照
。
な
お
、
「
釈
」
な
る
語
が
以
上
の
如
き
両
者
の
意
に
使
用
さ
れ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

　
　
は
、
す
で
に
『
令
集
解
』
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
戸
令
集
解
・
遭
水
旱
条
（
大
系
本
三
四
二
頁
）
に
は
、
「
謂
。
実
蛙
者
。
釈
見
考
課
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ヤ

　
　
令
也
。
釈
与
義
解
元
別
」
と
あ
る
が
、
前
者
の
「
釈
」
は
、
注
釈
な
る
一
般
的
意
味
で
あ
り
、
後
者
の
「
釈
」
は
、
令
釈
な
る
特
定
の
注
釈
書
の
意

　
　
味
で
あ
る
。
更
に
、
鎌
倉
時
代
に
は
、
養
老
律
の
本
注
を
も
「
釈
云
」
と
い
う
場
合
が
あ
る
。
利
光
三
律
夫
前
掲
書
九
七
頁
、
池
内
義
資
編
『
中
世

　
　
法
制
史
料
集
　
別
巻
』
三
七
・
三
九
頁
参
照
。
右
の
「
釈
」
は
、
律
の
本
注
を
律
本
文
に
対
す
る
注
釈
と
い
う
意
味
に
理
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
補
論
一
）
　
律
集
解
に
見
ら
れ
る
「
釈
云
」
、
所
謂
律
釈
に
も
一
例
だ
け
「
疏
云
」
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
律
釈
は
、
令
釈
と
ほ
ぼ
同
一
人
の
手
に
成
る
律

　
　
令
注
釈
書
と
見
倣
し
て
差
し
支
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
利
光
三
津
夫
『
律
の
研
究
』
二
二
六
頁
）
。
律
釈
に
見
え
る
「
疏
云
」
は
、
次
に
示
す

　
　
『
政
事
要
略
』
に
存
し
、
そ
の
内
容
は
明
か
に
日
本
律
の
疏
文
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
稿
で
考
証
し
た
令
釈
中
の
「
疏
」
が
殆
ど
唐
律
疏
で
あ

　
　
る
こ
と
と
齪
齪
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
『
政
事
要
略
』
所
引
の
律
釈
中
の
「
疏
云
」
は
、
ど
う
や
ら
後
人
に
よ
る
書
入
れ
の
よ
う
に
思
わ
れ
、

　
　
律
釈
の
原
文
に
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
説
明
の
都
合
上
、
当
該
史
料
を
段
落
毎
に
区
切
っ
て
、
左
に
引
用
す
る
。

　
　
　
繹
云
。
未
知
五
等
以
上
諸
親
。
明
定
尊
長
卑
幼
之
色
。
答
。
父
母
。
養
父
母
。
鵜
籍
子
。
養
子
。
舗
勢
夫
。
姻
畦

　
　
　
租
父
母
。
嫡
母
。
伯
叔
父
姑
。
夫
之
父
母
。
記
靴
駈
洛
爲
　
姪
。
孫
。
子
婦
。
記
鉦
粧
旭
爲
　
妻
妾
。
姻
挫
　
職
制
律
聞
父
母
若
夫
之
喪
匿
條
疏
云
。
蜘

　
　
　
妻
既
非
奪
長
。
又
殊
卑
幼
。
在
禮
及
詩
。
比
爲
兄
弟
。
郎
是
妻
同
於
幼
。
又
賊
盗
律
同
居
卑
幼
將
人
盗
己
家
財
物
條
。
説
者
云
。
妻
錐
准
二
等

　
　
　
幼
。
而
依
禮
與
夫
齊
騰
。
故
自
由
任
意
。

　
　
　
曾
製
母
　
伯
環
嘉
父
鱗
廼
夫
之
伯
叔
譲
尊
（
腕
文
」
．
カ
）
難
諜
静
藩
諜
馨
不
聡

　
　
　
母
相
生
奪
卑
也
。
槍
闘
訟
律
。
妾
與
夫
之
妻
妾
子
相
殿
之
罪
。
約
入
於
奪
長
卑
幼
難
定
條
。
則
知
妻
妾
子
與
父
妾
者
。
奪
卑
難
定
。
此
則
子
在
奪

　
　
　
長
卑
幼
之
例
。
其
嫡
母
於
妾
子
。
亦
比
爲
三
等
。
從
父
兄
姉
。
異
父
兄
姉
。
諮
馳
摯
從
父
弟
妹
。
異
父
弟
妹
。
配
靴
宰
榊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妻
妾
力
）

　
　
　
高
組
父
母
同
灘
。
從
組
々
父
姑
。
從
狙
伯
叔
父
姑
。
外
租
父
母
。
舅
嬢
。
酷
駈
鮪
禰
　
曾
孫
寧
兄
弟
孫
。
從
父
兄
弟
子
。
外
甥
孫
婦
。
妾
妻
前
夫
子
。

　
　
　
讐
鳩
夫
兄
姉
井
諜
．
兄
妻
．
誕
難
腰
兄
之
妾
．
掻
鮭
縢
．
各
加
凡
人
奪
．
律
義
云
．
兄
嚢
及
諜
．
兄
自
有
本

　
　
　
服
。
而
不
入
奪
長
卑
幼
節
級
老
。
以
奪
長
卑
幼
難
定
故
也
。
則
知
此
二
色
奪
・
卑
幼
不
定
。
翻
祉
洒
　
（
以
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
政
事
要
略
巻
八
二
、
大
系
本
六
七
六
頁
）

　
　
　
「
疏
云
」
を
含
む
右
の
傍
線
部
が
後
人
に
よ
る
書
入
れ
と
推
断
さ
れ
る
第
一
の
理
由
は
、
右
の
部
分
が
「
妻
妾
。
矧
挫
」
の
「
妻
」
に
対
す
る
注
記

　
　
で
あ
り
、
し
か
も
「
妻
妾
。
姻
吐
」
に
対
し
て
の
み
注
記
が
存
し
、
「
夫
。
姻
吐
」
に
対
す
る
注
記
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
別
生
文
。
」
と
あ
る
か
ら

　
　
に
は
、
本
来
は
別
の
個
所
で
夫
や
妻
妾
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
筈
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
理
由
は
、
「
夫
前
妻
妾
子
」
（
前
掲
律
釈
の
本
文
に
、
こ

　
　
の
語
は
見
え
な
い
が
、
恐
ら
く
転
写
の
際
、
脱
落
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
）
、
「
夫
兄
姉
井
弟
妹
」
に
つ
い
て
も
注
記
が
存
し
、
こ
れ
に
は
「
別
生
文
。
」

　
　
と
は
見
え
ず
、
こ
の
注
記
は
律
釈
の
撰
者
に
よ
る
原
文
と
考
え
ら
れ
、
前
掲
傍
線
部
は
、
こ
れ
ら
の
注
記
と
そ
の
書
式
が
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
ヤ
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の
原
文
と
考
え
ら
れ
る
注
記
に
は
、
書
き
方
に
一
つ
の
型
が
あ
る
。
即
ち
、
先
ず
説
明
の
根
拠
と
な
る
律
文
等
を
引
用
し
、
そ
の
後
に
「
則
知
」
と

　
　
し
て
「
尊
卑
難
定
」
と
か
「
尊
長
卑
幼
難
定
」
と
か
い
う
結
論
を
示
す
方
式
で
あ
る
。
前
述
の
傍
線
部
の
注
記
は
、
こ
の
方
式
に
よ
っ
て
い
な
い
。

　
　
更
に
、
律
釈
の
原
文
と
思
わ
れ
る
注
記
は
、
「
名
例
律
殿
告
三
等
尊
長
条
注
云
。
」
と
し
て
疏
文
の
部
分
に
「
注
云
」
を
冠
し
て
律
文
を
引
用
し
て
お

　
　
り
、
傍
線
部
の
文
が
疏
文
の
部
分
に
「
疏
云
」
を
冠
し
て
引
用
す
る
の
と
異
っ
て
い
る
。
な
お
、
他
に
見
え
る
律
釈
も
、
疏
文
に
「
注
云
」
を
冠
し

　
　
て
引
用
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
例
え
ば
、
名
例
律
勘
物
（
国
史
大
系
『
律
』
八
九
頁
）
に
見
え
る
律
釈
に
は
、
「
釈
問
。
注
云
。
令
所
司
差
遣
者

　
　
是
。
」
と
見
え
、
八
虐
条
大
不
敬
の
疏
文
を
「
注
云
」
と
し
て
引
用
す
る
。
第
三
の
理
由
と
し
て
、
傍
線
部
に
「
説
者
云
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
こ
れ
は
賊
盗
律
同
居
条
を
解
釈
せ
る
先
人
の
説
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
説
者
云
」
と
し
て
、
先
行
の
諸
説
を
挙
げ
る
こ
と
は
、
『
令
集
解
』
中

　
　
の
令
釈
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
律
釈
に
も
「
説
者
云
」
が
見
ら
れ
な
い
可
能
性
が
大
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
上
か
ら
、
前
掲

　
　
『
政
事
要
略
』
所
引
の
律
釈
中
の
「
疏
云
」
は
、
後
人
に
よ
る
書
入
れ
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
（
「
説
者
」
に
関
す
る
研
究
に
は
、
斉
川
真

　
　
氏
の
「
平
安
初
期
律
令
私
記
の
一
研
究
」
『
法
制
史
研
究
2
7
』
所
収
と
清
水
潔
氏
の
「
『
説
者
』
は
養
老
律
令
注
釈
書
の
一
書
と
す
る
説
へ
の
疑
問
」

　
　
皇
学
館
大
学
史
料
編
纂
所
報
『
史
料
』
第
四
号
所
載
が
あ
っ
て
、
両
者
の
見
解
は
異
な
る
が
、
前
者
の
見
解
に
は
賛
し
難
い
。
）

（
補
論
二
）
　
日
本
律
の
撰
者
が
、
大
宝
律
・
養
老
律
を
編
纂
す
る
に
当
っ
て
、
唐
の
永
徽
律
と
そ
の
公
権
的
注
釈
書
で
あ
る
永
徽
律
疏
と
の
両
方
を
参
酌

　
　
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
こ
れ
を
裏
書
き
す
る
よ
う
に
、
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
（
続
群
書
類
従
第
三
十
輯
下
、
三
八
頁
）

　
　
に
は
「
唐
永
徽
律
十
二
巻
。
々
々
々
々
疏
升
巻
。
」
と
見
え
、
そ
こ
に
は
中
国
の
種
々
な
る
法
典
や
そ
の
注
釈
書
な
ど
と
共
に
永
徽
律
と
永
徽
律
疏
の

　
　
両
者
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
目
本
律
の
撰
者
は
、
唐
の
「
律
疏
」
の
方
を
藍
本
と
し
て
特
に
重
ん
じ
た
よ
う
で
あ
る
。
日
本
律
は
「
律

　
　
疏
」
の
疏
に
相
当
す
る
部
分
を
有
す
る
か
ら
、
唐
の
「
律
疏
」
を
藍
本
と
し
た
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
よ
う
に

　
　
も
思
え
る
が
、
日
本
律
は
唐
の
「
律
疏
」
と
同
じ
内
容
を
も
つ
法
典
を
「
律
」
と
し
た
処
に
様
々
な
矛
盾
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
唐
の
「
律

　
　
疏
」
の
み
を
藍
本
と
し
た
箇
所
を
明
確
に
示
し
て
お
く
こ
と
は
、
日
本
律
編
纂
の
事
情
お
よ
び
日
本
律
の
性
格
を
考
え
る
上
で
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
唐
の
「
律
疏
」
を
藍
本
と
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
は
、
養
老
律
に
「
五
罪
」
と
い
う
見
出
し
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
八
虐
」
「
六
議
」
と
い
う
見

　
　
出
し
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
「
五
罪
」
と
い
う
見
出
し
が
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
伝
存
す
る
養
老
律
の
冒
頭
の
書
写
形
式

　
　
は
、
紅
葉
山
文
庫
本
名
例
律
に
よ
れ
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
（
律
令
研
究
会
篇
『
訳
註
日
本
律
令
四
　
律
本
文
篇
別
冊
』
一
二
一
頁
以
下
）
。

　
　
　
　
律
目
録

　
　
　
　
　
　
　
　
名
例
第
一
　
職
制
第
三
　
厩
庫
第
五

　
　
　
　
　
　
　
　
衛
禁
第
二
　
戸
婚
第
四
　
　
檀
興
第
六

　
　
　
　
　
　
　
　
賊
盗
第
七
　
詐
偽
第
九
　
捕
亡
第
十
一

　
　
　
　
　
　
　
　
闘
訟
第
八
　
雑
律
第
十
　
　
断
獄
第
十
二
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答
罪
五
　
難
計
鞭
郷
一
齎
　
　
鰭
酬
醐
獺
配
研
　
　
答
五
＋
瞬
銅
五
斤

　
　
杖
罪
五
　
櫨
拡
什
纈
欄
拡
所
　
徽
畝
廿
輔
繍
旭
断
　
杖
言
瞭
銅
＋
斤

　
　
　
　
（
中
　
　
略
）

　
　
八
虐

　
　
一
日
謀
反
　
謂
謀
危
國
家
繍
距
斑

　
　
　
　
　
　
　
節
而
有
無
君
之
心
不

　
　
　
　
　
　
　
敢
指
斥
尊
号
故
託
云

　
　
　
　
　
　
　
國

　
　
　
　
　
　
　
家

　
　
　
　
（
中
　
　
略
）

　
　
六
議

　
　
一
日
議
親
　
謂
皇
親
及
皇
帝
五
等

　
　
　
　
　
　
　
以
上
親
及
太
皇
太
后

　
　
　
　
　
　
　
皇
太
后
四
等
以
上
親

　
　
　
　
　
　
　
太
皇
太
后
者
皇
帝
祖

　
　
　
　
　
　
　
母
也
皇
太
后
者
皇
帝

　
　
　
　
　
　
　
鶴
皇
后
三
等
以
上
親

　
　
　
　
（
下
　
　
略
）

　
右
に
掲
げ
た
よ
う
に
養
老
律
が
「
八
虐
」
「
六
議
」
と
い
う
見
出
し
だ
け
を
も
ち
、
「
五
罪
」
と
い
う
見
出
し
を
も
た
な
い
の
は
、
唐
の
「
律
疏
」

の
体
裁
を
継
承
し
た
為
に
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
存
の
『
唐
律
疏
議
』
に
は
「
十
悪
」
「
八
議
」
の
見
出
し
が
あ
り
、
そ
こ
に

は
、
そ
れ
ら
を
解
説
し
た
疏
文
が
附
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
五
刑
に
つ
い
て
は
そ
の
見
出
し
が
な
い
ば
か
り
か
、
五
刑
を
解
説
し
た
疏
文
も
見
え

な
い
。
こ
う
し
た
体
裁
に
な
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
永
徽
律
疏
の
名
例
律
篇
目
疏
の
中
で
五
刑
に
つ
い
て
の
説
明
が
為
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う

（
拙
稿
「
律
集
解
の
構
成
と
唐
律
疏
議
の
原
文
に
つ
い
て
口
」
『
国
学
院
法
学
』
第
一
四
巻
三
号
一
四
～
五
頁
）
。
即
ち
、
永
徽
の
「
律
」
の
方
に
は

本
来
「
五
刑
」
な
る
見
出
し
が
存
し
た
が
、
こ
れ
を
注
釈
し
た
「
律
疏
」
は
、
名
例
律
の
篇
目
疏
の
中
で
す
で
に
五
刑
に
つ
い
て
の
原
由
を
叙
述
し

た
た
め
、
五
刑
を
解
説
し
た
疏
文
を
附
す
る
必
要
が
な
く
な
り
、
従
っ
て
五
刑
な
る
見
出
し
を
省
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
十
悪
と
八
議
が
そ
れ
ぞ
れ

一
括
さ
れ
て
い
る
の
に
、
五
刑
だ
け
が
一
括
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
不
統
一
の
感
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
形
式
的
に
も
極
め
て
整
然
と
し
て
い
る
唐
の

「
律
」
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
五
刑
に
も
や
は
り
「
五
刑
」
な
る
見
出
し
が
あ
っ
て
一
括
さ
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
推
測
せ
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し
め
る
の
は
、
第
一
に
は
、
『
旧
唐
書
』
巻
五
〇
の
刑
法
志
（
中
華
書
局
本
六
の
一
二
三
六
～
七
頁
）
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
有
答
杖
徒
流
死
。
爲
五
刑
。
答
刑
五
條
。
自
答
十
至
五
十
。
杖
刑
五
條
。
自
杖
六
十
至
杖
一
百
。
（
中
略
）

　
　
又
有
議
請
減
腰
當
冤
之
法
。
八
議
（
「
議
」
擦
珊
府
元
輻
巻
六
二
一
補
）
。
一
日
議
親
。
二
日
議
故
。
（
中
略
）

　
　
又
有
十
悪
之
條
。
一
日
謀
反
。
二
日
謀
大
逆
。
（
下
略
）

こ
の
記
事
は
貞
観
律
の
内
容
を
叙
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
為
五
刑
」
「
八
議
」
「
有
十
悪
之
条
」
と
見
え
る
の
で
、
貞
観
律
に
お
い
て
は
五
刑
・
十

悪
・
八
議
を
そ
れ
ぞ
れ
一
括
し
て
扱
っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。
従
っ
て
永
徽
律
に
お
い
て
も
、
五
刑
を
一
括
し
て
い
た
と
み
る
の
が

穏
当
で
あ
り
、
永
徽
律
に
「
十
悪
」
「
八
議
」
な
る
見
出
し
が
あ
っ
た
か
ら
に
は
「
五
刑
」
の
見
出
し
も
ま
た
存
し
た
と
す
る
の
が
無
理
の
な
い
考

え
方
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
は
、
ソ
連
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
東
洋
学
研
究
所
レ
ニ
ソ
グ
ラ
ー
ド
支
部
蔵
の
名
例
律
断
簡
の
書
写
形
式
で
あ
る
。
こ
の
断
簡

に
は
十
悪
の
最
初
か
ら
七
日
不
孝
の
途
中
ま
で
が
、
三
枚
の
断
片
で
き
れ
ぎ
れ
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
今
、
欠
損
の
部
分
を
現
存
の
『
唐
律
疏
議
』

で
補
い
、
そ
れ
を
左
に
掲
げ
よ
う
。
（
当
断
簡
の
正
確
な
録
文
は
、
池
田
温
・
岡
野
誠
「
敦
煙
・
吐
魯
番
発
見
唐
代
法
制
文
献
」
『
法
制
史
研
究
2
7
』

二
〇
二
～
三
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
）

　
　
十
悪
。
一
日
謀
反
。
翻
灘
覧
　
二
日
謀
大
逆
。
岬
灘
鳳
蛛
騨
　
三
日
謀
叛
。
齢
篠
麟

　
　
四
日
悪
逆
。
瑚
鰍
扱
膳
搬
燗
敏
嘔
だ
畷
加
蔽
飲
關
紹
嚇
（
下
略
）

こ
の
名
例
律
断
簡
は
、
九
～
十
一
世
紀
の
書
写
と
い
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
「
璽
」
「
詔
」
の
文
字
が
あ
る
の
で
、
永
徽
律
も
し
く
は
垂
撲
律
と
考

え
ら
れ
る
（
池
田
・
岡
野
「
前
掲
論
文
」
）
。
右
の
書
写
形
式
が
永
徽
律
撰
定
時
の
公
式
な
も
の
か
否
か
は
、
こ
こ
で
は
さ
し
た
る
問
題
と
は
な
ら
な

い
。
大
切
な
の
は
、
「
十
悪
」
と
い
う
見
出
し
を
有
す
る
こ
と
、
及
び
こ
の
「
十
悪
」
に
続
け
て
謀
反
以
下
の
各
項
目
を
い
ち
い
ち
改
行
す
る
こ
と

な
く
書
写
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
六
議
の
部
分
の
書
写
形
式
を
推
測
す
れ
ば
、
「
六
議
」
と
い
う
見
出
し
が
あ
っ
て
、
そ
の
直
下

に
議
親
以
下
の
六
項
目
を
項
目
ご
と
に
は
改
行
し
な
い
で
連
続
し
て
書
写
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
五
刑
の
部
分
の
書
写
形
式
に
つ
い
て
も
、

右
と
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
即
ち
、
も
し
答
杖
徒
流
死
の
五
項
目
を
項
目
ご
と
に
改
行
す
る
こ
と
な
く
書
写
し
て
い
た
と

す
れ
ぽ
、
「
五
刑
」
と
い
う
見
出
し
が
な
い
時
は
、
そ
の
内
容
は
一
見
し
て
理
解
し
難
く
な
り
、
第
一
の
理
由
と
相
須
っ
て
、
そ
れ
が
存
し
た
可
能

性
は
大
き
い
と
い
え
よ
う
。

　
第
三
に
は
、
宋
律
に
「
五
刑
」
の
見
出
し
の
存
す
る
こ
と
で
あ
る
。
島
田
正
郎
氏
に
よ
り
新
し
く
発
見
さ
れ
た
清
の
宛
委
別
蔵
　
本
『
宋
律
』
に

は
、
「
名
例
律
巻
第
一
凡
五
＋
七
条
」
と
あ
る
の
に
続
い
て
、
「
五
刑
」
な
る
見
出
し
が
存
す
る
。
こ
の
『
宋
律
』
は
、
文
字
上
の
改
変
は
あ
る
け
れ
ど

も
、
そ
の
内
容
は
唐
律
に
基
づ
き
、
そ
れ
と
殆
ん
ど
同
様
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
（
島
田
正
郎
「
清
宛
委
別
蔵
　
本
『
宋
律
』
に
つ
い
て
」
『
法
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律
論
叢
』
第
四
六
巻
第
一
号
）
。
た
と
え
こ
の
『
宋
律
』
が
開
元
二
十
五
年
の
改
訂
を
経
た
唐
律
に
基
づ
い
て
い
た
と
し
て
も
、
開
元
律
は
永
徽
律

　
　
と
大
差
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
永
徽
律
に
も
「
五
刑
」
な
る
見
出
し
が
あ
っ
た
と
見
散
し
て
差
支
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
又
、
唐
の
「
律
」

　
　
と
「
律
疏
」
と
の
両
者
を
受
け
継
い
だ
『
宋
刑
統
』
（
天
一
閣
紗
本
）
に
も
、
そ
の
唐
律
を
う
つ
し
た
部
分
に
「
伍
刑
」
な
る
見
出
し
が
見
え
る
か

　
　
ら
、
右
と
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
以
上
、
唐
の
「
律
」
に
は
「
五
刑
」
の
見
出
し
が
あ
っ
た
が
、
「
律
疏
」
に
は
こ
の
見
出
し
が
な
か
っ
た
と
い
う
推
測
を
述
べ
た
。
こ
の
推
測
に

　
　
し
て
誤
り
な
し
と
す
れ
ば
、
我
が
養
老
律
は
、
唐
の
「
律
疏
」
に
倣
っ
て
「
五
罪
」
と
い
う
見
出
し
を
設
け
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か

　
　
し
、
養
老
律
の
五
罪
・
八
虐
・
六
議
は
、
疏
の
部
分
を
大
幅
に
削
除
し
、
特
に
五
罪
に
対
す
る
疏
文
は
全
く
置
か
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
の
五
罪
の
部

　
　
分
に
関
し
て
は
、
唐
律
疏
よ
り
も
む
し
ろ
唐
律
に
類
似
す
る
。
又
、
唐
律
疏
が
「
五
刑
」
と
い
う
見
出
し
を
省
い
た
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が

　
　
あ
っ
た
が
、
養
老
律
に
お
い
て
は
、
「
五
罪
」
と
い
う
見
出
し
を
あ
え
て
附
さ
な
い
理
由
は
特
に
見
当
ら
な
い
。
従
っ
て
、
唐
律
に
倣
っ
て
「
五
罪
」

　
　
な
る
見
出
し
を
置
い
た
方
が
、
養
老
律
に
と
っ
て
は
、
よ
り
完
備
し
た
体
裁
に
な
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
養
老
律
に
「
五
罪
」
と
い
う
見

　
　
出
し
の
な
い
原
因
は
、
ひ
と
え
に
唐
律
疏
の
体
裁
の
み
を
継
承
し
、
唐
律
を
充
分
に
参
酌
し
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
猶
、
大
宝
律
に
つ
い
て
も
養
老
律
と
同
じ
こ
と
が
言
え
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
養
老
律
と
同
様
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
何
故
な

　
　
ら
ば
、
も
し
大
宝
律
に
「
五
罪
」
と
い
う
見
出
し
が
す
で
に
存
し
た
な
ら
ば
、
養
老
律
に
お
い
て
も
「
五
罪
」
の
文
字
は
そ
の
ま
ま
残
っ
た
で
あ
ろ

　
　
う
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
補
論
三
）
　
中
世
に
お
い
て
は
、
日
本
律
の
疏
文
が
「
義
解
」
と
称
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
後
愚
昧
記
』
に
収
載
さ
れ
た
応
安
四
年
（
一

　
　
三
七
一
）
六
月
五
日
の
明
法
博
士
中
原
章
世
の
勘
文
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
　
　
雑
律
云
。
棄
殿
大
祀
神
御
之
物
者
。
以
盗
論
。
亡
失
及
誤
殿
者
。
准
盗
論
減
二
等
。
義
解
云
。
棄
殿
中
祀
紳
御
之
物
。
減
大
祀
二
等
。
棄
殿
小
祀

　
　
　
神
御
之
物
。
又
減
二
等
。
中
祀
以
下
不
入
八
虐
。

　
　
と
み
え
、
又
、
一
条
兼
良
の
『
令
抄
』
に
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
　
　
名
例
律
云
。
凡
僧
尼
犯
紆
盗
者
同
凡
人
。
義
解
云
。
僧
尼
犯
軒
盗
。
於
法
最
重
。
故
難
犯
当
寺
家
人
奴
碑
。
軒
盗
即
同
人
。
謂
三
綱
以
下
犯
軒

　
　
　
盗
。
得
罪
元
別
。
其
奴
碑
軒
盗
。
一
准
凡
人
得
罪
。
（
下
略
）
（
群
書
類
従
　
第
六
輯
、
二
二
九
頁
）

　
　
と
み
え
る
。
な
お
『
令
抄
』
に
は
、
右
の
例
以
外
に
戸
婚
律
無
七
出
義
絶
状
出
妻
条
の
疏
文
も
、
「
義
解
云
」
「
戸
婚
律
解
云
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て

　
　
い
る
（
前
掲
書
一
四
七
頁
）
。
右
の
事
例
は
、
日
本
律
に
お
い
て
は
疏
文
も
ま
た
律
文
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
全
く
忘
れ
去
ら
れ
た
こ
と
を
如
実
に
物

　
　
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
疏
文
を
「
義
解
云
」
と
し
て
引
用
す
る
の
は
、
令
文
に
対
す
る
義
解
と
同
じ
よ
う
に
、
疏
文
を
律
文
に
対
す
る
「
公
権
的
な
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注
釈
」
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
特
に
一
条
兼
良
の
場
合
、
そ
の
『
法
曹
至
要
紗
解
』
に
お
い
て
、
日
唐
律
の
疏
文
に
そ
れ
ぞ
れ

　
　
「
律
疏
云
」
「
唐
律
疏
云
」
を
冠
し
て
引
用
す
る
か
ら
、
「
唐
律
疏
」
と
同
じ
内
容
を
も
つ
法
典
を
「
律
」
と
し
た
と
い
う
目
本
律
編
纂
の
事
情
な
ど

　
　
ま
っ
た
く
忘
却
し
て
し
ま
っ
て
、
日
本
律
の
疏
文
を
「
唐
律
疏
」
や
「
令
義
解
」
と
同
じ
よ
う
に
公
権
的
注
釈
と
理
解
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

（
補
論
四
）
　
『
中
右
記
』
永
久
二
年
（
一
一
一
四
）
六
月
四
目
条
の
「
賊
盗
律
売
二
等
卑
幼
条
。
律
義
云
。
疏
云
。
」
以
下
の
文
の
解
釈
に
つ
い
て
若
干
補

　
　
足
す
る
。
ま
ず
「
賊
盗
律
売
二
等
卑
幼
条
」
と
は
、
コ
一
等
」
と
あ
る
か
ら
養
老
律
の
条
文
名
で
あ
る
。
次
に
「
律
義
云
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

　
　
こ
れ
は
「
律
文
の
立
法
趣
旨
」
と
い
う
く
ら
い
の
意
味
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即
ち
、
「
賊
盗
律
売
二
等
卑
幼
条
律
義
云
」
と
連
続
さ
せ
て
、
「
賊
盗
律

　
　
の
二
等
卑
幼
を
売
る
条
の
立
法
趣
旨
は
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
処
で
、
次
に
掲
げ
る
厩
牧
令
集
解
、
關
遺
物
条
（
九
三
七
頁
）
の

　
　
令
釈
に
「
雑
律
義
云
」
が
見
え
る
。

　
　
　
釈
云
。
（
中
略
）
此
条
称
蘭
遺
物
者
。
広
及
財
物
。
何
者
。
唐
厩
牧
令
及
捕
亡
令
。
並
元
送
司
日
限
。
故
雑
律
義
云
。
五
日
内
未
送
官
者
。
科
違

　
　
　
令
者
。
即
知
。
唐
令
意
。
得
即
送
所
司
。
不
得
経
日
。
此
間
令
。
立
關
遺
之
物
。
五
日
内
申
所
司
之
文
。
（
下
略
）

　
　
　
右
の
令
釈
は
、
厩
牧
令
關
遺
物
条
の
「
凡
關
遺
之
物
。
五
日
内
申
所
司
。
」
な
る
規
定
に
対
す
る
注
釈
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
拾
得
物
届
け
出
期

　
　
間
に
関
す
る
日
唐
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
右
の
唐
制
を
述
べ
た
部
分
を
解
釈
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
唐
の
厩
牧
令
や
捕
亡
令
に
は
、
遺
失
物
を
拾
得
し
て
か
ら
役
所
へ
届
け
出
る
迄
の
日
限
を
定
め
て
い
な
い
。
（
唐
の
雑
律
得
關
遺
物
条
は
、
「
諸
得

　
　
　
閾
遺
物
。
満
五
日
不
送
官
者
。
各
以
亡
失
罪
論
。
賊
重
者
。
坐
賊
論
。
私
物
。
坐
賊
減
二
等
。
」
と
規
定
す
る
。
）
だ
か
ら
雑
律
の
趣
旨
は
、
五
目

　
　
　
内
に
役
所
に
届
け
出
な
け
れ
ば
違
令
罪
を
科
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
次
の
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
唐
令
の
意
味
は
、
遺
失
物
を
拾
得
し
た

　
　
　
な
ら
ば
、
即
座
に
所
轄
の
役
所
に
送
付
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
一
目
以
上
を
経
過
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
「
雑
律
義
」
は
「
唐
令
意
」
と
対
比
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
は
「
（
唐
）
雑
律
の
趣
旨
」
と
い
う
程
度
の
意
味
で
あ
り
、
「
五
日
内
未

　
　
送
官
者
。
科
違
令
者
。
」
な
る
文
は
、
厩
牧
令
お
よ
び
捕
亡
令
と
の
関
連
か
ら
雑
律
得
關
遺
物
条
を
解
釈
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
故
に
こ
の
「
雑

　
　
律
義
」
が
唐
律
を
注
釈
し
た
特
定
の
注
釈
書
の
こ
と
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

　
　
　
「
律
義
云
」
は
又
、
次
に
掲
げ
る
『
政
事
要
略
』
巻
八
二
（
六
七
六
頁
）
所
引
の
律
釈
に
も
み
え
る
。

　
　
　
釈
云
。
（
中
略
）
夫
兄
姉
井
弟
妹
。
兄
妻
妾
。
蛆
㌦
蹴
艶
欄
爺
噺
殴
兄
之
妾
。
及
殴
夫
之
弟
妹
。
各
加
凡
人
一
等
。
律
義
云
。
兄
妻
妾
及
弟
妹
。
兄
自

　
　
　
有
本
服
。
而
不
入
尊
長
卑
幼
節
級
者
。
以
尊
長
卑
幼
難
定
故
也
。

　
　
　
右
の
「
律
義
」
も
ま
た
「
律
文
の
趣
旨
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
解
し
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。
「
律
義
云
」
以
下
は
、
わ
が
養
老
律
、
即
ち
右
文
中

　
　
に
あ
る
闘
訟
律
殴
兄
之
妾
条
を
解
釈
し
て
述
べ
た
文
で
あ
ろ
う
か
ら
、
「
律
義
」
と
い
う
注
釈
書
か
ら
の
引
用
文
で
あ
る
と
は
考
え
難
い
。
以
上
述
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べ
た
「
雑
律
義
」
「
律
義
」
は
、
前
者
が
唐
律
の
解
釈
で
あ
り
、
後
者
が
日
本
律
の
解
釈
で
あ
る
と
い
う
点
で
相
違
す
る
が
、
い
ず
れ
も
「
律
文
の

趣
旨
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
特
定
の
注
釈
書
を
指
す
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
「
律
義
」
の
こ
の
よ
う
な
用
法
は
、

唐
律
の
疏
文
の
中
に
す
で
に
存
す
る
。
即
ち
、
名
例
律
犯
罪
共
亡
条
に
次
の
よ
う
に
み
え
る
。
（
養
老
律
も
こ
れ
と
同
文
で
あ
る
。
）

　
律
開
相
捕
之
法
。
本
為
少
能
捕
多
。
軽
能
捕
重
。
軽
重
等
者
。
猶
須
獲
半
。
今
六
人
共
獲
二
人
。
便
是
以
多
捕
少
。
依
如
律
義
。
不
合
首
原
。
亡

　
罪
首
減
二
等
。
本
犯
伽
依
法
断
。

　
右
の
「
依
如
律
義
」
と
は
、
「
律
文
の
趣
旨
に
よ
っ
て
解
釈
す
れ
ば
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
り
、
こ
の
「
律
義
」
も
ま
た
特
定
の
注
釈
書
を

指
す
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
以
上
述
べ
た
「
律
義
」
の
三
例
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
「
律
文
の
意
味
か
ら
云
え
ば
」
と
か
「
立
法
の
趣
旨
か
ら

云
え
ば
」
と
か
い
う
程
度
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
利
光
三
津
夫
氏
の
『
律
令
及
び
令
制
の
研
究
』
（
八
五
頁
以
下
）
、
及
び
『
律
の
研
究
』
（
二
三
二
頁
）
は
、
我
々
の
考
え
と
異
な
り
、

令
釈
の
「
雑
律
義
」
を
唐
律
の
注
釈
書
と
し
、
『
政
事
要
略
』
所
引
の
律
釈
に
み
え
る
「
律
義
」
を
日
本
律
の
注
釈
書
と
す
る
。
名
例
律
犯
罪
共
亡

条
の
「
律
義
」
に
つ
い
て
は
、
利
光
氏
は
こ
れ
を
「
律
条
文
の
文
理
解
釈
の
意
味
」
と
と
ら
え
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
我
々
の
考
え
と
ほ
ぽ
同
じ

で
あ
る
。
利
光
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
雑
律
義
」
「
律
義
」
が
そ
れ
ぞ
れ
日
唐
律
の
注
釈
書
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
律
釈
・
令
釈
は
、
こ
れ
ら
の
注
釈

書
を
も
っ
と
数
多
く
引
用
し
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
釈
説
の
「
雑
律
義
」
「
律
義
」
が
、
も
し
別
の
注
釈
書
か
ら
の
孫
引
で
あ
る

と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
釈
説
に
各
々
一
度
し
か
引
用
さ
れ
な
い
の
は
少
な
き
に
す
ぎ
る
。
更
に
、
集
解
の
他
の
諸
家
が
「
雑
律
義
」
や
「
律
義
」
を

全
く
引
用
し
な
い
こ
と
を
も
、
併
せ
考
え
る
と
、
「
律
義
」
は
、
や
は
り
前
述
の
如
き
意
味
に
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
悪
）

　
そ
う
す
る
と
「
律
義
」
は
、
左
に
示
す
「
律
意
」
と
同
じ
よ
う
な
用
語
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
即
ち
、
日
唐
名
例
律
犯
死
罪
非
八
虐
条
の
疏
文
に

　
　
　
　
（
期
親
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
期
親
）

　
家
元
二
等
親
成
丁
者
。
律
意
属
在
老
疾
人
二
等
親
。

と
あ
り
、
ま
た
日
唐
の
賊
盗
律
劫
囚
条
の
疏
文
に

　
　
　
　
　
　
　
（
流
三
千
里
）

　
拠
律
。
劫
囚
者
。
遠
流
。
傷
人
及
劫
死
囚
者
絞
。
殺
人
者
皆
斬
。
拠
此
律
意
。
本
為
殺
傷
傍
人
。
若
有
誤
殺
傷
被
劫
之
囚
。
止
得
劫
囚
之
坐
。

と
あ
る
。
右
の
「
律
意
」
と
は
、
「
律
文
の
意
味
」
と
か
「
立
法
の
趣
旨
」
と
か
い
う
意
味
で
あ
り
、
「
律
義
」
と
ほ
ぽ
同
じ
意
味
で
あ
る
。
猶
、
令

集
解
諸
家
も
、
「
律
義
」
「
律
意
」
と
同
一
も
し
く
は
類
似
の
意
味
で
、
次
の
よ
う
な
用
語
を
使
用
す
る
。
各
々
一
例
を
示
せ
ば
、
「
律
志
」
（
僧
尼
令

集
解
、
二
二
四
頁
）
、
「
律
意
」
（
戸
令
集
解
、
三
三
六
頁
）
、
「
律
心
」
（
選
叙
令
集
解
、
四
九
七
頁
）
、
「
令
志
」
（
田
令
集
解
、
三
六
九
頁
）
、
「
令
意
」

（
考
課
令
集
解
、
五
三
三
頁
）
、
「
令
心
」
（
学
令
集
解
、
四
四
四
頁
）
、
「
唐
令
意
」
（
厩
牧
令
集
解
、
九
三
七
頁
）
、
「
唐
令
心
」
（
考
課
令
集
解
、
五
四

二
頁
）
、
「
本
令
心
」
　
（
公
式
令
集
解
、
八
六
八
頁
）
な
ど
で
あ
る
。
「
義
」
「
意
」
「
心
」
「
志
」
が
、
「
意
味
」
と
か
「
趣
旨
」
と
か
い
う
普
通
名
詞
的
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な
意
味
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ら
の
用
語
は
、
日
本
律
令
に
対
し
て
も
唐
律
令
に
対
し
て
も
区
別
な
く
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
『
中
右

記
』
の
「
律
義
」
も
以
上
述
べ
来
っ
た
よ
う
に
、
「
律
文
の
立
法
趣
旨
」
と
い
う
く
ら
い
の
意
味
に
解
し
、
そ
れ
は
特
定
の
注
釈
書
を
指
す
も
の
で

は
な
い
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
処
で
、
『
中
右
記
』
に
は
「
律
義
云
。
疏
云
。
」
と
あ
っ
て
、
「
律
義
」
が
「
疏
」
を
引
用
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
が
前
述
の
三
例
の

「
律
義
」
と
は
異
な
る
。
そ
こ
で
、
「
疏
云
」
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
よ
う
。
す
で
に
本
稿
の
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
養
老
賊
盗
律
を
い
か
に
類
推

解
釈
し
て
も
、
「
疏
云
」
の
説
の
生
ま
れ
る
可
能
性
は
少
な
い
。
し
か
し
、
唐
賊
盗
律
か
ら
は
「
疏
云
」
の
説
が
生
ま
れ
る
余
地
が
あ
る
（
利
光
三

津
夫
『
律
の
研
究
』
二
一
七
頁
）
。
従
っ
て
、
我
々
は
「
疏
云
」
と
は
唐
律
を
注
釈
し
た
宋
、
張
、
簡
、
曹
等
の
唐
儒
の
一
説
で
あ
ろ
う
と
推
測
す

る
。
こ
れ
ら
唐
儒
の
学
説
が
本
来
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
た
注
釈
書
と
し
て
存
在
し
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
今
姑
ら
く
措
く
と
し
て
も
、
唐
儒
の
学

説
は
、
夙
に
養
老
律
写
本
の
条
文
中
に
転
載
注
記
さ
れ
て
い
た
。
即
ち
、
こ
の
こ
と
は
僧
尼
令
集
解
、
観
玄
象
条
（
二
〇
八
頁
）
に

　
朱
云
。
（
中
略
）
依
賊
律
。
造
妖
書
及
妖
言
者
遠
流
条
。
張
云
。
不
応
為
重
可
科
者
。
不
百
姓
故
也
。

と
あ
り
、
公
式
令
集
解
、
内
外
諸
司
条
（
八
六
七
頁
）
に

　
穴
云
。
（
中
略
）
名
例
律
贈
位
条
張
云
見
。

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
よ
う
（
上
野
利
三
「
律
逸
文
若
干
条
の
復
原
に
つ
い
て
」
『
法
学
研
究
』
第
五
一
巻
六
号
）
。
ま
た
宮
衛
令
集
解
、
開

閑
門
条
（
六
七
九
頁
）
に

　
跡
云
。
（
中
略
）
或
云
。
雑
律
云
。
直
宿
坊
街
応
聴
行
而
不
聴
。
注
。
張
云
。
直
宿
不
応
聴
行
。
而
開
門
放
行
者
。
傍
科
檀
開
閑
之
罪
者
。

と
あ
り
、
右
の
文
に
「
注
。
張
云
。
」
と
み
え
る
こ
と
か
ら
、
張
の
学
説
が
養
老
の
雑
律
犯
夜
条
に
注
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
右
の

三
例
は
、
た
ま
た
ま
張
の
学
説
ば
か
り
で
あ
る
が
、
『
令
集
解
』
に
は
「
宋
張
云
了
」
（
公
式
令
集
解
、
八
六
〇
頁
）
、
「
戸
律
荒
蕪
条
。
宋
簡
張
等
云
。
」

（
考
課
令
集
解
、
五
九
五
頁
）
な
ど
と
み
え
る
の
で
、
張
以
外
の
宋
、
簡
、
曹
等
の
学
説
も
ま
た
養
老
律
写
本
に
転
載
注
記
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
無
論
、
こ
れ
ら
唐
儒
の
学
説
は
、
律
集
解
に
も
引
載
さ
れ
て
い
た
。
さ
て
、
『
中
右
記
』
に
は
「
賊
盗
律
売
二
等
卑
幼
条
律
義
云
。
疏
云
。
」
と

あ
る
か
ら
、
「
売
二
等
卑
幼
条
」
が
養
老
律
の
条
文
名
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
「
疏
云
」
が
唐
律
を
注
釈
し
て
生
ま
れ
た
説

で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
養
老
律
写
本
に
転
載
注
記
さ
れ
た
唐
儒
の
一
説
を
引
用
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
「
疏
云
」
以
下
の
文
が
律
集
解
か
ら

の
直
接
の
引
用
で
あ
る
可
能
性
は
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
『
中
右
記
』
の
著
者
が
律
集
解
な
る
大
部
な
注
釈
書
を
所
持
し
て
い

た
と
は
思
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
、
『
中
右
記
』
の
「
賊
盗
律
売
二
等
卑
幼
条
律
義
云
。
疏
云
。
」
は
、
「
賊
盗
律
の
二
等
卑
幼
を
売
る
条
の
立
法
趣
旨
は
、
唐
儒
の
学
説

に
よ
っ
て
云
え
ば
」
と
い
う
程
の
意
味
で
あ
ろ
う
。


